
 

事 務 連 絡 

平成２４年１月３１日 

 

 

 都道府県介護保険担当主管課（室） 御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

        老 人 保 健 課 

         

 

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（その４） 

 

 介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、「介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行

等に伴う平成２４年度介護報酬の見直し等については、平成２４年１月２５日に開催さ

れた社会保障審議会介護給付費分科会において、厚生労働大臣から諮問を行い、社会保

障審議会の答申をいただいたところです。 

今般、この諮問・答申及び諸法令の改正等を踏まえ、介護保険事務処理システムに

関して現段階で考えられる事項について事務的に整理し、別添のとおり資料を作成しま

したので送付いたします。 

つきましては、貴管内市町村等への周知方よろしくお願いいたします。 

また、本資料は、ＷＡＭ－ＮＥＴに掲載する予定です。 

＜照会先＞ 

（インタフェース関係） 

介護保険計画課 システム管理指導官 立川 

電話03－5253－1111（内線2166） 

（介護報酬改定関係） 

 老人保健課 調査係 西村（内線3960）   



＜添付資料＞ 

 網掛けは前回事務連絡から追加・変更のあった資料。 

 今回の事務連絡には追加・変更のあった資料（網掛けの資料）のみ添付している。 

 変更がない資料（網掛けしていない資料）は、１０月３１日付事務連絡を参照のこと。 

 

○平成２３年１０月３１日付事務連絡からの主な変更点 

 

Ⅰ 介護報酬改定関係資料 

資料１ 介護報酬の算定構造（案） 

 

資料２ 介護給付費サービス種類・サービス種類コード（案） 

 

資料３ 介護給付費単位数等サービスコード表（案）※次回以降送付予定 

 

資料４ 介護給付費請求書・明細書様式体系一覧（案） 

 

資料５ 介護給付費請求書・明細書様式（案） 

  

資料６ 介護給付費請求書・明細書記載例（案）※次回以降送付予定 

 

資料７ 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表（案） 

  

資料８ 特定診療費・特別療養費算定に必要な事業所届出項目（案） 

 

 資料９ 留意事項について（案）※次回以降送付予定 
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Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料 

資料１ 国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の介護予防・日常生活支援総合 

事業の事務処理の流れについて（案） 

 

 資料２－１～資料２－５ 国保連合会とのインタフェースの変更点について 

  ※介護予防・日常生活支援総合事業による変更点は、１０月３１日付事務連絡から変更なし。

介護報酬改定等による変更点を追加し、Ⅲにまとめて示す。 

 

資料３ 介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書様式（案） 

 

資料４－１ 介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書記載例（案） 

 

資料４－２ 介護予防・日常生活支援総合事業費サービス利用票別表記載例（案） 

 

資料５ 介護予防・日常生活支援総合事業における事業所番号の考え方について

（案） 

 

資料６－１ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスコードの考え方に 

ついて（案） 

 

資料６－２ 介護予防・日常生活支援総合事業費サービスコード表（案） 

 

 資料７ 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定構造（案） 

 

資料８ 政令市・中核市への事業所指定権限委譲に係る事務の流れ（案） 
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Ⅲ インタフェース関係資料 

資料１ 国保連合会とのインタフェースの変更点について（案） 

 

資料２ 共通インタフェースのインタフェース変更案 

 

資料３ 都道府県インタフェースのインタフェース変更案 

（別紙）サービス種類コードと体制等状況の関係（案） 

 

資料４ 保険者インタフェースのインタフェース変更案 

 

資料５ サービス事業所インタフェースの変更案 

 

資料６ 居宅介護支援事業所インタフェースの変更案 

 

 

 本資料は、都道府県、市町村、事業者等におけるシステム改修作業の円滑な実施を

支援する観点から作成したものであり、具体的な内容については、今後の議論等を踏

まえ、変更の可能性があり得るものである。 

 



平成２３年１０月３１日付事務連絡からの主な変更点 

 

平成２３年１０月３１日付事務連絡からの主な変更点は以下のとおり。 

（資料では赤字にて表記している。） 

 

Ⅰ 介護報酬改定関係資料  

【資料１ 介護報酬の算定構造（案）】 

 ※新規追加 

 

【資料２ 介護給付費サービス種類・サービス種類コード（案）】 

※新規追加 

 

【資料４ 介護給付費請求書・明細書様式体系一覧（案）】 

※新規追加 

 

【資料５ 介護給付費請求書・明細書様式（案）】 

※新規追加 

 

【資料７ 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表（案）】 

 ※新規追加 

 

【資料８ 特定診療費・特別療養費算定に必要な事業所届出項目（案）】 

 ※新規追加 

 

Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料  

【資料３ 介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書様式（案）】 

○ 「介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」に「事業費請求額」と「合計」を追加 

○ 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」に項番２～５を追加 

 

Ⅲ インタフェース関係資料 

【資料１ 国保連合会とのインタフェースの変更点について（案）】 

○ 資料番号の変更「資料２－１」→「資料１」 

○ 共通分を追加 

○ 都道府県分の以下の箇所を追加・変更 

・「事業所異動連絡票情報」、「事業所訂正連絡票情報」のレイアウト方針及び連合会の
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対応に文言追加 

・「事業所異動連絡票情報（処遇改善）」、「事業所訂正連絡票情報（処遇改善）」、「事業

所情報更新結果情報（処遇改善）」、「事業所台帳情報（処遇改善）」を追加 

○ 保険者分の以下の箇所を追加・変更 

・「受給者異動連絡票情報」、「受給者訂正連絡票情報」、「受給者情報突合情報」の連合

会の対応を変更 

・「介護給付費過誤申立書情報」、「介護給付費再審査申立書情報」、「介護給付費等請求

額通知書情報」、「施設介護給付費償還明細書情報（介護老人保健施設）」、「居宅介護

（支援）給付費償還明細書情報（特定施設（短期利用型以外）・地域密着型特定施設

（短期利用型以外））」、「介護予防サービス給付費償還明細書情報（介護予防特定施設

入居者生活介護）」、「居宅介護（支援）給付費償還明細書情報（特定施設（短期利用

型）・地域密着型特定施設（短期利用型））」を追加 

・「国保連合会保有給付実績情報」のレイアウト方針を変更 

・「保険者保有給付実績情報」、「保険者保有給付実績更新結果情報」を追加 

 ○サービス事業所分の以下の箇所を追加・変更 

  ・「施設介護給付費請求明細書情報（介護老人保健施設）」、「居宅介護（支援）給付費請

求明細書情報（特定施設（短期利用）、地域密着型特定施設（短期利用））」、「介護給

付費再審査申立書情報」を追加 

 

【資料２ 共通インタフェースのインタフェース変更案】 

  ※新規追加 

 

【資料３ 都道府県インタフェースのインタフェース変更案】 

 ○資料番号の変更「資料２－２」→「資料３」 

 ○「（２）事業所異動連絡票情報（サービス情報）」に項番１４０～１４６とコード一覧を

追加（３～９頁） 

 ○「（３）事業所異動連絡票情報（処遇改善情報）」を追加（１０頁） 

 

【資料３ 別紙 サービス種類コードと体制等状況の関係案】 

  ※新規追加 

 

【資料４ 保険者インタフェースのインタフェース変更案】 

 ○資料番号の変更「資料２－３」→「資料４」 

○ 「１．追加・変更するインタフェース一覧」に（１６）、（１７）、（２４）、（２７）～

（３０）を追加（２～３頁） 
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○ 「（１）受給者異動連絡票情報」の項番６１の内容及び注の記載を変更し、保険者イ

ンタフェース解説書の内容を追加（５～７ページ） 

○ 「（５）受給者台帳情報（単票）」、「（６）受給者台帳情報（一覧表）」の説明を追加

（７ページ） 

○ 「（８）市町村固有異動連絡票情報」に項番１１４～１２３を追加、注の記載を変更、

保険者インタフェース解説書の内容を追加（９～１３頁） 

○ 「（１６）介護給付費過誤申立書情報」を追加（１６～１８頁） 

○ 「（１７）介護給付費再審査申立書情報」を追加（１９～２１頁） 

○ 「（２４）介護給付費等請求額通知書情報」を追加（３２～３３頁） 

○ 「（２５）介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書情報」にコード一覧を追

加（３４～３５頁） 

○ 「（２７）～（２８）償還払給付額管理処理情報」を追加（４４～４６頁） 

○ 「（２９）～（３１）給付実績交換情報」に介護報酬改定の内容を追加（４７～７５

頁） 

○ 帳票レイアウトに「受給者異動連絡票情報」、「受給者訂正連絡票情報」、「市町村固有

異動連絡票情報」、「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情

報」、「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書情報」、「介護給付費等請求額通

知書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書（最終ページ）」を追加

（７６～８１、８７、８９頁） 

 

【資料５ サービス事業所インタフェースの変更案】 

 ○資料番号の変更「資料２－４」→「資料５」 

○ 「１．追加・変更するインタフェース一覧」に（２）～（５）、（７）を追加。（１

頁） 

○ 「２．交換情報識別番号の対応」に介護報酬改定の内容を追加（４頁） 

○ 「（２）～（６）介護給付費請求明細書情報」に介護報酬改定の内容を追加（７～２

５頁） 

○ 「（７）介護給付費再審査申立書情報」を追加（２６～２８頁） 

 

【資料６ 居宅介護支援事業所インタフェースの変更案】 

 ○資料番号の変更「資料２－５」→「資料６」 

 ○資料内に記載の資料番号の変更 

○ 「（２）介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（ケアマネジメント費）情

報」の備考欄の記載を追加（２～３頁） 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 介護報酬改定関係資料 

 



　

：平成２４年度４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

介　護　サ　ー　ビ　ス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造(案)

資料１



Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

１　訪問介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注
身体介護の（２）
～（４）に引き続き
生活援助を行っ
た場合

２級サービス提
供責任者を配
置している場合
（※）

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場合

２人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

特定事業所加
算

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス提
供加算

緊急時訪問介
護加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

２　訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注
介護職員３人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部
分浴を実施した
場合

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場合

特別地域訪問入
浴介護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００×８０／１００）

＋５／１００×９０／１００

※平成２４年３月31日時点で、現にサービス提供責任者として従事する２級訪問介護員が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修若しくは１級訪問介護員研修を修了する
　　ことが確実に見込まれる旨を都道府県に届け出ている場合は、平成2５年3月31日までの間、当該サービス提供責任者が従事する指定訪問介護事業所に対する減算を行わない。

基本部分

＋１５／１００ ＋１０/１００

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

ホ　生活機能向上連携加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋１００単位）

基本部分

（１）　２０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（１７０単位）

ハ　通院等乗降介助
　　　　　　　　　　　（１回につき　 １００単位）

（４）　１時間以上
  　（５８４単位に３０分を増すごとに＋８３単位）

　：　特別地域訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

へ　介護職員
　処遇改善
　加算

ハ　介護職員
　処遇改善
　加算

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

イ　訪問入浴介護費
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１，２５０単位）

×９５／１００ ×７０／１００

注
所定単位は、イからホまでにより算定　した単位数の合計

　：　特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

イ
身体介護

×９０／１００

（１）　２０分以上４５分未満
　　　　　　　　    　　　 （１９０単位）

（２）　２０分以上３０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（２５４単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　 　　（４０２単位）

夜間又は
早朝の場合
＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

ロ
生活援助

（２）　４５分以上
       　　　　　　　　　  （２３５単位）

１回につき
＋１００単位

所要時間が
２０分から起算

して２５分
を増すごとに
＋７０単位

（２１０単位を
限度）

＋５／１００＋１０／１００

×２００／１００

×９０／１００

特定事業所加算
（Ⅰ）

＋２０／１００

特定事業所加算
（Ⅱ）

＋１０／１００

特定事業所加算
（Ⅲ）

＋１０／１００

＋１５／１００

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

　
　

介護　1



３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜間又は早朝の
場合、若しくは深
夜の場合

２人以上による
訪問看護を行う
場合

１時間３０分以上
の訪問看護を行
う場合

要介護５の者の
場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

イ及びロを算定する場合
　　　　　（１回につき　６単位を加算）

ハを算定する場合
　　　　（1月につき　50単位を加算）

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療器機等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回以降の緊急時訪問については、夜間，早朝，深夜の加算を算定できるものとする。

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以上
ターミナルケアを

行った場合
＋2000単位

１月につき
（Ⅰ）の場合

＋500単位又
は

（Ⅱ）の場合
＋250単位

１月につき
訪問看護ステー

ション
の場合

＋５４０単位

病院又は
診療所の場合

＋２９０

ハ　定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，９２０単位）

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４7２単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　（１，１３８単位）

＋３００単位

＋１５／１００ ＋１０／１００ ＋５／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８１１単位）

＋３００単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

准看護師に
よる訪問が
1回でもある

場合
×98/100

＋８００単位

 １月につき
＋２９０単位

基本部分

（１）　２０分未満
      週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　 看護師による訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （３16単位）

夜間又は早朝の
場合

　＋２５／１００

深夜の場合
　＋５０／１００

ロ　病院又は診療所
　　の場合

（１）　２０分未満
      週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　 看護師による訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５５単位）

医療保険の訪問
看護が必要であ
るものとして主治
医が発行する訪
問看護指示の文
書の訪問看護指
示期間の日数に
つき減算（１日に
つき）

１月につき
＋５４０単位

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場合

准看護師の場合

 ト　サービス提供体制強化加算

－９６単位

（５）　理学療法士等の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）
　　※　1日に2回を超えて実施する場合は９０/１００

イ　指定訪問看護
　　ステーションの場合

×９０／１００

×９０／１００

×９０／１００

ホ　退院時共同指導加算　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋6００単位）

へ　看護・介護職員連携強化加算　　　　　　　　（１月につき　＋２５０単位）

ニ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋３００単位）

介護　２



４　訪問リハビリテーション費

注 注 注 注

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場合

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

短期集中リハビリテー
ション実施加算

訪問介護計画を作
成する上での必要
な指導及び助言を
行った場合

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　居宅療養管理指導費

 

 

※　ハ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

基本部分

イ　訪問リハビリ
　テーション費

病院又は診療所
の場合

１回につき　３０５単位 ＋５／１００

介護老人
保健施設の場合

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

１回につき
　＋3００単位
（3月に1回
を限度）

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月以内

＋３４０単位

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月超３月以内

＋２００単位

ロ　歯科医師が行う場合
　（月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　（月４回を限度）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

×９０／100

基本部分

イ　医師が行う場合
　（月２回を限度）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（（２）以外）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特
定施設入居時等医学総合管理料
を算定する場合）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２６１単位）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用
者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬
剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を
行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８５単位）

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×９０／１００

ホ　歯科衛生士等が行う場合
　　（月４回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（300単位）

ヘ　保健師、看護師が行う場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   （４００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　                                    　　（３６０単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　薬剤師が行う場合
  　（月２回を限度）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３５０単位）

介護　３



６　通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

又
は

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

要介護１ （ 461 単位）

要介護２ （ 529 単位）

要介護３ （ 596 単位）

要介護４ （ 663 単位）

要介護５ （ 729 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 825 単位）

要介護３ （ 950 単位）

要介護４ （ 1,074 単位）

要介護５ （ 1,199 単位）

要介護１ （ 809 単位）

要介護２ （ 951 単位）

要介護３ （ 1,100 単位）

要介護４ （ 1,248 単位）

要介護５ （ 1,395 単位）

要介護１ （ 400 単位）

要介護２ （ 457 単位）

要介護３ （ 514 単位）

要介護４ （ 571 単位）

要介護５ （ 628 単位）

要介護１ （ 602 単位）

要介護２ （ 708 単位）

要介護３ （ 814 単位）

要介護４ （ 920 単位）

要介護５ （ 1,026 単位）

要介護１ （ 690 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 937 単位）

要介護４ （ 1,063 単位）

要介護５ （ 1,188 単位）

要介護１ （ 393 単位）

要介護２ （ 449 単位）

要介護３ （ 505 単位）

要介護４ （ 561 単位）

要介護５ （ 617 単位）

要介護１ （ 592 単位）

要介護２ （ 696 単位）

要介護３ （ 800 単位）

要介護４ （ 904 単位）

要介護５ （ 1,009 単位）

要介護１ （ 678 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 921 単位）

要介護４ （ 1,045 単位）

要介護５ （ 1,168 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 437 単位）

要介護３ （ 492 単位）

要介護４ （ 546 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 576 単位）

要介護２ （ 678 単位）

要介護３ （ 779 単位）

要介護４ （ 880 単位）

要介護５ （ 982 単位）

要介護１ （ 660 単位）

要介護２ （ 776 単位）

要介護３ （ 897 単位）

要介護４ （ 1,017 単位）

要介護５ （ 1,137 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×７０/１００

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００×８０／１００）

×７０/１００ ×７０/１００

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

 ト　介護職員処遇
　改善加算

（３）　７時間以上９時間未満

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

二
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅱ

）

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

ヘ　サービス提供体制
　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

基本部分

注 注

２時間以上３
時間未満の
通所介護を行
う場合

７時間以上９
時間未満の
通所介護の
前後に日常
生活上の世
話を行う場合

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助を
行った場合

イ
　
小
規
模
型
通
所
介
護
費

ホ
　
療
養
通
所
介
護
費

（１）　３時間以上６時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１，０００単位）

（２）　６時間以上８時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１，５００単位）

（３）　７時間以上９時間未満

（１）　３時間以上５時間未満

ロ
　
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費

ハ
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅰ

）

（２）　５時間以上７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

×７０/１００

×７０/１００（１）　３時間以上５時間未満

×７０/１００（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

１日につき
＋５０単位

１日につき
＋４２単位

１日につき
＋５０単位

＋５／１００

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に通所
介護を行う場
合

１日につき
－94単位

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

１日につき
＋６０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

介護　４



７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・介
護職員の員
数が基準に
満たない場
合

要介護１ （ 270 単位）

要介護２ （ 300 単位）

要介護３ （ 330 単位）

要介護４ （ 360 単位）

要介護５ （ 390 単位）

要介護１ （ 284 単位）

要介護２ （ 340 単位）

要介護３ （ 397 単位）

要介護４ （ 453 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 386 単位）

要介護２ （ 463 単位）

要介護３ （ 540 単位）

要介護４ （ 617 単位）

要介護５ （ 694 単位）

要介護１ （ 502 単位）

要介護２ （ 610 単位）

要介護３ （ 717 単位）

要介護４ （ 824 単位）

要介護５ （ 931 単位）

要介護１ （ 671 単位）

要介護２ （ 821 単位）

要介護３ （ 970 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,271 単位）

要介護１ （ 270 単位）

要介護２ （ 300 単位）

要介護３ （ 330 単位）

要介護４ （ 360 単位）

要介護５ （ 390 単位）

要介護１ （ 284 単位）

要介護２ （ 340 単位）

要介護３ （ 397 単位）

要介護４ （ 453 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 386 単位）

要介護２ （ 463 単位）

要介護３ （ 540 単位）

要介護４ （ 617 単位）

要介護５ （ 694 単位）

要介護１ （ 502 単位）

要介護２ （ 610 単位）

要介護３ （ 717 単位）

要介護４ （ 824 単位）

要介護５ （ 931 単位）

要介護１ （ 671 単位）

要介護２ （ 821 単位）

要介護３ （ 970 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,271 単位）

要介護１ （ 265 単位）

要介護２ （ 295 単位）

要介護３ （ 324 単位）

要介護４ （ 354 単位）

要介護５ （ 383 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 334 単位）

要介護３ （ 390 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 501 単位）

要介護１ （ 379 単位）

要介護２ （ 455 単位）

要介護３ （ 531 単位）

要介護４ （ 606 単位）

要介護５ （ 682 単位）

要介護１ （ 494 単位）

要介護２ （ 599 単位）

要介護３ （ 704 単位）

要介護４ （ 810 単位）

要介護５ （ 916 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 807 単位）

要介護３ （ 954 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,249 単位）

要介護１ （ 265 単位）

要介護２ （ 295 単位）

要介護３ （ 324 単位）

要介護４ （ 354 単位）

要介護５ （ 383 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 334 単位）

要介護３ （ 390 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 501 単位）

要介護１ （ 379 単位）

要介護２ （ 455 単位）

要介護３ （ 531 単位）

要介護４ （ 606 単位）

要介護５ （ 682 単位）

要介護１ （ 494 単位）

要介護２ （ 599 単位）

要介護３ （ 704 単位）

要介護４ （ 810 単位）

要介護５ （ 916 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 807 単位）

要介護３ （ 954 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,249 単位）

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

ロ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅰ

）
の
場
合

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

イ
　
通
常
規
模
の
事
業
所
の
場
合

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

基本部分

注
理学療法士
等体制強化
加算

６時間以上８
時間未満の
通所リハビリ
テーションの
前後に日常
生活上の世
話を行う場
合

×７０/１００ ＋５／１００
１日につき

　＋５０単位

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合

理学療法
士、作業療
法士、言語
聴覚士が居
宅を訪問し、
診察、運動
機能検査等
を行い、通所
リハビリ計画
の作成等を
行った場合

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

短期集中リ
ハビリテー
ション実施加
算

１日につき
＋６０単位

５５０単位
（月１回を

限度）

１月につき
＋２３０単位

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月以内
 （１日につき
＋120単位）

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月超
 3月以内
 （１日につき
＋60単位）

1回につき
＋80単位

１日につき
＋２４０単位
（週２日を

限度）

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用する
者に通所ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを
行う場合

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

重度療養管
理加算

１日につき
－94単位

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

個別リハビリ
テーション実
施加算

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

１日につき
＋３０単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

×７０/１００

介護 5 



注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・介
護職員の員
数が基準に
満たない場
合

要介護１ （ 258 単位）

要介護２ （ 287 単位）

要介護３ （ 315 単位）

要介護４ （ 344 単位）

要介護５ （ 373 単位）

要介護１ （ 271 単位）

要介護２ （ 326 単位）

要介護３ （ 379 単位）

要介護４ （ 434 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 443 単位）

要介護３ （ 516 単位）

要介護４ （ 590 単位）

要介護５ （ 664 単位）

要介護１ （ 480 単位）

要介護２ （ 583 単位）

要介護３ （ 686 単位）

要介護４ （ 788 単位）

要介護５ （ 891 単位）

要介護１ （ 642 単位）

要介護２ （ 785 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,216 単位）

要介護１ （ 258 単位）

要介護２ （ 287 単位）

要介護３ （ 315 単位）

要介護４ （ 344 単位）

要介護５ （ 373 単位）

要介護１ （ 271 単位）

要介護２ （ 326 単位）

要介護３ （ 379 単位）

要介護４ （ 434 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 443 単位）

要介護３ （ 516 単位）

要介護４ （ 590 単位）

要介護５ （ 664 単位）

要介護１ （ 480 単位）

要介護２ （ 583 単位）

要介護３ （ 686 単位）

要介護４ （ 788 単位）

要介護５ （ 891 単位）

要介護１ （ 642 単位）

要介護２ （ 785 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,216 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

６時間以上８
時間未満の
通所リハビリ
テーションの
前後に日常
生活上の世
話を行う場
合

×７０/１００
１日につき
－94単位

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

重度療養管
理加算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用する
者に通所ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを
行う場合

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合

＋５／１００

（４）　４時間以上
      ６時間未満

基本部分

注
理学療法士
等体制強化
加算

ホ　介護職員
　処遇改善
　加算

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
（1月につき　＋所定単位×１７／１０００×９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
（1月につき　＋所定単位×１７／１０００×８０／１００）

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

ニ　サービス
　提供体制
　強化加算

ハ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅱ

）
の
場
合

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

理学療法
士、作業療
法士、言語
聴覚士が居
宅を訪問し、
診察、運動
機能検査等
を行い、通所
リハビリ計画
の作成等を
行った場合

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

短期集中リ
ハビリテー
ション実施加
算

個別リハビリ
テーション実
施加算

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

１日につき
＋６０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１日につき
　＋５０単位

５５０単位
（月１回を

限度）

１月につき
＋２３０単位

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月以内
 （１日につき
＋120単位）

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月超
 3月以内
 （１日につき
＋60単位）

1回につき
＋80単位

１日につき
＋２４０単位
（週２日を

限度）

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

×７０/１００

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

介護 6 



８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

介護・看護職員
の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

専従の機能訓練
指導員を配置し
ている場合

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

緊急短期入所
体制確保加算

緊急短期入
所受入加算

要介護１ （ 645 単位）

要介護２ （ 715 単位）

要介護３ （ 787 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 926 単位）

要介護１ （ 718 単位）

要介護２ （ 787 単位）

要介護３ （ 858 単位）

要介護４ （ 927 単位）

要介護５ （ 995 単位）

要介護１ （ 609 単位）

要介護２ （ 679 単位）

要介護３ （ 751 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 890 単位）

要介護１ （ 682 単位）

要介護２ （ 751 単位）

要介護３ （ 822 単位）

要介護４ （ 891 単位）

要介護５ （ 959 単位）

要介護１ （ 747 単位）

要介護２ （ 817 単位）

要介護３ （ 890 単位）

要介護４ （ 960 単位）

要介護５ （ 1,029 単位）

要介護１ （ 747 単位）

要介護２ （ 817 単位）

要介護３ （ 890 単位）

要介護４ （ 960 単位）

要介護５ （ 1,029 単位）

要介護１ （ 711 単位）

要介護２ （ 781 単位）

要介護３ （ 854 単位）

要介護４ （ 924 単位）

要介護５ （ 993 単位）

要介護１ （ 711 単位）

要介護２ （ 781 単位）

要介護３ （ 854 単位）

要介護４ （ 924 単位）

要介護５ （ 993 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）　単独型短期
　　入所生活介護費

×９７／１００

＋８単位×９７／１００

（２）　併設型ユニット
　　型短期入所生活
　　介護費

（二）　併設型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（二）　単独型短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（一）　併設型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（一）　単独型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２５単位を加算）

（３）　看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１３単位を加算）

ニ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２１単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１７単位を加算）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００×８０／１００）

ホ　サービス提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

イ　短期入所生活
　介護費
　（1日につき）

ロ　ユニット型短期
　入所生活介護費
　（1日につき）

ヘ　介護職員処遇
　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００×９０／１００）

（２）　併設型短期
　　入所生活介護費

（一）　併設型短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

（二)　併設型短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（１）　単独型ユニット
　　型短期入所生活
　　介護費

（二）　単独型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

基本部分

注 注 注

＋４０単位
＋６０単位
（７日間を
限度）

片道につき
＋１８４単位

（一）　単独型短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　＜従来型個室＞

＋１８単位

＋１３単位

＋１２０単位
＋２００単位
（７日間を限

度））
＋１２単位×７０／１００ ×７０／１００ ＋４単位

介護　７



９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語聴
覚士の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

夜勤職員配
置加算

リハビリテー
ション機能強
化加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理管理

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 860 単位）

要介護４ （ 912 単位）

要介護５ （ 965 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 851 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 970 単位）

要介護５ （ 1,025 単位）

要介護１ （ 826 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 937 単位）

要介護４ （ 990 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 859 単位）

要介護２ （ 933 単位）

要介護３ （ 996 単位）

要介護４ （ 1,052 単位）

要介護５ （ 1,108 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,049 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 1,042 単位）

要介護４ （ 1,118 単位）

要介護５ （ 1,194 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,052 単位）

要介護４ （ 1,128 単位）

要介護５ （ 1,204 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,197 単位）

要介護５ （ 1,273 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 946 単位）

要介護４ （ 1,022 単位）

要介護５ （ 1,098 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 1,015 単位）

要介護４ （ 1,091 単位）

要介護５ （ 1,167 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,025 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,177 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

（二）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

（三）　ユニット型介護老人
      保健施設短期入所療養
　　　介護費（Ⅲ）
　　　＜療養型老健：看護
　　　　オンコール体制＞

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

＋３０単位

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

×９７／１００

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

＋２４０単位

（一）　３時間以上４時間未満

（三）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　　看護オンコール体制＞

（一）　ユニット型介護老人
　　保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）

（二）　ユニット型介護老人
     保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

（一）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅰ）

ｃ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

×７０／１００

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】

×７０／１００

＋２４単位

基本部分

注

（３）　特定介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費

（２）　ユニット型介護老人保健
　　施設短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（１）　介護老人保健施設短期
　　入所療養介護費
　　（1日につき）

ａ　介護老人保健施設
   短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【従来型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【従来型】

片道につき
＋１８４単位

×９７／１００

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋60単位
（要介護４・５

に限る）

＋７６単位

＋２００単位
（７日間を

限度）
＋１２０単位

＋６０単位

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋90単位
（７日間を

限度）

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【療養強化型】

介護 8 



（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×８０／１００）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（５）　緊急時施設療養費

（二）　特定治療

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（６）　サービス提供体制強化加算

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

介護 9 



ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の
規定が適用され
ている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に関
する基準の区分
による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 1,061 単位）

要介護４ （ 1,161 単位）

要介護５ （ 1,250 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,170 単位）

要介護４ （ 1,269 単位）

要介護５ （ 1,359 単位）

要介護１ （ 661 単位）

要介護２ （ 768 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 1,078 単位）

要介護５ （ 1,119 単位）

要介護１ （ 770 単位）

要介護２ （ 877 単位）

要介護３ （ 1,034 単位）

要介護４ （ 1,187 単位）

要介護５ （ 1,228 単位）

要介護１ （ 632 単位）

要介護２ （ 741 単位）

要介護３ （ 889 単位）

要介護４ （ 1,043 単位）

要介護５ （ 1,083 単位）

要介護１ （ 741 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 998 単位）

要介護４ （ 1,152 単位）

要介護５ （ 1,192 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 975 単位）

要介護４ （ 1,064 単位）

要介護５ （ 1,154 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,084 単位）

要介護４ （ 1,173 単位）

要介護５ （ 1,263 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 934 単位）

要介護４ （ 1,023 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,043 単位）

要介護４ （ 1,132 単位）

要介護５ （ 1,221 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（一)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）

　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

（二)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）

　　看護<8:1>
　　介護<4:1>

（一)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費 （二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

（４）　ユニット型病院療養病床
　　経過型短期入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（２）　病院療養病床経過型
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（３）　ユニット型病院療養病床
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制
　　強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（９）　介護職員処遇改善
　　加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

注

×７０／１００

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

基本部分

（１）　病院療養病床短期
　　入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（三)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅲ）

　　看護<6:1>
　　介護<6:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（一)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　
　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）

　　看護<6:1>
　　介護<5:1>

a.病院療養病床短期
 入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

×７０／１００

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

×９０／１００

＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

＋６０単位

＋２００単位
（７日間を限

度）） ＋９０単位
（７日間を

限度）
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　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注
利用者の数及び入院
患者の数の合計数が
入院患者の定員を超
える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユニッ
トケアにおける体制が
未整備である場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ 701 単位）

要介護２ （ 752 単位）

要介護３ （ 803 単位）

要介護４ （ 853 単位）

要介護５ （ 904 単位）

要介護１ （ 810 単位）

要介護２ （ 861 単位）

要介護３ （ 912 単位）

要介護４ （ 962 単位）

要介護５ （ 1,013 単位）

要介護１ （ 613 単位）

要介護２ （ 658 単位）

要介護３ （ 703 単位）

要介護４ （ 748 単位）

要介護５ （ 794 単位）

要介護１ （ 722 単位）

要介護２ （ 767 単位）

要介護３ （ 812 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 903 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（一)　ユニット型診療所短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所短期入所療養
　介護費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（二)　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

×７０/１００

×９７／１００

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制
　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

＋２００単位
（７日間を限度）

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

＋９０単位
（７日間を

限度）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　２３単位を加算）

（一）　３時間以上４時間未満

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

（２)　ユニット
　型診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（１）　診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
  介護<6：1>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

基本部分

（二）　４時間以上６時間未満
（３）　特定診療所短期入所
　　　療養介護費

＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

＋６０単位

診療所設備基準
減算

－６０単位
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要介護１ （ 1,048 単位）
要介護２ （ 1,113 単位）
要介護３ （ 1,179 単位）
要介護４ （ 1,246 単位）
要介護５ （ 1,312 単位）
要介護１ （ 1,157 単位）
要介護２ （ 1,222 単位）
要介護３ （ 1,288 単位）
要介護４ （ 1,355 単位）
要介護５ （ 1,420 単位）
要介護１ （ 991 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,129 単位）
要介護４ （ 1,199 単位）
要介護５ （ 1,267 単位）
要介護１ （ 1,100 単位）
要介護２ （ 1,169 単位）
要介護３ （ 1,238 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,376 単位）
要介護１ （ 962 単位）
要介護２ （ 1,030 単位）
要介護３ （ 1,097 単位）
要介護４ （ 1,164 単位）
要介護５ （ 1,231 単位）
要介護１ （ 1,071 単位）
要介護２ （ 1,139 単位）
要介護３ （ 1,206 単位）
要介護４ （ 1,273 単位）
要介護５ （ 1,340 単位）
要介護１ （ 947 単位）
要介護２ （ 1,012 単位）
要介護３ （ 1,078 単位）
要介護４ （ 1,145 単位）
要介護５ （ 1,211 単位）
要介護１ （ 1,056 単位）
要介護２ （ 1,121 単位）
要介護３ （ 1,187 単位）
要介護４ （ 1,254 単位）
要介護５ （ 1,319 単位）
要介護１ （ 886 単位）
要介護２ （ 952 単位）
要介護３ （ 1,017 単位）
要介護４ （ 1,084 単位）
要介護５ （ 1,150 単位）
要介護１ （ 995 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,126 単位）
要介護４ （ 1,193 単位）
要介護５ （ 1,259 単位）
要介護１ （ 790 単位）
要介護２ （ 855 単位）
要介護３ （ 921 単位）
要介護４ （ 988 単位）
要介護５ （ 1,054 単位）
要介護１ （ 899 単位）
要介護２ （ 964 単位）
要介護３ （ 1,030 単位）
要介護４ （ 1,097 単位）
要介護５ （ 1,162 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（６）　特定診療費

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（８）　介護職員
　　処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

緊急短期入所受
入加算

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

（二） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（４）　特定認知症
　疾患型短期入所
　療養介護費 （三）　６時間以上８時間未満

大
学
病
院

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

基本部分

（１）　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一)　認知症
　疾患型短
　期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

（二)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（五)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅴ）
　
　経過措置型

（三)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

注

×７０／１００ －１２単位

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

片道につき
　＋１８４単位

（７）　サービス提供
　　体制強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

×９０／１００

＋９０単位
（７日間を

限度）

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（四)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
 　　<従来型個室>

一
般
病
棟

a.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>大

学
病
院

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（２）　認知症
　疾患型経過
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

aユニット型.認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

一
般
病
棟

（一)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

（３）　ユニット型
　認知症疾患
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

　介護　１2



１０　特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

個別機能訓
練加算

夜間看護体
制加算

医療機関連
携加算

障害者等支
援加算

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

・訪問介護

・身体介護 所要時間15分未満の場合　99単位

所要時間15分以上30分未満の場合　198単位

所要時間30分以上１時間30分未満の場合　270単位に
所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
90単位を加算した単位数
所要時間１時間30分以上の場合　577単位に所要時間
１時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに37
単位を加算した単位数

・生活援助 所要時間15分未満の場合　50単位

所要時間15分以上１時間未満の場合　99単位に所要時
間15分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位
を加算した単位数

所要時間１時間以上１時間15分未満の場合　225単位

所要時間１時間15分以上の場合　270単位

・通院等乗降介助 １回につき　９０単位

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

※　限度額 要介護１ １７，０２４単位
要介護２ １９，０９１単位
要介護３ ２１，２８０単位
要介護４ ２３，３４７単位
要介護５ ２５，４７５単位

※ 　短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。

１１　福祉用具貸与費

基本部分

車いす

車いす付属品

特殊寝台

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト

自動排泄処理装置

１月につき
＋８０単位

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

ハ　短期利用特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき）※３ ×７０／１００

×７０／１００

　通常の福祉用具貸与と同様

※　ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

１日につき
＋２０単位

1日につき
＋１０単位

　

基本部分

注

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

ロ　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき　８６単位）

・他の訪問系サービス及び通所系サービス

・福祉用具貸与

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００×８０／１００）

イ　特定施設入居者生活介護費
　（１日につき） ×７０／１００

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

注　看取り介護加算
　（イを算定する場合のみ
　　算定）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００）

1日につき
＋１２単位

1日につき
＋１０単位

注注

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

注

　福祉用具貸与費
（現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所
在地に適用される１単位の単価
で除して得た単位数）

交通費に相当する額を事業所の所
在地に適用される１単位の単価で
除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００
／１００を限度）

交通費に相当する額の２／３に相
当する額を事業所の所在地に適
用される１単位の単価で除して得
た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の２／
３を限度）

交通費に相当する額の１／３に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る１単位の単価で除して得た単位数
を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を
限度）

中山間地域等における小規模事
業所加算

床ずれ防止用具

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台付属品

特別地域福祉用具貸与加算

※　要介護１の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
特殊尿器については要介護１から要介護３の者については算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

　：　特別地域福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象
外の算定項目

介護　１3



Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注

運営基準減算 特別地域居宅介護
支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ ５００単位 ）

要介護３・４・５ （ ６５０単位 ）

要介護１・２ （ ３００単位 ）

要介護３・４・５ （ ３９０単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（１）　入院時情報連携加算（Ⅰ）

（２）　入院時情報連携加算（Ⅱ）

※居宅介護支援費（Ⅱ）・（Ⅲ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４０件以上である場合、４０件以上６０件未満の部分については（Ⅱ）を、６０件以上の部分については（Ⅲ）を算定する。

ヌ　緊急時等居宅カンファレンス加算

１月につき
－２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月に２回を限度に　＋２００単位）

　　　　　　　　　（入院または入所期間中３回を限度に　＋３００単位）

（１月につき　＋１５０単位）

リ　複合型サービス事業所連携加算 　　　　　　（　＋３００単位）

　　　　　　（　＋３００単位）

（１月につき　＋１５０単位）

チ　小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

ホ　退院・退所加算

ト　独居高齢者加算

ヘ　認知症加算

基本部分

（１月につき　＋３００単位）

（運営基準減算の場合）
×５０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

算定しない

（１）　居宅介護支援費（Ⅰ）

　要介護１・２　　  （１，０００単位）
　要介護３・４・５　（１，３００単位）

（３）　居宅介護支援費（Ⅲ）
　（※）

ニ　入院時情報連携加算

ハ　特定事業所加算
（１月につき　＋５００単位）

イ　居宅介護支援費
　（１月につき）

（２）　居宅介護支援費（Ⅱ）
　（※）

（１月につき　＋３００単位）

ロ　初回加算

（１月につき　＋2００単位）

（１月につき　＋１0０単位）

介護　１4



Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入所者の数が入
所定員を超える場
合

又
は

介護・看護職員又
は介護支援専門
員の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置加
算

準ユニットケア加
算

個別機能訓練加
算

若年性認知症入
所者受入加算

専従の常勤医師
を配置している場
合

精神科医師による
療養指導が月2回
以上行われている
場合

専従の障害者生
活支援員を配置し
ている場合

要介護１ （ 577 単位）

要介護２ （ 647 単位）

要介護３ （ 719 単位）

要介護４ （ 789 単位）

要介護５ （ 858 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２ （ 699 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 839 単位）

要介護５ （ 907 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 898 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 1,007 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 924 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,054 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 914 単位）

要介護４ （ 979 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 577 単位）

要介護２・３ （ 689 単位）

要介護４・５ （ 823 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２・３ （ 740 単位）

要介護４・５ （ 873 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２・３ （ 733 単位）

要介護４・５ （ 864 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２・３ （ 844 単位）

要介護４・５ （ 973 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２・３ （ 894 単位）

要介護４・５ （ 1,021 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２・３ （ 885 単位）

要介護４・５ （ 1,011 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２・３ （ 761 単位）

要介護４・５ （ 897 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２・３ （ 761 単位）

要介護４・５ （ 897 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

b ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　ユニット型旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費
　　（１日につき）

ｃ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

（二）　ユニット型
　　小規模介護福祉
　　施設サービス費

ａ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

ｂ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ｃ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

イ
　
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

（１）　介護福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

注
所定単位は、イからタまでにより算定した単位数の合計

（一）　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　小規模介護福祉
　　施設サービス費

（一）　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　小規模旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費

レ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００×９０／１００）

注　身体拘束廃止未実施減算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００×８０／１００）

b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型
　　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　ユニット型
　　小規模旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費

タ　サービス提供体制強化加算 （１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

注　外泊時費用

ｃ　介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
  <多床室（平成24年4月1日後に新設）>

＋５単位

ｂ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００
ａ　小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

a ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

ａ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
  <従来型個室>

入所定員31人
以上50人以下

６単位

入所定員30人
又は51人以上

４単位

ｂ　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

注

＋２３単位

基本部分

ａ　介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
 <ユニット型準個室>

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，２８０単位を加算）

ヲ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ワ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ヌ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ル　看取り介護加算 （１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　 　　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　６８０単位を加算）

リ　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

チ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

ｂ　小規模旧措置入所者介護福祉施設
　　サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ｃ　小規模旧措置入所者介護福祉施設
　　サービス費（Ⅲ）
　　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

ロ
　
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

（１）　ユニット型介護
　　福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型
　　介護福祉施設
　　サービス費

（２）　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

ヨ　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

カ　認知症専門ケア加算 （１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ホ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ヘ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

ト　経口維持加算（１日につき）
（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　（５単位）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　（２８単位）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　退所時等相談援助
　　加算

（１）　退所前訪問相談援助加算
　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算
　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（４）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

＋１２０単位 ＋２５単位 ＋５単位 ＋２６単位

入所定員31人
以上50人以下

２７単位

入所定員30人
又は51人以上

１８単位

＋１２単位

入所定員31人
以上50人以下

１３単位

入所定員30人
又は51人以上

８単位

入所定員31人
以上50人以下

２２単位

入所定員30人
又は51人以上

１３単位

介護　１5



２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

夜勤職員配置
加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加
算

認知症ケア加
算

若年性認知症
入所者受入加
算

在宅復帰・
在宅療養支
援機能加算

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 757 単位）

要介護３ （ 820 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 925 単位）

要介護１ （ 739 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 873 単位）

要介護４ （ 930 単位）

要介護５ （ 985 単位）

要介護１ （ 786 単位）

要介護２ （ 834 単位）

要介護３ （ 897 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,003 単位）

要介護１ （ 819 単位）

要介護２ （ 893 単位）

要介護３ （ 956 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,068 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 818 単位）

要介護３ （ 933 単位）

要介護４ （ 1,009 単位）

要介護５ （ 1,085 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 818 単位）

要介護３ （ 1,002 単位）

要介護４ （ 1,078 単位）

要介護５ （ 1,154 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,012 単位）

要介護４ （ 1,088 単位）

要介護５ （ 1,164 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,081 単位）

要介護４ （ 1,157 単位）

要介護５ （ 1,233 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 812 単位）

要介護３ （ 906 単位）

要介護４ （ 982 単位）

要介護５ （ 1,058 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 812 単位）

要介護３ （ 975 単位）

要介護４ （ 1,051 単位）

要介護５ （ 1,127 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 985 単位）

要介護４ （ 1,061 単位）

要介護５ （ 1,137 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 1,054 単位）

要介護４ （ 1,130 単位）

要介護５ （ 1,206 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 836 単位）

要介護３ （ 900 単位）

要介護４ （ 953 単位）

要介護５ （ 1,006 単位）

要介護１ （ 822 単位）

要介護２ （ 896 単位）

要介護３ （ 959 単位）

要介護４ （ 1,015 単位）

要介護５ （ 1,071 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 836 単位）

要介護３ （ 900 単位）

要介護４ （ 953 単位）

要介護５ （ 1,006 単位）

要介護１ （ 822 単位）

要介護２ （ 896 単位）

要介護３ （ 959 単位）

要介護４ （ 1,015 単位）

要介護５ （ 1,071 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,163 単位）

要介護４ （ 1,239 単位）

要介護５ （ 1,315 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,163 単位）

要介護４ （ 1,239 単位）

要介護５ （ 1,315 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,067 単位）

要介護４ （ 1,143 単位）

要介護５ （ 1,219 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,212 単位）

要介護５ （ 1,288 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,067 単位）

要介護４ （ 1,143 単位）

要介護５ （ 1,219 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,212 単位）

要介護５ （ 1,288 単位）

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【従来型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

（１）　介護保健施設
　サービス費（Ⅰ）

×９７／１００

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【従来型】

基本部分

注

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

（２）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

イ　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（２）　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【在宅強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【従来型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【従来型】

（３）　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
 看護オンコール体制＞

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

ロ　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（１）　ユニット型
　介護保健施設
  サービス費（Ⅰ）

（３）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　看護オンコール体制＞

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２４０単位

1日につき
＋２４０単位
（週３日を限

度）

1日につき
＋７６単位

1日につき
＋１２０単位

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２１単位

１日につき
＋２４単位
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注
所定単位は、イからツまでにより算定した単位数の合計

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

リ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（三）　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

ヌ　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　（５単位）

ヨ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ワ　緊急時施設療養費 療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（２）　特定治療

ネ　介護職員処遇改善加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
                                                           （１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
                                                         　（１日につき　６単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
                                                           （１日につき　６単位を加算）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×８０／１００）

ツ　サービス提供体制強化加算

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　ターミナル
　ケア加算

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８５０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，７００単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８２０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，６５０単位を加算）

（３）　死亡日

（２）　死亡日以前2日又は3日

（１）　死亡日以前4日以上30日以下

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

（五）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適

レ　認知症情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回当たり　３５０単位を加算）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　４６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

カ　所定疾患施設療養費

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

ニ　入所前後訪問指導加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　４６０単位を加算）

注
入所期間が１月を超える入所者が退所又は試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（二）　退所後訪問
　　指導加算
（退所後1回を限度）

（一）　退所前訪問
　　指導加算

在宅強化型以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型以外の場合
　　（入所中１回（療養型老健の場合は1回
　又は2回）を限度に４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　（入所中1回を限度に４６０単位を算定）

（四）　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（１）　退所時等指導加算ホ　退所時指導等加算

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

チ　経口維持加算（１日につき）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

ソ　地域連携診療計画情報提供加算

タ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

（１）　緊急時治療管理

ヲ　在宅復帰支援機能加算
                                                                        （療養型老健に限り１日につき　５単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ル　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）
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３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を満
たさない場合

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に定
められた看護職員
の員数に20/100
を乗じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の規
定が適用されて
いる場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関する
基準の区分による
加算

若年性認知症患者
受入加算

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 1,011 単位）

要介護４ （ 1,111 単位）

要介護５ （ 1,200 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,120 単位）

要介護４ （ 1,219 単位）

要介護５ （ 1,309 単位）

要介護１ （ 611 単位）

要介護２ （ 718 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 1,028 単位）

要介護５ （ 1,069 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 827 単位）

要介護３ （ 984 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,178 単位）

要介護１ （ 582 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 839 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,033 単位）

要介護１ （ 691 単位）

要介護２ （ 800 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,142 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 1,014 単位）

要介護５ （ 1,104 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,034 単位）

要介護４ （ 1,123 単位）

要介護５ （ 1,213 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 884 単位）

要介護４ （ 973 単位）

要介護５ （ 1,062 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 993 単位）

要介護４ （ 1,082 単位）

要介護５ （ 1,171 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,123 単位）

要介護４ （ 1,222 単位）

要介護５ （ 1,312 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,123 単位）

要介護４ （ 1,222 単位）

要介護５ （ 1,312 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,037 単位）

要介護４ （ 1,126 単位）

要介護５ （ 1,215 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,037 単位）

要介護４ （ 1,126 単位）

要介護５ （ 1,215 単位）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（１５）　認知症専門ケア加算

（１２）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（1４）　特定診療費

（1３）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（１７）　サービス提供体制
　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１６）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１０）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１１）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（８）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（９）　経口維持加算
　　　（１日につき）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　（２８単位）

e 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（５単位）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として　　　３００単位算定）

（７）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

注　試行的退院サービス費

（３）　ユニット
　型療養型介
　護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（２）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

（１）　療養型
　介護療養
　施設サービ
　ス費
（１日につき）

（４）　ユニット
　型療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

b.療養型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（三）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

（一）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）
　
　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×９０／１００

注

－２５単位 ×７０／１００

×９０／１００

（二）　ユニット型療養型介護療養施設
　　サービス費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型療養型介護療養施設
　　　サービス費（Ⅰ）
　　　<ユニット型個室>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

×９０／１００

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

基本部分

（一）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

＋１２０単位

（一）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（二）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

a.療養型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　ユニット型療養型経過型介護療養
　 施設サービス費（Ⅱ）
　 <ユニット型準個室>

－１２単位

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

×７０／１００

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００ －１２単位

×９７／１００

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

d 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（６）　退院時
　指導等加算

（一）　退院時等
指導加算

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
所定単位は、（１）から（１７）までにより算定した単位数の合計

（１８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）
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  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

若年性認知症患者受入
加算

要介護１ （ 651 単位）

要介護２ （ 702 単位）

要介護３ （ 753 単位）

要介護４ （ 803 単位）

要介護５ （ 854 単位）

要介護１ （ 760 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 862 単位）

要介護４ （ 912 単位）

要介護５ （ 963 単位）

要介護１ （ 563 単位）

要介護２ （ 608 単位）

要介護３ （ 653 単位）

要介護４ （ 698 単位）

要介護５ （ 744 単位）

要介護１ （ 672 単位）

要介護２ （ 717 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 807 単位）

要介護５ （ 853 単位）

要介護１ （ 763 単位）

要介護２ （ 814 単位）

要介護３ （ 865 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 966 単位）

要介護１ （ 763 単位）

要介護２ （ 814 単位）

要介護３ （ 865 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 966 単位）

（1２）　特定診療費

（１０）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１４）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及
び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

（９）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（８）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１３）　認知症専門ケア加算

（１５）　サービス提供体制強化加算 （一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（７）　経口維持加算（１日につき） （一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（５単位）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

（５）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

基本部分

注　外泊時費用

（２）　ユニット型
　診療所型介護
　療養施設
　サービス費
　（１日につき）

b.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（１）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費
　（1日につき）

（一）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（６）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

d 退院時情報提供加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（４）　退院時
　　指導等加算

（一）　退院時等
　　指導加算

e 退院前連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　　　　　　　　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

c退院時指導加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（二）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護・介護<3：１>

（１６）介護職員処遇改善加算 （一）　介護職員処遇改善加算Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　他科受診時費用

（一）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費
（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（１１）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につ
き、３６２単位を算定

（二）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費
（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

注
所定単位は、（１）から（１５）までにより算定した単位数の合計

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を
限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

＋１２０単位

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位

×９７／１００

×７０／１００
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　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数
に20/100を乗じて得
た数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等ユ
ニットケアにおける
体制が未整備であ
る場合

要介護１ （ 998 単位）
要介護２ （ 1,063 単位）
要介護３ （ 1,129 単位）
要介護４ （ 1,196 単位）
要介護５ （ 1,262 単位）
要介護１ （ 1,107 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,238 単位）
要介護４ （ 1,305 単位）
要介護５ （ 1,370 単位）
要介護１ （ 941 単位）
要介護２ （ 1,010 単位）
要介護３ （ 1,079 単位）
要介護４ （ 1,149 単位）
要介護５ （ 1,217 単位）
要介護１ （ 1,050 単位）
要介護２ （ 1,119 単位）
要介護３ （ 1,188 単位）
要介護４ （ 1,258 単位）
要介護５ （ 1,326 単位）
要介護１ （ 912 単位）
要介護２ （ 980 単位）
要介護３ （ 1,047 単位）
要介護４ （ 1,114 単位）
要介護５ （ 1,181 単位）
要介護１ （ 1,021 単位）
要介護２ （ 1,089 単位）
要介護３ （ 1,156 単位）
要介護４ （ 1,223 単位）
要介護５ （ 1,290 単位）
要介護１ （ 897 単位）
要介護２ （ 962 単位）
要介護３ （ 1,028 単位）
要介護４ （ 1,095 単位）
要介護５ （ 1,161 単位）
要介護１ （ 1,006 単位）
要介護２ （ 1,071 単位）
要介護３ （ 1,137 単位）
要介護４ （ 1,204 単位）
要介護５ （ 1,269 単位）
要介護１ （ 836 単位）
要介護２ （ 902 単位）
要介護３ （ 967 単位）
要介護４ （ 1,034 単位）
要介護５ （ 1,100 単位）
要介護１ （ 945 単位）
要介護２ （ 1,010 単位）
要介護３ （ 1,076 単位）
要介護４ （ 1,143 単位）
要介護５ （ 1,209 単位）
要介護１ （ 740 単位）
要介護２ （ 805 単位）
要介護３ （ 871 単位）
要介護４ （ 938 単位）
要介護５ （ 1,004 単位）
要介護１ （ 849 単位）
要介護２ （ 914 単位）
要介護３ （ 980 単位）
要介護４ （ 1,047 単位）
要介護５ （ 1,112 単位）
要介護１ （ 1,110 単位）
要介護２ （ 1,175 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,373 単位）
要介護１ （ 1,110 単位）
要介護２ （ 1,175 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,373 単位）
要介護１ （ 1,053 単位）
要介護２ （ 1,122 単位）
要介護３ （ 1,191 単位）
要介護４ （ 1,261 単位）
要介護５ （ 1,329 単位）
要介護１ （ 1,053 単位）
要介護２ （ 1,122 単位）
要介護３ （ 1,191 単位）
要介護４ （ 1,261 単位）
要介護５ （ 1,329 単位）

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

（1）　認知症
　疾患型介護
　療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（２）　認知症疾
　患型経過型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（三）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（一）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

（二）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅱ）
　　<多床室>

一
般
病
院

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

a.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>

（３）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

大
学
病
院
等

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

基本部分

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

aユニット型.認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>

（四）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

（五）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

大
学
病
院
等

×９０／１００

×９０／１００

×９０／１００

×９７／１００

－１２単位

×７０／１００

×７０／１００

注

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００
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（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（1３）  特定診療費

（１４）　サービス提供体制強化加算 （一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（９）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　退院時指導等
加算

（一）　退院時等
指導加算

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（１０）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（８）　経口維持加算（１日につき）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（４）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

注
所定単位は、（１）から（１４）までにより算定した単位数の合計

（１５）　介護職員処遇改善加算 （一）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（１月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

介護　21 



：平成２４年度４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造 (案)

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防訪問介護費

注 注 注 注 注
２級サービス提供
責任者を配置して
いる場合（※）

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場
合

特別地域介護予防
訪問介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

　

２　介護予防訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注

介護職員2人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場
合

特別地域介護予防
訪問入浴介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００×８０／１００）

＋１０／１００＋１５／１００×９０／１００

×７０／１００ ＋１５／１００

基本部分

イ　介護予防訪問介護費（Ⅰ）

要支援１・２
　　　週1回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　１，２２０単位）

×９０／１００ロ　介護予防訪問介護費（Ⅱ）

要支援１・２
　　　週２回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　２，４４０単位）

＋５／１００＋１０／１００

基本部分

ハ　介護予防訪問介護費（Ⅲ）

要支援２
　　　週２回を超える程度の介護予防
　　　訪問介護が必要とされた者
　　　（１月につき　３，８７０単位）

＋５／１００

ホ　生活機能向上連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋１００単位）

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

へ　介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単
位数の合計

　：　特別地域介護予防訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の
　　対象外の算定項目

※平成２４年３月31日時点で、現にサービス提供責任者として従事する２級訪問介護員が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修若しくは１級訪問介護員研修
を修了することが確実に見込まれる旨を都道府県に届け出ている場合は、平成2５年3月31日までの間、当該サービス提供責任者が従事する指定訪問介護事業所に対する減算を行わない。

　：　特別地域介護予防訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外
　　の算定項目

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

イ　介護予防訪問入浴介護費　　　（１回につき　８５４単位）

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

×９０／１００

ハ　介護職員処遇改善加算

×９５／１００

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

予防　１



３　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場合 夜間若しくは早朝の場
合又は深夜の場合

２人以上による介護予
防訪問看護を行う場
合

１時間３０分以上の介
護予防訪問看護を行
う場合

特別地域介護予防訪
問看護加算

中山間地域等における
小規模事業所加算

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

緊急時介護予防訪問
看護加算（※）

特別管理加算

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注 注 注

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加算

訪問介護計画を作
成する上での必要
な指導及び助言を
行った場合

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　介護予防居宅療養管理指導費

※　ハ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

病院又は診療所
の場合

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

ハ　薬剤師が
 行う場合

×９０／100

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
　　               　　  　　　　　（５５０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                                 （３８５単位）

イ　介護予防
 訪問リハビリ
 テーション費

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                     　　　　　　（３５０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　（４５０単位）

（１）　病院又は診療所の
  薬剤師が行う場合
  （月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　（月４回を限度）

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×９０／１００

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
　　                  　　　　　　（５００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　（同一日の訪問）　　　　　　　　  　　　　　　（４５０単位）

1月につき
 ＋５４０単位

１回につき　３０５単位

（２）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　　（同一日の訪問）　  　　　　　　　　　　　　（300単位）

１回につき
＋3００単位

（３月に１回を限度）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用
者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬剤
の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った
場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

注

＋５／１００

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　（５００単位）

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋500単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋250単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

1月につき
＋２９０単位

退院（所）日又は新
たに要支援認定を
受けた日から３月以

内
＋２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００

＋３００単位

＋３００単位

夜間又は早朝の場
合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

×９０／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８11単位）

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（１，１３８単位）

事業所と同一建物
に居住する利用者
３０人以上にサービ
スを行う場合

へ　保健師、看護
 師が行う場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　                      　   （４００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　                        　（３６０単位）

（２）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料
又は特定施設入居時等医
学総合管理料を算定する
場合）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
                                 （２９０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
   （同一日の訪問）
                             　　（２６１単位）

ホ　歯科衛生士
　等が行う場合
 （月４回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　                      　　   （３５０単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　　　　　　　　　　（１回につき　＋6００単位）

ニ　管理栄養士
　が行う場合
 （月２回を限度）

ロ　歯科医師が
 行う場合
 （月２回を限度）

基本部分

介護老人保健施設
の場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　                      　　　　　　　   （５３０単位）

基本部分

イ　医師が行う
 場合
 （月２回を限度）

（１）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅰ）
  （（２）以外）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
      対して行う場合
                             　　（５００単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                             　　（４５０単位）

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上にサー
ビスを行う場合

イ　指定介護予
防訪問看護ス
テーションの場
合

（５）　理学療法士等の場合
          　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）
　    　※　1日に2回を超えて実施する場合は９０/１００

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２単位）

×９０／１００

×９０／１００

ホ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１回につき　＋６単位）

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（255単位）

ロ　病院又は診
療所の場合

ハ　初回加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋３００単位）

予防　２



６　介護予防通所介護費

注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防通所介護を行う
場合

運動器機能向上及び栄養改善
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　７００単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

７　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の員
数が基準に満たな
い場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防通所リハビリテー
ションを行う場合

要支援１
　　　　（1月につき　２，４１２単位）

－３７６単位

要支援２
　　　　（1月につき　４，８２８単位）

－７５２単位

要支援１
　　　　（1月につき　２，４１２単位）

－３７６単位

要支援２
　　　　（1月につき　４，８２８単位）

－７５２単位

運動器機能向上及び栄養改善
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　７００単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

ト　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１２０単位を加算）

チ　サービス提供
  体制強化加算

リ　介護職員処遇
　改善加算

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ヘ　選択的サービス
  複数実施加算

ホ　選択的サービス
　複数実施加算

ヘ　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１２０単位を加算）

ト　サービス提供体
　制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００×８０／１００）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

＋５／１００
１月につき

＋２４０単位

ニ　口腔機能向上加算　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （1月につき　１５０単位を加算）

病院又は診療所
の場合

介護老人保健
施設の場合

イ　介護予防通所
  リハビリテーション費

ハ　栄養改善加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ロ　運動器機能向上加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ロ　生活機能向上グループ活動加算　         　　　（1月につき　１００単位を加算）

ハ　運動器機能向上加算　 　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ニ　栄養改善加算　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ホ　口腔機能向上加算　　　 　　　　　　　　　　 　　　(1月につき　１５０単位を加算）

注
所定単位は、イからチまでにより算定
した単位数の合計

－３７６単位

－７５２単位

１月につき
＋２４０単位

イ　介護予防通所介護費 ＋５／１００

基本部分

要支援１
　　　　（1月につき　２，０９９単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４，２０５単位）

注

×７０/１００ ×７０/１００

注
所定単位は、イからトまでにより算定し
た単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１７／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１７／１０００×８０／１００）

基本部分

注

×７０/１００ ×７０/１００

チ　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

予防　３



８　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

機能訓練体制
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 483 単位）

要支援２ （ 600 単位）

要支援１ （ 521 単位）

要支援２ （ 648 単位）

要支援１ （ 455 単位）

要支援２ （ 566 単位）

要支援１ （ 499 単位）

要支援２ （ 614 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 533 単位）

要支援２ （ 662 単位）

要支援１ （ 533 単位）

要支援２ （ 662 単位）

　：介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ロ　ユニット型
 介護予防
 短期入所生活
 介護費
 （1日につき）

1日につき
＋１２単位

ニ　サービス提供体制強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（一）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　＜従来型個室＞

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（２）　併設型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（二）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

片道につき
　＋１８４単位

注

基本部分

イ　介護予防
 短期入所生活
 介護費
 （1日につき）

×９７／１００ ×７０／１００
1日につき

＋１２０単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度））

（二）　単独型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（２）　併設型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（１）　単独型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（１）　単独型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型ユニット型介護予防
    短期入所生活介護費（Ⅰ）
    <ユニット型個室>

×９７／１００

（一）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

（二）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

×７０／１００

（一）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（１月につき　＋所定単位×２５／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００×８０／１００）

予防　４



９　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は言
語聴覚士の員数
が基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

夜勤職員配置加
算

リハビリテーション
機能強化加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 576 単位）

要支援２ （ 716 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 745 単位）

要支援１ （ 612 単位）

要支援２ （ 766 単位）

要支援１ （ 645 単位）

要支援２ （ 799 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 775 単位）

要支援１ （ 652 単位）

要支援２ （ 808 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 775 単位）

要支援１ （ 652 単位）

要支援２ （ 808 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーション機能強化加算は算定しない。

（三）　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

（２）　ユニット型介護老人
　　保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養
　　　介護費（Ⅰ）

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×９０／１００）

×７０／１００

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

注
所定単位は、（１）から（５）までにより算定した単位数の合計

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

基本部分

注

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【従来型】

×９７／１００ ×７０／１００

（１）　介護老人保健施設
　　介護予防短期入所
　　療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

１日につき
＋２４単位

1日につき
＋３０単位

×９７／１００

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

片道につき
　＋１８４単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【在宅強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【従来型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

１日につき
＋２４０単位

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００×８０／１００）

（４）　緊急時施設療養費

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（二）　特定治療

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（６）　介護職員処遇改善加算

（５）　サービス提供体制強化加算

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

予防　５



　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100
を乗じて得た
数未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められ
た医師の員数
に60/100を
乗じて得た数
未満である場

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４
９条の規定が
適用されてい
る場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 518 単位）

要支援２ （ 642 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 725 単位）

要支援１ （ 494 単位）

要支援２ （ 612 単位）

要支援１ （ 556 単位）

要支援２ （ 695 単位）

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（二）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

（一）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

 看護<6:1>
 介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

（二）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護
  予防短期入所療養介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  <従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
  <多床室>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

－１２単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－２５単位

×９７／１００

－２５単位

×９０／１００

×９０／１００

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　サービス提供体制
　　強化加算

（６）　特定診療費

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

×９０／１００

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

×７０／１００

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

注

基本部分

（一）　病院療養
  病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

－１２単位

b.病院療養病床経過型介護予防
　短期入所療養介護費（ⅱ）
 <多床室>（２）　病院療養

　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（３）　ユニット型
　病院療養病床
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  <従来型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（４）　ユニット型
　病院療養病床
　経過型介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋１２０単位

（一）　ユニット型病院療養病床介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

b.病院療養病床経過型介護
 予防短期入所療養介護費（ⅱ）
 <多床室>

（１）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費
　（１日につき）

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
  　<多床室>

（三）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
 <多床室>

予防　６



ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 536 単位）

要支援２ （ 665 単位）

要支援１ （ 598 単位）

要支援２ （ 748 単位）

要支援１ （ 468 単位）

要支援２ （ 580 単位）

要支援１ （ 535 単位）

要支援２ （ 669 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 757 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 757 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（４）　特定診療費

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅰ）
  <ユニット型個室>

（２）　ユニット型
　診療所介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（二）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅱ）
  <ユニット型準個室>

（一）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

（二）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

（１）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

a.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（５）　サービス提供体制強化加算

片道につき
　＋１８４単位

診療所設備基
準減算

－６０単位

b.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２００単位

（７日間を限度）
×７０/１００

a.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

基本部分

注
所定単位は、（１）から（５）までにより算定した単位数の
合計

（６）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

予防　７



ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超え
る場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
ので、医師の数
が基準に定めら
れた医師の員数
に60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
の以外で、医師
の数が基準に定
められた医師の
員数に60/100
を乗じて得た数
未満である場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ 846 単位）

要支援２ （ 1,006 単位）

要支援１ （ 955 単位）

要支援２ （ 1,109 単位）

要支援１ （ 780 単位）

要支援２ （ 948 単位）

要支援１ （ 842 単位）

要支援２ （ 1,031 単位）

要支援１ （ 757 単位）

要支援２ （ 920 単位）

要支援１ （ 819 単位）

要支援２ （ 1,003 単位）

要支援１ （ 745 単位）

要支援２ （ 905 単位）

要支援１ （ 807 単位）

要支援２ （ 988 単位）

要支援１ （ 684 単位）

要支援２ （ 844 単位）

要支援１ （ 793 単位）

要支援２ （ 947 単位）

要支援１ （ 588 単位）

要支援２ （ 748 単位）

要支援１ （ 650 単位）

要支援２ （ 831 単位）

要支援１ （ 957 単位）

要支援２ （ 1,112 単位）

要支援１ （ 957 単位）

要支援２ （ 1,112 単位）

要支援１ （ 849 単位）

要支援２ （ 1,040 単位）

要支援１ （ 849 単位）

要支援２ （ 1,040 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（２）　認知症
　疾患型経過
　型介護予防
　短期入所療
　養介護費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
　介護費（Ⅰ）
　<従来型個室>

（３）　ユニット
　型認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費　（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

片道につき
　＋１８４単位

×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

×９０／１００

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

×７０／１００

×７０／１００

大
学
病
院

一
般
病
院

（一）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

（三）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

基本部分

（二）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

×７０／１００

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（二）　認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
　介護費（Ⅱ）
　<多床室>

大
学
病
院

aユニット型.認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（１）　認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
（１日につき）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００×８０／１００）

注

×９０／１００

（五）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（四）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

予防　８



１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

介護職員の員数
が基準に満たない
場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

障害者等支援加
算

要支援１ （ １９６ 単位）

要支援２ （ ４５３ 単位）

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス

・介護予防福祉用具貸与

※　限度額

１１　介護予防福祉用具貸与費

注

特別地域介護予防福祉用具貸与加
算

介護予防福祉用具
貸与費
（現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費
用の額を当該事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数）

車いす

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される１単位の単価で除して
得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００／１
００を限度）

交通費に相当する額の２／３に相当す
る額を事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の２／３を限
度）

交通費に相当する額の１／３に相当する
額を事業所の所在地に適用される１単
位の単価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を限
度）

車いす付属品

自動排泄処理装置

特殊寝台付属品

認知症老人徘徊感知機器

※　要支援１又は要支援２の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、特殊尿器を算定
しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

要支援１　  4,970単位

要支援2　10,400単位

中山間地域等に居住する者へのサー
ビス提供加算

　：　特別地域介護予防福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外と
なる算定項目

基本部分

注

特殊寝台

体位変換器

手すり

移動用リフト

スロープ

歩行補助つえ

床ずれ防止用具

歩行器

イ　介護予防特定施設入居者生活介護費
　　（1日につき）

×７０／１００
１日につき
＋１２単位

１月につき
＋８０単位

基本部分

注

委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが行
われる場合

１日につき
＋２０単位

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

　（介護予防通所介護等の選択的サービス（運動器機
能向上、栄養改善、口腔機能向上）の加算が可能）

　介護予防の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度額を限
度とする。

×７０／１００
ロ　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき   ５８ 単位）

中山間地域等における小規模事業所
加算

ハ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００×９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００×８０／１００）

注

予防　９



Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

介護予防支援費

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋３００単位）

ロ　初回加算　　　　　　　　　　（＋３００単位）

イ　介護予防支援費（1月につき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１２単位）

基本部分

予防　１０



：平成２４年度４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設サービス

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造 (案)

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師によ
りサービス提
供が行われる
場合

通所サービス
利用時の調整
（1日につき）

特別地域定期
巡回・随時対
応型訪問介護
看護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算

特別管理加算 ターミナルケア
加算

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

要介護１ （ ９，２７０ 単位） －２０１単位

要介護２ （ １３，９２０ 単位） －３０２単位

要介護３ （ ２０，７２０ 単位） －４５０単位

要介護４ （ ２５，３１０ 単位） －５５０単位

要介護５ （ ３０，４５０ 単位） －６６１単位

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

ハ　初期加算                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（１日につき　　＋３０
単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ算定可
能
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                　 　　（１回につき　＋６００
単位）

ホ　サービス提供　体制強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋３５０単位）

＋１０／１００ ＋５／１００
１月につき

＋２９０単位
＋１５／１００

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

×９８／１００

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　                                   　　　　 （１月につき　＋３５０単位）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋５００単位）

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋500単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋250単位

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上ター
ミナルケアを
行った場合
＋２，０００単

位

基本部分

イ　定期巡回・随時
　対応型訪問介護
　看護費（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）訪問看護サービスを行わない場合

（２）訪問看護サービスを行う場合

　：　特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、
　　　介護職員処遇改善加算については、支給限度額管理の対象外の算定項目

ヘ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

地域　１



２　夜間対応型訪問介護費

注 注
事業所と同一
の建物に居住
する利用者３０
人以上にサー
ビスを行う場合

24時間通報対
応加算

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　（１月につき　１,０００単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　(１回につき　３８１単位) １月につき

６１０単位

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７８０単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５８０単位）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００×８０／１００）

×９０／１００

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合
計

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２,７６０単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　８４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

ニ　介護職員処遇改善加算

地域　２



３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

要介護１ （ 589 単位）

要介護２ （ 648 単位）

要介護３ （ 708 単位）

要介護４ （ 768 単位）

要介護５ （ 827 単位）

要介護１ （ 904 単位）

要介護２ （ 1,001 単位）

要介護３ （ 1,097 単位）

要介護４ （ 1,194 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 1,030 単位）

要介護２ （ 1,141 単位）

要介護３ （ 1,253 単位）

要介護４ （ 1,365 単位）

要介護５ （ 1,477 単位）

要介護１ （ 533 単位）

要介護２ （ 586 単位）

要介護３ （ 639 単位）

要介護４ （ 693 単位）

要介護５ （ 746 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 899 単位）

要介護３ （ 986 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,159 単位）

要介護１ （ 924 単位）

要介護２ （ 1,024 単位）

要介護３ （ 1,124 単位）

要介護４ （ 1,224 単位）

要介護５ （ 1,324 単位）

要介護１ （ 268 単位）

要介護２ （ 278 単位）

要介護３ （ 287 単位）

要介護４ （ 297 単位）

要介護５ （ 307 単位）

要介護１ （ 436 単位）

要介護２ （ 451 単位）

要介護３ （ 467 単位）

要介護４ （ 483 単位）

要介護５ （ 499 単位）

要介護１ （ 503 単位）

要介護２ （ 521 単位）

要介護３ （ 539 単位）

要介護４ （ 557 単位）

要介護５ （ 575 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×６３/１００

１日につき
　＋５０単位

７時間以上９時
間未満の認知症
対応型通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行
う場合

入浴介助を
行った場合

×６３/１００

×６３/１００

イ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅰ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（１）　３時間以上５時間未満

（１）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅰ）

（二）
５時間以上
７時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

栄養改善加
算

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合

若年性認知
症利用者受
入加算

個別機能訓
練加算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に認知
症対応型通
所介護を行う
場合

１日につき
－94単位

口腔機能向
上加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

（２）　５時間以上７時間未満

（２）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅱ）

×７０/１００ ×７０/１００

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋２７単位

１日につき
＋６０単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

基本部分

注

（一）
３時間以上
５時間未満

（一）
３時間以上
５時間未満

（三）
７時間以上
９時間未満

ハ　サービス提供体制強化加算

（３）　７時間以上９時間未満

ロ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅱ）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００×８０／１００）

地域　３



４　小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

要介護１ （ １１，４３０ 単位）

要介護２ （ １６，３２５ 単位）

要介護３ （ ２３，２８６ 単位）

要介護４ （ ２５，５９７ 単位）

要介護５ （ ２８，１２０ 単位）

ハ　認知症加算

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加算
(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

要介護１ （ ８０２ 単位）

要介護２ （ ８４０ 単位）

要介護３ （ ８６５ 単位）

要介護４ （ ８８２ 単位）

要介護５ （ ９００ 単位）

要介護１ （ ７８９ 単位）

要介護２ （ ８２７ 単位）

要介護３ （ ８５２ 単位）

要介護４ （ ８６９ 単位）

要介護５ （ ８８６ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ８７０ 単位）

要介護３ （ ８９５ 単位）

要介護４ （ ９１２ 単位）

要介護５ （ ９３０ 単位）

要介護１ （ ８１９ 単位）

要介護２ （ ８５７ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ８９９ 単位）

要介護５ （ ９１６ 単位）

注　看取り介護加算
（イを算定する場合のみ算定）

ヘ　認知症専門ケア加算

ト　サービス提供体制強化加算

※　短期利用認知症共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

イ　小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加算

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

ニ　看護職員配置加算

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）

基本部分

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算　                                            （１月につき　５００単位を加算）

基本部分

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

×７０／１００

注

従業者の員数
が基準に満たな
い場合

×７０／１００

過少サービス
に対する減
算

又
は

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

注

×７０／１００×９０／１００

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービスを
行う場合

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２５単位

注

１日につき
＋５０単位

１日につき
＋５０単位

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

（２）短期利用共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
＋２５単位

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

ホ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

イ　認知症対応型共同生活
　介護費
　（１日につき）

ロ　短期利用共同生活
　介護費
　（１日につき）※

（１）短期利用共同生活介護費（Ⅰ）

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×８０／１００）

ト　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）

チ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

地域　４



６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

１月につき
＋８０単位

１日につき
＋１０単位

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）※２ ×７０／１００
１日につき
＋１０単位

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） ×７０／１００
１日につき
＋１２単位

基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

夜間看護体制加
算

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

ハ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００×８０／１００）

注　看取り介護加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

地域　５



７　地域密着型介護福祉施設サービス
注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

準ユニットケア
加算

専従の常勤医
師を配置して
いる場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支
援体制加算

要介護１ （ 577 単位）

要介護２ （ 647 単位）

要介護３ （ 719 単位）

要介護４ （ 789 単位）

要介護５ （ 858 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２ （ 699 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 839 単位）

要介護５ （ 907 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 898 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 1,007 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 924 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,054 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 914 単位）

要介護４ （ 979 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１
（ 738 単位）

要介護２・３
（ 844 単位）

要介護４・５
（ 973 単位）

要介護１
（ 789 単位）

要介護２・３
（ 894 単位）

要介護４・５
（ 1,021 単位）

要介護１
（ 780 単位）

要介護２・３
（ 885 単位）

要介護４・５
（ 1,011 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

＋４６単位

（二）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

（２）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

（１）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　　サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<ユニット型個室>

（一）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<従来型型個室>

＋２５単位

（３）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

（１）　経過的地域
　密着型介護福祉
　施設サービス費
　（1日につき）

＋４１単位

＋１２単位 ＋２３単位

（１）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<従来型個室>

×９７／１００

（一）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<従来型個室>

＋１２０単位

×９７／１００

＋５単位

＋４単位

×９７／１００ ×７０／１００

＋１３単位 ＋５単位

＋２３単位

＋８単位

＋１８単位

イ　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

ハ　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（一）　ユニット旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（１）　ユニット型
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

ロ　ユニット型
　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

（２）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<ユニット型準個室>

（2）　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（1日につき）

（一）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

＋２６単位＋１２単位

ニ　ユニット型
　介護老人福祉
　施設における
　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（三）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

（二）　ユニット型旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

＋５単位

（二）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　ユニット型
　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

（三）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

×７０／１００

注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

基本部分

若年性認知
症入所者受
入加算

注
個別機能訓
練加算
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注
　歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

ル　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

ソ　認知症行動・心理症状緊急対応加算　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ヨ　在宅・入所相互利用加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

タ　小規模拠点集合型施設加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２８０単位を加算）

ワ　看取り介護加算

（１）　死亡日以前４日以上３０日以下
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　８０単位を加算）

ツ　サービス提供体制強化加算 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

ト　栄養マネジメント加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

チ　経口移行加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

リ　経口維持加算（１日につき）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

ホ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（４）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

レ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

カ　在宅復帰支援機能加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ヲ　療養食加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヘ　退所時等相
談援助加算

（１）　退所前訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注　外泊時費用

注
所定単位は、イからツまでにより算定した単位数の合計

ネ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００×８０／１００）
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８　複合型サービス

注 注 注

登録者数が登録定員
を超える場合 又

は

要介護１ （ １３，２５５ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護２ （ １８，１５０ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護３ （ ２５，１１１ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護４ （ ２８，３４７ 単位） ー１，８５０単位 ー６０単位

要介護５ （ ３１，９３４ 単位） ー２，９１４単位 ー９５単位

ハ　認知症加算

ト　特別管理加算

　：　事業所開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

二　退院時共同指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　６００単位を加算）

イ　複合型サービス費
　　(1月につき）

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　            　　        （１月につき　８００単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５００単位を加算）

ヘ　緊急時訪問看護加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５４０単位を加算）

（１）　特別管理加算（Ⅰ）
　　　　　                   　　（１月につき　５００単位を加算）

（２）　特別管理加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　 　 （１月につき　２５０単位を加算）

基本部分

注

過少サービスに対す
る減算

従業者の員数が基準
に満たない場合

末期の悪性腫瘍等に
より医療保険の訪問看
護が行われる場合の
減算
（１月につき）

×７０／１００

特別の指示により頻回
に医療保険の訪問看
護が行われる場合の
減算
（１日につき）

注
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

注
所定単位は、イからリまでにより算定した単位数の合計

×７０／１００×７０／１００

チ　ターミナルケア加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，０００単位を加算）

リ　サービス提供体制
　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

ヌ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

要支援１ （ 515 単位）

要支援２ （ 570 単位）

要支援１ （ 782 単位）

要支援２ （ 873 単位）

要支援１ （ 890 単位）

要支援２ （ 995 単位）

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 516 単位）

要支援１ （ 703 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 800 単位）

要支援２ （ 893 単位）

要支援１ （ 249 単位）

要支援２ （ 263 単位）

要支援１ （ 404 単位）

要支援２ （ 427 単位）

要支援１ （ 466 単位）

要支援２ （ 493 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

入浴介助を行った
場合

ハ　サービス提供体
　制強化加算

＋２７単位

×63/１００

（一）
３時間以上
５時間未満

×７０/１００
（二）
５時間以上
７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

×７０/１００

イ　介護予防認知症
　対応型通所
　介護費（Ⅰ）

注

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

栄養改善加算

１月につき
　＋１５０単位

１日につき
　＋５０単位

×63/１００

×63/１００

個別機能訓練加
算

２時間以上３時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合

７時間以上９時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合

事業所と同一建
物に居住する者又
は同一建物から利
用する者に介護予
防認知症対応型
通所介護通所介
護を行う場合

１日につき
－94単位

１日につき
＋６０単位

若年性認知症利
用者受入加算

１月につき
　＋１５０単位

口腔機能向上加
算

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

ニ　介護職員処遇
改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００×８０／１００）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅱ）
　（旧併設型）

基本部分

ロ　介護予防認知症
　対応型通所
  介護費（Ⅱ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

（三）
７時間以上
９時間未満

（１）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅰ）
　（旧単独型）

（一）
３時間以上
５時間未満
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな

い場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加
算(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅰ）

要支援２ （ ７９８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅱ）

要支援２ （ ７８５ 単位）
１日につき
＋２５単位

（１）　介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅰ） 要支援２ （ ８２８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅱ） 要支援２ （ ８１５ 単位）
１日につき
＋２５単位

 ト　介護職員処遇改善加算

※　介護予防短期利用共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

基本部分

注注

ヘ　サービス提供体制強化加算

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ロ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

過少サービ
スに対する
減算

×７０／１００

基本部分

×７０／１００

注

又
は

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービスを
行う場合

×９０／１００

ハ　事業開始時支援加算                                                    （１月につき　５００単位を加算）

ニ　サービス提供体制強化加算
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

×７０／１００イ　介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
                    　　　 　（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　＋所定単位×４２／１０００×８０／１００）

１日につき
＋１２０単位

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

×７０／１００×９７／１００ ×７０／１００

又
は

ニ　退居時相談援助加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）)

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００）

ロ　介護予防短期利用共同生活
　介護費※

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ホ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

イ　介護予防認知症対応型共同
　生活介護費

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００×８０／１００）

地域 10
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資料２ 

サービス種類・サービス種類コード(案) 

 

現行サービス体系（給付） 新サービス体系（給付）＜平成 24 年 4 月から＞ 

サービス 
サービス 

種類コード サービス種類 サービス 
サービス 

種類コード サービス種類 

11 訪問介護 11 訪問介護 

12 訪問入浴介護 12 訪問入浴介護 

13 訪問看護 13 訪問看護 

14 訪問リハビリテーション 14 訪問リハビリテーション 

15 通所介護 15 通所介護 

16 通所リハビリテーション 16 通所リハビリテーション 

17 福祉用具貸与 17 福祉用具貸与 

21 短期入所生活介護 21 短期入所生活介護 

22 短期入所療養介護（介護老人保健施設） 22 短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

23 短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 23 短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 

31 居宅療養管理指導 31 居宅療養管理指導 

33 特定施設入居者生活介護 33 特定施設入居者生活介護（短期利用以外） 

居宅サービス 

  

居宅サービス

27 特定施設入居者生活介護（短期利用） 

居宅介護支援 43 居宅介護支援 居宅介護支援 43 居宅介護支援 

51 介護福祉施設サービス 51 介護福祉施設サービス 

52 介護保健施設サービス 52 介護保健施設サービス 

施設サービス 

53 介護療養施設サービス 

施設サービス

53 介護療養施設サービス 

特定入所者 

介護サービス 
59 特定介護サービス等 

特定入所者 

介護サービス
59 特定介護サービス等 

その他 81 市町村特別給付 その他 81 市町村特別給付 

61 介護予防訪問介護 61 介護予防訪問介護 

62 介護予防訪問入浴介護 62 介護予防訪問入浴介護 

63 介護予防訪問看護 63 介護予防訪問看護 

64 介護予防訪問リハビリテーション 64 介護予防訪問リハビリテーション 

65 介護予防通所介護 65 介護予防通所介護 

66 介護予防通所リハビリテーション 66 介護予防通所リハビリテーション 

67 介護予防福祉用具貸与 67 介護予防福祉用具貸与 

24 介護予防短期入所生活介護 24 介護予防短期入所生活介護 

25 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 25 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

26 介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 26 介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 

34 介護予防居宅療養管理指導 34 介護予防居宅療養管理指導 

介護予防 

サービス 

35 介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防 

サービス 

35 介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防支援 46 介護予防支援 介護予防支援 46 介護予防支援 

  76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

71 夜間対応型訪問介護 71 夜間対応型訪問介護 

72 認知症対応型通所介護 72 認知症対応型通所介護 

73 小規模多機能型居宅介護 73 小規模多機能型居宅介護 

32 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 32 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

38 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 38 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

地域密着型 

サービス 

36 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型 

サービス 

36 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外） 



 - 2 -

現行サービス体系（給付） 新サービス体系（給付）＜平成 24 年 4 月から＞ 

サービス 
サービス 

種類コード サービス種類 サービス 
サービス 

種類コード サービス種類 

  28 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用） 

54 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 54 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型 

サービス 

（続き） 

  

地域密着型 

サービス 

（続き） 

77 複合型サービス 

74 介護予防認知症対応型通所介護 74 介護予防認知症対応型通所介護 

75 介護予防小規模多機能型居宅介護 75 介護予防小規模多機能型居宅介護 

37 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 37 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

地域密着型 

介護予防 

サービス 

39 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

地域密着型 

介護予防 

サービス 

39 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

 



資料４ 

介護給付費請求書・明細書様式体系一覧(案) 

 

現行 新体系＜平成２４年４月～＞（案） 

様式番号 介護給付 様式番号 予防給付 様式番号 介護給付 様式番号 予防給付 

第一 介護給付費請求書 第一 介護給付費請求書 

 

第二 訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハ 

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハ 

福祉用具貸与 

夜間対応型訪問介

護 

認知症対応型通所

介護 

小規模多機能型居

宅介護 

第二の二 介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴

介護 

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハ

介護予防居宅療養

管理指導 

介護予防通所介護

介護予防通所リハ

介護予防福祉用具

貸与 

介護予防認知症対

応型通所介護 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

第二 訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハ 

居宅療養管理指導

通所介護 

通所リハ 

福祉用具貸与 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介

護 

認知症対応型通所

介護 

小規模多機能型居

宅介護 

複合型サービス 

第二の二 介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴

介護 

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハ

介護予防居宅療養

管理指導 

介護予防通所介護

介護予防通所リハ

介護予防福祉用具

貸与 

介護予防認知症対

応型通所介護 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

第三 短期入所生活介護 第三の二 介護予防短期入所

生活介護 

第三 短期入所生活介護 第三の二 介護予防短期入所

生活介護 

第四 短期入所療養介護

（老健） 

第四の二 介護予防短期入所

療養介護（老健）

第四 短期入所療養介護

（老健） 

第四の二 介護予防短期入所

療養介護（老健）

第五 短期入所療養介護 

（病院・診療所） 

第五の二 介護予防短期入所

療養介護（病院・

診療所） 

第五 短期入所療養介護

（病院・診療所）

第五の二 介護予防短期入所

療養介護（病院・

診療所） 

第六 認知症対応型共同

生活介護 

（短期利用以外） 

 

第六の二 介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用以外）

第六 認知症対応型共同

生活介護 

（短期利用以外）

 

第六の二 介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用以外）

第六の三 特定施設入居者生

活介護 

地域密着型特定施

設入居者生活介護 

第六の四 介護予防特定施設

入居者生活介護 

 

第六の三 特定施設入居者生

活介護（短期利用

以外） 

地域密着型特定施

設入居者生活介護

（短期利用以外）

第六の四 介護予防特定施設

入居者生活介護 

 

第六の五 認知症対応型共同

生活介護 

（短期利用） 

第六の六 介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用） 

第六の五 認知症対応型共同

生活介護 

（短期利用） 

第六の六 介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用） 

 第六の七 特定施設入居者生

活介護（短期利用）

地域密着型特定施

設入居者生活介護

（短期利用） 

 

第七 居宅介護支援 

 

第七の二 介護予防支援 第七 居宅介護支援 

 

第七の二 介護予防支援 

第八 介護福祉施設サー

ビス 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

第八 介護福祉施設サー

ビス 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

第九 介護保健施設サー

ビス 

第九 介護保健施設サー

ビス 

第十 介護療養施設サー

ビス 

 

第十 介護療養施設サー

ビス 

 

第十一 給付管理票 第十一 給付管理票 

 

 



様式第二（附則第二条関係） 
 

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 
（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス） 
 

公費負担者番号               平成   年   月分 
                         

 

公費受給者番号 
                保険者番号       

 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号 

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要介護 
状態区分 

要介護 1・2・3・4・5 

所在地 

 

 

 

 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

認定有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 

１．居宅介護支援事業者作成      ２．被保険者自己作成     居宅 
サービス 
計画 

事業所 
番号 

          
事業所 
名称 

 

 

開始 
年月日 

平成   年   月   日
中止 
年月日 

平成   年   月   日

中止 
理由 

1.非該当 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 
 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数 
公費対象単位数 摘要 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

給
付
費
明
細
欄 

            
 

①サービス種類コード 
／②名称 

            

③サービス実日数   日   日   日   日 

④計画単位数                         

⑤限度額管理対象単位数                         

 

⑥限度額管理対象外単位数                         給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥ 
                        保険    

⑧公費分単位数                         公費    
 

⑨単位数単価     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 合計 

⑩保険請求額            

⑪利用者負担額                               

⑫公費請求額                               

請
求
額
集
計
欄 

⑬公費分本人負担                               
 

軽減率   
 

 ％ 
受領すべき利用者 
負担の総額（円） 

軽減額（円） 
軽減後利用者 
負担額（円） 

備考 

11 訪問介護                    

15 通所介護                    

76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護                    

71 夜間対応型訪問介護                    

72 認知症対応型通所介護                    
73 小規模多機能型居宅介護                    

社会福祉

法人等に

よる軽減

欄 

77 複合型サービス                    
 
 

  枚中  枚目 

資料５ 変更（案） 



様式第六の三（附則第二条関係） 
 

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 
（特定施設入居者生活介護（短期利用以外）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外）） 

 

公費負担者番号                 平成   年   月分 
                         

 

公費受給者番号                 保険者番号       
 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要介護 
状態区分 

要介護 1・2・3・4・5 

所在地 

 

 

 

 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

認定有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 

入居 
年月日 

平成   年   月  日 
退居 

年月日 
平成 年 月 日 入居実日数   外泊日数   

入居前の状況 
1.居宅 2.医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設 5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 
7.特定施設入居者生活介護 8.その他 

退居後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 

 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数

公費分

回数等
公費対象単位数 摘要 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

給
付
費
明
細
欄 

合計       
 
 

区分 保険分 公費分 

①外部利用型給付上限単位数        

②外部利用型上限管理対象単位数        

③外部利用型外単位数        

④給付単位数             

⑤単位数単価     円／単位  

⑥給付率    ／100    ／100 

⑦請求額（円）             

請
求
額
集
計
欄 

⑧利用者負担額（円）             
 
 

 枚中  枚目 

 
 
 
 
 

変更（案） 



様式第六の四（附則第二条関係） 
 

介護予防サービス介護給付費明細書 
（介護予防特定施設入居者生活介護） 

 

公費負担者番号                 平成   年   月分 
                         

 

公費受給者番号                 保険者番号       
 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要支援 
状態区分 

要支援１・要支援 2 

所在地 

 

 

 

 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

認定有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 

入居 
年月日 

平成   年   月  日 
退居 

年月日 
平成 年 月 日 入居実日数   外泊日数   

入居前の状況 
1.居宅 2.医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設 5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 
7.特定施設入居者生活介護 8.その他 

退居後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 

 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数

公費分

回数等
公費対象単位数 摘要 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

給
付
費
明
細
欄 

合計       
 
 

区分 保険分 公費分 

①外部利用型給付上限単位数        

②外部利用型上限管理対象単位数        

③外部利用型外単位数        

④給付単位数             

⑤単位数単価     円／単位  

⑥給付率    ／100    ／100 

⑦請求額（円）             

請
求
額
集
計
欄 

⑧利用者負担額（円）             
 
 

 枚中  枚目 

 
 

変更（案） 



様式第六の七（附則第二条関係） 
 

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 
（特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）） 

 

公費負担者番号                 平成   年   月分 
                         

 

公費受給者番号                 保険者番号       
 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号 

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要介護 
状態区分 

要介護 1・2・3・4・5 

所在地 

 

 

 

 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

認定有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 

１.居宅介護支援事業者作成 ２.被保険者自己作成  入居年月日 平成   年   月   日

事業所番号            退居年月日 平成   年   月   日

居宅 
サービス 
計画 

事業所名称   短期利用 実日数   
 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数

公費分

回数等
公費対象単位数 摘要 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

給
付
費
明
細
欄 

合計       
 

区分 保険分 公費分 

①計画単位数        

②限度額管理対象単位数        

③限度額管理対象外単位数        

④給付単位数             

⑤単位数単価     円／単位  

⑥給付率    ／100    ／100 

⑦請求額（円）             

請
求
額
集
計
欄 

⑧利用者負担額（円）             
 
 
 
 
 

 枚中  枚目 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規（案） 



様式第九（附則第二条関係） 
施設サービス等介護給付費明細書 

（介護保健施設サービス） 
 

公費負担者番号                 平成   年   月分 
                         

 

公費受給者番号                 保険者番号       
 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号 

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要介護 
状態区分 

要介護 1・2・3・4・5 

所在地 

 
 
 
 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

認定有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 

入所 
年月日 

平成   年   月   日 
退所 

年月日 
平成   年  月 日 入所実日数 外泊日数    

主傷病  
入所前の

状況 
1.居宅 2.医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設  
5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 7.特定施設入居者生活介護 8.その他 

退所後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院
 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 
日数 サービス単位数

公費分

回数等
公費対象単位数 摘要 

             

             

             

             

給
付
費
明
細
欄 

合計       
 

傷病名 
① 
② 
③ 

所定疾患施設 
療養開始年月日 

①平成 
②平成 
③平成 

  
年 
年

年 
  

月

月

月

日 
日 
日 

所定疾患 
施設療養費 

単位（再掲）  単位  単位×  日  

傷病名 
① 
② 
③ 

緊急時治療 
開始年月日 

①平成 
②平成 
③平成 

  
年 
年

年 
  

月

月

月
  

日 
日 
日

緊急時 
治療管理 

単位（再掲）  単位  単位×   日  
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ  点 
処置  点 
手術  点 
麻酔  点 
放射線治療  点 

 
 

緊
急
時
施
設
療
養
費 

 
 
 

所
定
疾
患
施
設
療
養
費

特
定
治
療 

合計  点 

摘要 

往診日数   
医療 
機関名 

 
通院日数 

医療 
機関名 

 
 

傷病名  

識別番号 内容 単位数 回数 保険分単位数 公費回数 公費分単位数 摘要 

          
          

特
別
療
養
費 

合計    
 

区分 保険分 公費分 保険分特定治療・特別療養費 公費分特定治療・特別療養費

①点数・単位数合計                         

②点数・単位数単価     
円／単位  10 円／点・単位 10 円／点・単位 

③給付率    ／100    ／100    ／100    ／100 

④請求額（円）                         

請
求
額
集
計
欄 

⑤利用者負担額（円）                         
 

サービス内容 サービスコード 費用単価(円) 負担限度額 日数 費用額(円) 保険分 公費日数 公費分 利用者負担額 

                   

                   

合計       

公費分本人負担月額

特
定
入
所
者 

介
護
サ
ー
ビ
ス
費 

 
保険分 

請求額(円) 
公費分 
請求額     

 

枚中  枚目 

変更（案） 



（別紙１）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

日中の身体介護20分未満体制 １　なし　２　あり

サービス提供責任者体制 １　減算なし　２　減算あり

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

特定事業所加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　病院又は診療所 同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

２　介護老人保健施設 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

３　小規模型事業所 入浴介助体制 １　なし　２　あり

４　通常規模型事業所 個別機能訓練体制 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

６　大規模型事業所（Ⅰ） 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

７　大規模型事業所（Ⅱ） 栄養改善体制 １　なし　２　あり

５　療養通所介護事業所 口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）
資料７

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

11 訪問介護
１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

12 訪問入浴介護

14 訪問リハビリテーション

15 通所介護
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介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり
認知症短期集中リハビリテーショ
ン加算

１　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

機能訓練指導体制 １　なし　２　あり

看護体制加算 １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

１　単独型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　併設型・空床型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

３　単独型ユニット型 療養食加算 １　なし　２　あり

４　併設型・空床型ユニット型 緊急短期入所体制確保加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算（単独
型、併設型）

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

サービス提供体制強化加算（空床
型）

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

１　介護老人保健施設（Ⅰ） １　従来型 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化 １　なし　２　あり

２　ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ２　在宅強化型 療養食加算 １　なし　２　あり

認知症ケア加算 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

送迎体制 １　対応不可　２　対応可

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

短期入所生活介護

17 福祉用具貸与

16 通所リハビリテーション

４　通常規模の事業所(病院・診療所)
７　通常規模の事業所(介護老人保健施設)
５　大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)
８　大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)
６　大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)
９　大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

22 短期入所療養介護

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

21
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夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化 １　なし　２　あり

５　介護老人保健施設（Ⅱ） ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制 １　言語聴覚療法　２　精神科作業療法　３　その他

６　ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） １　療養型 療養食加算 １　なし　２　あり

７　介護老人保健施設（Ⅲ） ２　療養強化型 認知症ケア加算 １　なし　２　あり

８　ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

送迎体制 １　対応不可　２　対応可

特別療養費加算項目 １　重度皮膚潰瘍指導管理　２　薬剤管理指導

療養体制維持特別加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

療養環境基準 １　基準型　２　減算型

１　病院療養型 ２　Ⅰ型 医師の配置基準 １　基準　２　医療法施行規則第49条適用

６　ユニット型病院療養型 ３　Ⅱ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

Ａ　病院経過型 ４　Ⅲ型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

Ｃ　ユニット型病院経過型 療養食加算 １　なし　２　あり

特定診療費項目

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

環境基準 １　基準型　２　減算型

２　診療所型 １　Ⅰ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

７　ユニット型診療所型 ２　Ⅱ型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

療養食加算 １　なし　２　あり

特定診療費項目

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

５　Ⅰ型 ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

３　認知症疾患型 ６　Ⅱ型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

８　ユニット型認知症疾患型 ７　Ⅲ型 療養食加算 １　なし　２　あり

Ｂ　認知症経過型 ８　Ⅳ型 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

９　Ⅴ型 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制 １　精神科作業療法　２　その他

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム（介護専用型） 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム（介護専用型） １　一般型 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

23 短期入所療養介護

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍指導管理 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　重症皮膚潰瘍指導管理 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他
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３　養護老人ホーム（介護専用型） 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

５　有料老人ホーム（混合型） 看取り介護加算 １　なし　２　あり

６　軽費老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 １　なし　２加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

７　養護老人ホーム（混合型）

１　有料老人ホーム（介護専用型） 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム（介護専用型） 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

５　有料老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 １　なし　２加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

６　軽費老人ホーム（混合型）

特別地域加算 １　なし　２　あり

特定事業所加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員　４　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

日常生活継続支援加算 １　なし　２　あり

看護体制加算 １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

１　介護福祉施設 準ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

２　小規模介護福祉施設 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

３　ユニット型介護福祉施設 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

４　ユニット型小規模介護福祉施設 常勤専従医師配置 １　なし　２　あり

精神科医師定期的療養指導 １　なし　２　あり

障害者生活支援体制 １　なし　２　あり

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

療養食加算 １　なし　２　あり

看取り介護体制 １　なし　２　あり

在宅・入所相互利用体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

療養食加算 １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

１　介護老人保健施設（Ⅰ） １　従来型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ２　在宅強化型 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 １　なし　２　あり

認知症ケア加算 １　なし　２　あり

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

33 特定施設入居者生活介護
２　外部サービ
　　ス利用型

27
特定施設入居者生活介護(
短期利用)

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　介護支援専門員　８　言語聴覚士

43 居宅介護支援

51 介護老人福祉施設
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認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

療養食加算 １　なし　２　あり

５　介護老人保健施設（Ⅱ） 夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

６　ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） １　療養型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

７　介護老人保健施設（Ⅲ） ２　療養強化型 認知症ケア加算 １　なし　２　あり

８　ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

特別療養費加算項目 １　重症皮膚潰瘍指導管理　２　薬剤管理指導　

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

療養体制維持特別加算 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

療養環境基準 １　基準型　６　減算型

１　病院療養型 ２　Ⅰ型 医師の配置基準 １　基準　２　医療法施行規則第49条適用

６　ユニット型病院療養型 ３　Ⅱ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

Ａ　病院経過型 ４　Ⅲ型 身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

Ｃ　ユニット型病院経過型 療養食加算 １　なし　２　あり

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

特定診療費項目

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

設備基準 １　基準型　２　減算型

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

２　診療所型 １　Ⅰ型 療養食加算 １　なし　２　あり

７　ユニット型診療所型 ２　Ⅱ型 栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

特定診療費項目

介護老人保健施設
１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　介護支援専門員　８　言語聴覚士

１　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理　２　言語聴覚療法　３　精神科作業療法
４　その他

１　基準型 ２ 加算型Ⅰ ３ 加算型Ⅱ ５ 加算型Ⅳ ６ 減算型
７　加算型Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍指導管理　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法　６　その他　　

52

１　重症皮膚潰瘍指導管理　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

53 介護療養型医療施設
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認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

５　Ⅰ型 身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

３　認知症疾患型 ６　Ⅱ型 療養食加算 １　なし　２　あり

８　ユニット型認知症疾患型 ７　Ⅲ型 栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

Ｂ　認知症経過型 ８　Ⅳ型 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

９　Ⅴ型 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法　６　その他　　

１　精神科作業療法　２　その他　　
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事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分 該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

日中の身体介護20分未満体制 １　なし　２　あり

サービス提供責任者体制 １　減算なし　２　減算あり

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

１　病院又は診療所 同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

２　介護老人保健施設

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

３　小規模型事業所 入浴介助体制 １　なし　２　あり

４　通常規模型事業所 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

６　大規模型事業所（Ⅰ） 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

７　大規模型事業所（Ⅱ） 栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

11 訪問介護
１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

提供サービス

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応型サービス連携

14 訪問リハビリテーション

15 通所介護
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（別紙１－２）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

サービス提供責任者体制 １　減算なし　２　減算あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時介護予防訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

１　病院又は診療所 同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

２　介護老人保健施設 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

生活機能向上グループ活動加算 １　なし　２　あり

運動器機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス・介護予防支援）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

61 介護予防訪問介護

62 介護予防訪問入浴介護

63 介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

65 介護予防通所介護

64
介護予防訪問リハビリテー
ション

１　なし　２　あり
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職員の欠員による減算の状況

運動器機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

１　単独型 機能訓練指導体制 １　なし　２　あり

２　併設型・空床型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

３　単独型ユニット型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

４　併設型・空床型ユニット型 療養食加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算（単独
型、併設型）

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

サービス提供体制強化加算（空床
型）

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

１　介護老人保健施設（Ⅰ） １　従来型 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化 １　なし　２　あり

２　ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ２　在宅強化型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

送迎体制 １　対応不可　２　対応可

療養食加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

５　介護老人保健施設（Ⅱ） 夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

６　ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） １　療養型 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化 １　なし　２　あり

７　介護老人保健施設（Ⅲ） ２　療養強化型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

８　ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

特別療養費加算項目 １　重度皮膚潰瘍指導管理　２　薬剤管理指導

24 介護予防短期入所生活介護

66
介護予防通所リハビリテー
ション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

25 介護予防短期入所療養介護

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

67 介護予防福祉用具貸与
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療養体制維持特別加算 １　なし　２　あり

療養食加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制 １　言語聴覚療法　２　精神科作業療法　３　その他

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

療養環境基準 １　基準型　２　減算型

１　病院療養型 ２　Ⅰ型 医師の配置基準 １　基準　２　医療法施行規則第49条適用

６　ユニット型病院療養型 ３　Ⅱ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

Ａ　病院経過型 ４　Ⅲ型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

Ｃ　ユニット型病院経過型 療養食加算 １　なし　２　あり

特定診療費項目

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

設備基準 １　基準型　２　減算型

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

送迎体制 １　対応不可　２　対応可

２　診療所療養型 １　Ⅰ型 療養食加算 １　なし　２　あり

７　ユニット型診療所療養型 ２　Ⅱ型 特定診療費項目

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

５　Ⅰ型 ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

３　認知症疾患型 ６　Ⅱ型 送迎体制 １　対応不可　２　対応可

８　ユニット型認知症疾患型 ７　Ⅲ型 療養食加算 １　なし　２　あり

Ｂ　認知症経過型 ８　Ⅳ型 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

９　Ⅴ型 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制 １　精神科作業療法　２　その他

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

３　養護老人ホーム 介護職員処遇改善加算 １　なし　２加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

26 介護予防短期入所療養介護

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍指導管理 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　重症皮膚潰瘍指導管理 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法
５　精神科作業療法　６　その他

35
介護予防特定施設入居者
生活介護

１　一般型
２　外部サービ
　　ス利用型
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事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分 該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

サービス提供責任者体制 １　減算なし　２　減算あり

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

１　訪問看護ステーション 特別地域加算 １　なし　２　あり

２　病院又は診療所
中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

生活機能向上グループ活動加算 １　なし　２　あり

運動器機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

提供サービス

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設

65 介護予防通所介護

各サービス共通

61 介護予防訪問介護

63 介護予防訪問看護

64
介護予防訪問リハビリテー
ション
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（別紙１－３）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 24時間通報対応加算 １　対応不可　２　対応可

２　Ⅱ型 サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

１　単独型 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

２　併設型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

看護職員配置加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 看取り介護加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 医療連携体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

１　一体型

２　連携型

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

71 夜間対応型訪問介護

72 認知症対応型通所介護

73 小規模多機能型居宅介護
１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

32 認知症対応型共同生活介護
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介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ
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 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 医療連携体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

５　サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

６　サテライト型軽費老人ホーム 看取り介護加算 １　なし　２　あり

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　有料老人ホーム 職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

２　軽費老人ホーム 夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

５　サテライト型有料老人ホーム 介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

６　サテライト型軽費老人ホーム

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員　４　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

日常生活継続支援加算 １　なし　２　あり

看護体制加算 １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　あり

準ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

１　地域密着型介護福祉施設 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

２　サテライト介護福祉施設 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

常勤専従医師配置 １　なし　２　あり

精神科医師定期的療養指導 １　なし　２　あり

障害者生活支援体制 １　なし　２　あり

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

療養食加算 １　なし　２　あり

看取り介護体制 １　なし　２　あり

在宅・入所相互利用体制 １　対応不可　２　対応可

小規模拠点集合体制 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

36
地域密着型特定施設
入居者生活介護

28
地域密着型特定施設
入居者生活介護
(短期利用型）

54
地域密着型
介護老人福祉施設

１　経過的
　　施設以外３　ユニット型地域密着型

　　介護福祉施設 ２　経過的
　　施設４　ユニット型サテライト型

　　地域密着型介護福祉施設

77 複合型サービス

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

１　単独型 入浴介助体制 １　なし　２　あり

２　併設型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

夜間ケア加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者 １　なし　２　あり

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

１　Ⅰ型 夜間ケア加算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

74
介護予防認知症対応型
通所介護

１　なし　２　あり

75
介護予防小規模多機能型

居宅介護

１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

37
介護予防認知症対応型
共同生活介護

　

39
介護予防認知症対応型
共同生活介護（短期利用
型）
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事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分 該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

１　Ⅰ型 同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

２　Ⅱ型

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

１　単独型 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

２　併設型 入浴介助体制 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

看護職員配置加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

１　単独型 入浴介助体制 １　なし　２　あり

２　併設型 個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

３　グループホーム等活用型 口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

同一建物に居住する利用者の減算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

提供サービス

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
８　５級地の２　４　６級地　９　６級地の２　５　その他

74
介護予防認知症対応型
通所介護

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

１　一体型

２　連携型

71 夜間対応型訪問介護

72 認知症対応型通所介護

75
介護予防小規模多機能型
居宅介護

１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

73 小規模多機能型居宅介護
１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所
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特定診療費算定に必要な事業所届出項目について（改正なし）

理学療法Ⅰ 作業療法
精神科

作業療法
言語聴覚

療法
その他リハビリ

提供体制
重症皮膚潰瘍

指導管理
薬剤管理

指導
集団コミュニ

ケーション療法

01 感染対策指導管理 5単位

02 特定施設管理 250単位

03 特定施設管理個室加算 300単位

04 特定施設管理２人部屋加算 150単位

05 初期入院診療管理 250単位

06 重症皮膚潰瘍管理指導 18単位 ○

09 薬剤管理指導 350単位 ○

10 特別薬剤管理指導加算 50単位 ○

11 医学情報提供（Ⅰ） 220単位

12 医学情報提供（Ⅱ） 290単位

18 理学療法（Ⅰ） 123単位 ○

19 理学療法（Ⅱ） 73単位 ○

20 理学療法リハビリ計画加算 480単位 ○

22 理学療法日常動作訓練指導加算 300単位

48 理学療法リハビリ体制強化加算 35単位 ○

25 作業療法 123単位 ○

27 作業療法リハビリ計画加算 480単位 ○

29 作業療法日常動作訓練指導加算 300単位

49 作業療法リハビリ体制強化加算 35単位 ○

31 摂食機能療法 208単位 ○

32 精神科作業療法 220単位 ○

33 認知症老人入院精神療法 330単位 ○

34 褥瘡管理 5単位

35 重度療養管理 120単位

39 言語聴覚療法 203単位 ○

50 言語聴覚療法リハビリ体制強化加算 35単位 ○

42 理学療法（Ⅰ）（減算） 86単位 ○

43 理学療法（Ⅱ）（減算） 51単位 ○

45 作業療法（減算） 86単位 ○

47 言語聴覚療法（減算） 142単位 ○

52 短期集中リハビリ加算 240単位 ○ ○ ○ ○

54 集団コミュニケーション療法 50単位 ○

55 認知症短期集中リハビリ加算 240単位 ○

認知症短期集
中リハビリテー

ション加算

特定診療費
識別番号

リハビリテーション提供体制 特定診療費項目

資料８

特定診療費の内容

体制等状況一覧表の届出項目

- 1 -



特別療養費算定に必要な事業所届出項目について（改正なし）

リハビリテー
ション指導管理

精神科
作業療法

言語聴覚
療法

その他リハビリ
提供体制

重症皮膚潰瘍
指導管理

薬剤管理
指導

01 感染対策指導管理 5単位

02 特定施設管理 250単位

03 特定施設管理個室加算 300単位

04 特定施設管理２人部屋加算 150単位

05 初期入所診療管理 250単位

06 重症皮膚潰瘍管理指導 18単位 ○

09 薬剤管理指導 350単位 ○

10 特別薬剤管理指導加算 50単位 ○

11 医学情報提供 250単位

31 摂食機能療法 185単位 ○

32 精神科作業療法 220単位 ○

33 認知症入所精神療法 330単位 ○

34 褥瘡管理 5単位

35 重度療養管理 120単位

39 言語聴覚療法 180単位 ○

50 言語聴覚療法リハビリ体制強化加算 35単位 ○

47 言語聴覚療法（減算） 126単位 ○

53 リハビリテーション指導管理 10単位 ○

特別療養費
識別番号

リハビリテーション提供体制 特別療養費加算項目
体制等状況一覧表の届出項目

特定診療費の内容
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Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業等 

関係資料 
 



様式第○（案） 
 
 

平成   年   月分 
介護予防・日常生活支援総合事業費 

請求書（案） 
 

事業所番号     

名 称 
 

〒    －    

所在地  
 

 保 険 者 
 
  （別 記）殿 
 
下記のとおり請求します。     平成  年  月  日 

請求事業所

連絡先  

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業費 

 

事業費 
区分 

件数 単位数 費用合計 事業費請求額 利用者負担 

予防サービス費・生活支援サービス費 

     

ケアマネジメント費 

     

合計 

     

   

資料３ 



様式第○（案） 
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（案） 

（予防サービス費・生活支援サービス費） 

 
 

        平成   年   月分 
                 

        保険者番号       
 

被保険者 
番号 

          事業所 
番号 

          

 
事業所 
名称 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 
氏名 
 

 

〒 －      

1.明治 2.大正 3.昭和 
生年月日 

  年   月  日 
性
別 

1．男 2．女

要支援 
状態区分等 二次予防事業対象者・要支援１・要支援 2 

所在地 

 

 

 

 

平成   年   月   日 から

被
保
険
者 

有効 
期間 平成   年   月   日 まで

 

請
求
事
業
者 

連絡先 電話番号 

 
 

開始・入所（居）

年月日 平成   年   月   日
中止・退所（居）

年月日 平成   年   月   日

 
 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数

日数
サービス単位数 摘要 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

事
業
費
明
細
欄 

        
 
 

①サービス種類コード 
／②名称 

            

③サービス実日数   日   日   日   日 

④計画単位数                         

⑤限度額管理対象単位数                         

⑥限度額管理対象外単位数                         
⑦支払単位数（④⑤のうち

少ない数）+⑥ 
                        

 

 

⑧単位数単価 
 

１０．００円／単位 
合計 

⑨事業費請求額                               

請
求
額
集
計
欄 

⑩利用者負担額                               

 
  枚中  枚目 



様式第○（案） 
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（案） 

（ケアマネジメント費） 

 

                平成   年   月分 
                          

       保険者番号       
 

〒 －      事業所 

番号 
       

所在地 
 

連絡先 電話番号 

請求事業者 
事業所 

名称 

 

単位数単価 １０．００ （円／単位） 

 

項 

番 
被保険者 請求計算 

 
サービス 

コード 被保険者番号           

（フリガナ）

 

氏 名 

 

1.明治  2.大正  3.昭和 
単位数 

生年月日 
  年  月   日

性 別 １．男   ２．女 
請求金額 

平成 年 月 日 から 要支援 
状態区分等 

二次予防事業対象者・ 
要支援１・要支援 2 

有効期間
平成 年 月 日 まで 

利用者 

負担額 

１ 

 摘要 
 

 
サービス 

コード 被保険者番号           

（フリガナ）

 

氏 名 

 

1.明治  2.大正  3.昭和 
単位数 

生年月日 
  年  月   日

性 別 １．男   ２．女 
請求金額 

平成 年 月 日 から 要支援 
状態区分等 

二次予防事業対象者・ 
要支援１・要支援 2 

有効期間
平成 年 月 日 まで 

利用者 

負担額 

２ 

 摘要 
 

 
サービス 

コード 被保険者番号           

（フリガナ）

 

氏 名 

 

1.明治  2.大正  3.昭和 
単位数 

生年月日 
  年  月   日

性 別 １．男   ２．女 
請求金額 

平成 年 月 日 から 要支援 
状態区分等 

二次予防事業対象者・ 
要支援１・要支援 2 

有効期間
平成 年 月 日 まで 

利用者 

負担額 

３ 

 摘要 
 

 
サービス 

コード 被保険者番号           

（フリガナ）

 

氏 名 

 

1.明治  2.大正  3.昭和 
単位数 

生年月日 
  年  月   日

性 別 １．男   ２．女 
請求金額 

平成 年 月 日 から 要支援 
状態区分等 

二次予防事業対象者・ 
要支援１・要支援 2 

有効期間
平成 年 月 日 まで 

利用者 

負担額 

４ 

 摘要 
 

 
サービス 

コード 被保険者番号           

（フリガナ）

 

氏 名 

 

1.明治  2.大正  3.昭和 
単位数 

生年月日 
  年  月   日

性 別 １．男   ２．女 
請求金額 

平成 年 月 日 から 要支援 
状態区分等 

二次予防事業対象者・ 
要支援１・要支援 2 

有効期間
平成 年 月 日 まで 

利用者 

負担額 

５ 

 摘要 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ インタフェース関係資料 
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資料１ 国保連合会とのインタフェースの変更点について（案） 
 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴う国保連合会とのインタフェー

スの変更について、その基本方針を以下に示す。 

 

１．外部インタフェース仕様 

平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・媒体にＣＤ－Ｒを追加 ＣＤ－Ｒでの提出を

可能とする。 

左記同様 

共
通 

・データ種別一覧にデータ種別および交換情報識別番号を追加 以降のインタフェー

ス仕様書各編の変更

内容参照 

左記同様 

・事業所異動連絡票

情報（基本情報） 

・事業所訂正連絡票

情報（基本情報） 

追加なし ・コード値追加あり 異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報に新コードが

設定されている場合

はエラーとする。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降、必要に

応じて新コードを設定

する。 

・事業所異動連絡票

情報（サービス情

報） 

・事業所訂正連絡票

情報（サービス情

報） 

追加なし ・コード値追加あり 

・項目追加あり 

 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報に介護予防・日

常生活支援総合事業

サービス種類コード

が設定されている場

合はエラーとする。 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報の新項目が未

設定であってもエラ

ーとしない。設定して

いる場合は通常のチ

ェックをする。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降、必要に

応じて介護予防・日常生

活支援総合事業サービ

ス種類コード、及び、新

項目を設定する。 

 

・事業所異動連絡票

情報（処遇改善） 

・事業所訂正連絡票

情報（処遇改善） 

追加なし 平成２４年４月以降異動分より本

情報の受付を不可とする 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報は今まで通り。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降の情報

はエラーとする。 

・事業所情報更新結

果情報（基本） 

・事業所台帳情報

（基本） 

追加なし 「事業所異動連絡票情報（基本情

報）」の内容に準じる 

左記同様 左記同様 

・事業所情報更新結

果情報（サービ

ス） 

・事業所台帳情報

（サービス） 

追加なし 「事業所異動連絡票情報（サービ

ス情報）」の内容に準じる 

左記同様 左記同様 

都
道
府
県 

・事業所情報更新結

果情報（処遇改

善） 

・事業所台帳情報

（処遇改善） 

追加なし 平成２４年４月以降異動分より本

情報の受付を不可とするため、出

力も不可となる 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報は今まで通り。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降の情報

は出力することが出来

ない。 
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平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・受給者異動連絡票

情報 

・受給者訂正連絡票

情報 

・受給者情報突合情

報 

 

追加なし 

 

・コード値追加あり 

・項目追加あり 

 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報に新コード新

項目が設定されてい

る場合はエラーとす

る。 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報の新項目が未

設定であってもエラ

ーとしない。設定して

いる場合は通常のチ

ェックをする。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降、必要に

応じて新コード新項目

を設定する。 

・受給者情報更新結

果情報 

・受給者台帳情報

（単票） 

・受給者台帳情報

（一覧表） 

・受給者情報突合結

果情報 

追加なし 「受給者異動連絡票情報」の内容

に準じる 

左記同様 左記同様 

・市町村固有異動連

絡票情報 

・市町村固有訂正連

絡票情報 

追加なし ・サービス種類毎の支給限度額等

を追加 

 

 

異動年月日が平成２

４年３月３１日以前

の情報は未設定であ

ってもエラーとしな

い。設定している場合

は通常のチェックを

する。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降、必要に

応じて左記を設定する。

・市町村固有情報 

更新結果情報 

・市町村固有情報 

追加なし 「市町村固有異動連絡票情報」の

内容に準じる 

新レイアウトとし、入

力に応じて左記を設

定する。 

新レイアウトとし、入力

に応じて左記を設定す

る。 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

サービスコード

異動連絡票情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

サービスコード

訂正連絡票情報 

追加あり ・新規追加 対象なし（異動年月日

が平成２４年３月３

１日以前の情報はエ

ラーとする）。 

異動年月日が平成２４

年４月１日以降、必要に

応じて提出する。 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

サービスコード

更新結果情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

サービスコード

情報 

追加あり 「介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード異動連絡票情

報」の内容に準じる 

左記同様 左記同様 

保
険
者 

・介護給付費過誤申

立書情報 

追加なし ・コード値追加あり 必要に応じて新コー

ドを設定する。 

左記同様 
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平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・介護給付費再審査

申立書情報 

追加なし ・コード追加あり サービス提供年月が

平成２４年３月以前

の情報に新コードが

設定されている場合

はエラーとする。 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費過誤申立書情

報 

追加あり ・新規追加 対象なし（サービス提

供年月が平成２４年

３月以前の情報はエ

ラーとする。 

サービス提供年月が平

成２４年４月以降、必要

に応じて提出する。 

・請求明細書・給付

管理票返戻（保

留）一覧表情報 

追加なし ・項目追加あり 

・既存項目の桁数追加あり 

新レイアウトで出力

する 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費過誤決定通知

書情報（保険者

分） 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費資格照合表情

報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費払込請求書情

報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費審査支払手数

料払込請求書情

報 

追加あり ・新規追加 対象なし 介護予防・日常生活支援

総合事業費の情報を出

力する。 

・介護給付費等請求

額通知書情報 

追加なし ・保険者における介護給付費負担

金の算定誤りを防止するため、

明細情報のサービス種類コード

に「再掲 施設等分」、「再掲

その他分」を追加する。 

新レイアウトで出力

する 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求額通知書

情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費審査決定請求

明細表情報 

追加あり ・新規追加 対象なし 介護予防・日常生活支援

総合事業費の情報を出

力する。 

・施設介護給付費償

還明細書情報（介

護老人保健施設） 

 

追加あり ・様式第九について、平成２４年

４月以降提供分より緊急時施設

療養レコードを緊急時施設療養

費・所定疾患施設療養費情報レコ

ードに変更 

現状と同じ 新レコードで提出する。

保
険
者 

・居宅介護（支援）

給付費償還明細

書情報（特定施設

（短期利用型以

外）・地域密着特

定施設（短期利用

型以外）） 

追加なし ・集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を任意設定とする 

現状と同じ 新レイアウトで提出す

る。 
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平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・介護予防サービス

給付費償還明細

書情報（介護予防

特定施設入居者

生活介護） 

追加なし ・集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を任意設定とする 

現状と同じ 新レイアウトで提出す

る。 

・居宅介護（支援）

給付費償還明細

書情報（特定施設

（短期利用型）・

地域密着特定施

設（短期利用型）） 

追加あり ・新規追加 対象なし（返戻とす

る） 

新レイアウトで提出す

る。 

・国保連合会保有給

付実績情報 

追加あり ・平成２４年４月提供分より新交

換情報識別番号とし、「介護予

防・日常生活支援総合事業費明

細書」の給付実績情報を含めて

出力する。（介護（予防）給付費

の情報と同じファイルでの出力

を想定） 

・様式第九について、平成２４年

４月以降提供分より緊急時施設

療養レコードを緊急時施設療養

費・所定疾患施設療養費情報レ

コードに変更 

・様式六の三・六の四について、

集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を出力する 

・様式六の七を追加 

※保険者保有給付実績情報、保険

者保有給付実績更新結果情報に

ついては変更なし。 

現状と同じ 新レイアウトで出力す

る。 

保
険
者 

・保険者保有給付実

績情報 

・保険者保有給付実

績更新結果情報 

追加あり ・様式第九について、平成２４年

４月以降提供分より緊急時施設

療養レコードを緊急時施設療養

費・所定疾患施設療養費情報レ

コードに変更 

・様式六の三・六の四について、

集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を任意設定・出力

する 

・様式六の七を追加 

現状と同じ 新レイアウトで提出・出

力する。 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求書情報 

追加あり ・新規追加 

・既存の請求情報とは別ファイル

での提出を想定 

対象なし（返戻とす

る） 

新様式の審査を行う。 

・施設介護給付費請

求明細書情報（介

護老人保健施設） 

追加あり ・様式第九について、平成２４年

４月以降提供分より緊急時施設

療養レコードを緊急時施設療養

費・所定疾患施設療養費情報レコ

ードに変更 

現状と同じ 新レコードで提出する。

サ
ー
ビ
ス
事
業
所 

・居宅介護（支援）

給付費請求明細

書情報（特定施設

（短期利用型以

外）・地域密着特

定施設（短期利用

型以外）） 

追加なし ・集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を任意設定とする 

現状と同じ 新レイアウトで提出す

る。 
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平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・介護予防サービス

給付費請求明細

書情報（介護予防

特定施設入居者

生活介護） 

追加なし ・集計情報レコードの限度額管理

対象外単位数を任意設定とする 

現状と同じ 新レイアウトで提出す

る。 

・居宅介護（支援）

給付費請求明細

書情報（特定施設

（短期利用型）・

地域密着特定施

設（短期利用型）） 

追加あり ・新規追加 対象なし（返戻とす

る） 

新レイアウトで提出す

る。 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費明細書情報 

追加あり ・新規追加 

・既存の請求情報とは別ファイル

での提出を想定 

対象なし（返戻とす

る） 

新様式の審査を行う。 

・介護給付費再審査

申立書情報 

追加なし ・コード追加あり サービス提供年月が

平成２４年３月以前

の情報に新コードが

設定されている場合

はエラーとする。 

左記同様 

・介護給付費等支払

決定額通知書情

報 

追加あり ・新規追加 新レイアウトで出力

する 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費支払決定額内

訳書情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

審査決定増減表

情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費過誤決定通知

書情報（事業所） 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

請求明細書返戻

一覧表情報 

追加あり ・新規追加 対象なし 介護予防・日常生活支援

総合事業費の情報を出

力する。 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所 

・請求明細書・給付

管理票返戻（保

留）一覧表情報 

追加なし ・項目追加あり 

・既存項目の桁数追加あり 

新レイアウトで出力

する 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求書情報 

追加あり ・新規追加 

・既存の請求情報とは別ファイル

での提出を想定 

対象なし（返戻とす

る） 

新様式の審査を行う。 
居
宅
介
護
支
援
事
業
所 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費明細書情報 

追加あり ・新規追加 

・既存の請求情報とは別ファイル

での提出を想定 

対象なし（返戻とす

る） 

新様式の審査を行う。 
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平成２４年５月以降提出分に対する 

連合会の対応 

 

区 

分 

インタフェース 

種類 

交換情報 

識別番号 
レイアウト方針 

平成２４年３月 

以前の情報 

平成２４年４月 

以降の情報 

・介護給付費等支払

決定額通知書情

報 

追加あり ・新規追加 新レイアウトで出力

する 

左記同様 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費支払決定額内

訳書情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

審査決定増減表

情報 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

費過誤決定通知

書情報（事業所） 

・介護予防・日常生

活支援総合事業

請求明細書返戻

一覧表情報 

追加あり ・新規追加 対象なし 介護予防・日常生活支援

総合事業費の情報を出

力する。 

居
宅
介
護
支
援
事
業
所 

・請求明細書・給

付管理票返戻（保

留）一覧表情報 

追加なし ・項目追加あり 

・既存項目の桁数追加あり 

新レイアウトで出力

する 

左記同様 
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資料２ 共通インタフェースのインタフェース変更案 

 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴う、国保連合会とのインタフェー

スの変更案について以下に示す。 

 

１ インタフェース規定 

１．１ インタフェース方式概要  変更なし 

１．１．２ データ交換の種類 

 保険者等と国保連合会との間で、交換情報の授受を実現するためのデータ交換方式は次

の通りである。 

・ 伝送によるデータ交換 

・ ＭＴ（磁気テープ）によるデータ交換 

・ ＭＯ（光磁気ディスク）、ＣＤ－Ｒ（光ディスク）及びフロッピーディスクによるデータ交換 

 

 

１．２ インタフェース仕様 

１．２．１ 交換情報の仕様 

 （１） 媒体仕様 

① 伝送～②ＭＴ  変更なし 

③ ＭＯ、ＣＤ－Ｒ及びフロッピーディスク 

・ＭＯ 

媒体 ２３０ＭＢ、６４０ＭＢ ＭＯ 
媒体フォーマット ＭＳ－ＤＯＳフォーマット 
データ形式 改行付き、MS-DOS テキスト形式 
ボリューム名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列 
ファイル名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列に拡張子として”.CSV”を付加したもの 
文字コード シフトＪＩＳコード 

 

・ＣＤ－Ｒ 

媒体 ＣＤ－Ｒ（ディスクアットワンス） 
媒体フォーマット ＣＤＦＳフォーマット 
データ形式 改行付き、MS-DOS テキスト形式 
ボリューム名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列 
ファイル名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列に拡張子として”.CSV”を付加したもの 
文字コード シフトＪＩＳコード 

 

・フロッピーディスク 

媒体 ３．５インチＦＤ（１．４４ＭＢ） 
媒体フォーマット ＭＳ－ＤＯＳフォーマット 
データ形式 改行付き、MS-DOS テキスト形式 
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ボリューム名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列 
ファイル名 英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文

字列に拡張子として”.CSV”を付加したもの 
文字コード シフトＪＩＳコード 

 

 ＪＩＳコード、シフトＪＩＳコードについては「（６）文字コード(P.21)」を参照のこと。 

 

 交換情報のファイル名については、以下の形式とする。 

※１ MT のファイル名（ファイル識別名） 

・保険者／事業所等から国保連合会へ受け渡す交換情報の場合 

JIS X0601 に準拠するファイル名の内、英字で始まる半角英数字８桁以内の任意の文字列と

する。 

 例： J5310004   

    DATA01 

 

・国保連合会から保険者／事業所等へ受け渡す交換情報の場合 

コントロールレコード上のデータ種別（３桁）と、”00000”から始まる数字５桁の通番（注１）から

なる８桁の文字列とする。 

 例： 53300000 （受給者情報更新結果情報の場合） 

    75100000 （介護給付費支払決定額通知書情報の場合） 

 

※２ ＭＯ、ＣＤ－Ｒ及びフロッピーディスクのファイル名 

・保険者／事業所等から国保連合会へ受け渡す交換情報の場合 

MS-DOS フォーマットとして許容されるファイル名の内、英字で始まる半角英数字８桁以内の

任意の文字列に、拡張子として”.CSV”を付加したものとする。 

複数のファイルを１媒体に格納する場合は、各々のファイル名が一意となるように設定する。 

 例： J5310004.CSV 

    DATA01.CSV 

 

・国保連合会から保険者／事業所等へ受け渡す交換情報の場合 

コントロールレコード上のデータ種別（３桁）と、”00000”から始まる数字５桁の通番（注１）から

なる８桁の文字列に、拡張子として”.CSV”を付加したものとする。 

 例： 53300000.CSV （受給者情報更新結果情報の場合） 

    75100000.CSV （介護給付費支払決定額通知書情報の場合） 

 

注１：一回の操作にて複数データを出力する場合、”00000”～”99999”の連番が自動的に採番

される。 
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（３） レコードフォーマット 

① 伝送～②ＭＴ  変更なし 

③ ＭＯ、ＣＤ－Ｒ及びフロッピーディスク 

 各レコードはＣＳＶ形式で作成する。 

 

・コントロールレコードフォーマット  

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 数字 １ コントロールレコードを示す 1を設定 

２ レコード番号（連番） 数字 ９ ファイル内の先頭レコードからの連番（１から始まる

通番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム

全体での通番となる 

３ ボリュ－ム通番 数字 ３ ボリュームに対して付与する番号 

ボリュームにまたがらない単独のファイルの場合は０

を設定 

マルチボリュームファイルの場合は先頭ボリュームか

らの連番（１から始まる通番）を設定 

４ レコード件数 数字 ９ データレコードの件数を設定（コントロールレコード

およびエンドレコードの件数は加算しない） 

マルチボリュームファイルの場合、分割されたそれぞ

れのファイル内でのデータレコード件数を設定する 

５ データ種別 英数 ３ 「1.6 データ種別一覧」参照（P.43） 

６ 福祉事務所特定番号 数字 ２ 送付元または送付先が福祉事務所の場合は１２（法別

番号）を設定、福祉事務所以外の場合は０を設定する

７ 保険者番号 英数 ６ 送付元または送付先が保険者の場合は保険者番号、福

祉事務所の場合は福祉事務所番号を設定、保険者（福

祉事務所）以外の場合は０を設定する 

８ 事業所番号 数字 １０ 送付元または送付先が事業所の場合は事業所番号を設

定、事業所以外の場合は０を設定 

９ 都道府県番号 数字 ２ 送付元または送付先が都道府県の場合は都道府県番号

を設定、都道府県以外の場合は０を設定 

１０ 媒体区分 英数 １ ２（ＭＯ）または４（ＦＤ）を設定 

※ＣＤ－Ｒの場合は、４（ＦＤ）を設定 

１１ 処理対象年月 数字 ６ データの処理対象年月を設定する（注１） 

(例)２０００年４月の場合、２００００４を設定する

１２ ファイル管理番号 数字 ６ マルチボリュームファイルの場合にのみ意味を持つ 

作成するファイル単位に一意な値を設定（分割された

複数のファイルは全て同じ管理番号となる） 

１３ ブランク 英数 ２ 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 

・データレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 数字 １ データレコードを示す 2を設定 

２ レコード番号（連番） 数字 ９ ファイル内の先頭レコードからの連番（１から始まる

通番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム

全体での通番となる 

３ データ   交換情報ごとに、CSV 形式でデータを設定 

設定する内容は、各交換情報の「項目説明」を参照 

４ ブランク 英数 ２ 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 
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・エンドレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 数字 １ エンドレコードを示す３を設定 

２ レコード番号（連番） 数字 ９ ファイル内の先頭レコードからの連番（１から始まる

通番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム

全体での通番となる 

３ ブランク 英数 ２ 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 

（データ設定例）  変更なし 

 

（４） 磁気媒体等のファイル構造 

 交換情報を格納する磁気媒体等は、次の何れかのファイル構造をもつ。 

・シングルファイルボリューム 

 １ボリューム内に１つのファイルだけが格納されているものをいう。 

・マルチファイルボリューム 

 １ボリューム内に複数のファイルが格納されているものをいう。 

・マルチボリュームファイル 

 １つのファイルが複数のボリュームにまたがって格納されているものをいう。 

 

①  ＭＴにおけるマルチボリュームファイルについて  変更なし 

 

②  ＭＯ及びフロッピーディスクにおけるマルチボリュームファイルについて  変更なし 

 

 

① シングルファイルボリュームのファイル構造  変更なし 

 

② マルチファイルボリュームのファイル構造  変更なし 

 

③ マルチボリュームファイルのファイル構造  変更なし 

 

 

１．２．２ 磁気媒体等作成上の留意事項 

（１）全般 ～ （２）ＭＴ  変更なし 

（３）ＭＯ、ＣＤ－Ｒ及びフロッピーディスク 

・ 媒体エラー及びデータフォーマットエラーが通知された場合は、データの再作成、再送付を行

う。 

 



- ５ - 

 

１．６ データ種別一覧 

 
格納するデータレコード 

項番 データ種別（コントロールレコード） 
識別 情報名 

１ 111：保険者向け給付実績情報 1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

国保連合会保有給付実績情報 

２ 112：保険者向け給付管理票情報 1121

1122

保険者向け給付管理票情報 

３ 113：保険者保有給付実績情報 1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

保険者保有給付実績情報 

４ 114：保険者保有給付実績更新結果情報 1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

保険者保有給付実績更新結果情報 

５ 121：介護給付費資格照合表情報 1211 介護給付費資格照合表情報 

６ 122：介護予防・日常生活支援総合事業費資

格照合表情報 

1221 介護予防・日常生活支援総合事業費資格照

合表情報 

７ 151：介護給付費等請求額通知書情報 1511 介護給付費等請求額通知書情報 

８ 152：介護予防・日常生活支援総合事業費請

求額通知書情報 

1521 介護予防・日常生活支援総合事業費請求額

通知書情報 

９ 161：介護給付費等審査決定請求明細表情報 1611 介護給付費等審査決定請求明細表情報 

１０ 162：介護予防・日常生活支援総合事業費審

査決定請求明細表情報 

1621 介護予防・日常生活支援総合事業費審査決

定請求明細表情報 

１１ 171：介護給付費過誤決定通知書情報（保険

者分） 

1711 介護給付費過誤決定通知書情報（保険者

分） 

１２ 172：介護給付費再審査決定通知書情報（保

険者分） 

1721 介護給付費再審査決定通知書情報（保険者

分） 

１３ 173：介護給付費過誤申立書情報 1731 介護給付費過誤申立書情報 

１４ 174：介護給付費再審査申立書情報（保険者

分） 

1741

1742

介護給付費再審査申立書情報（保険者分）

１５ 175：介護予防・日常生活支援総合事業費過

誤決定通知書情報（保険者分） 

1751 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決

定通知書情報（保険者分） 

１６ 176：介護予防・日常生活支援総合事業費過

誤申立書情報 

1761 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申

立書情報 

2111 償還連絡票情報 １７ 211：償還連絡票情報 

2131 居宅介護（支援）給付費償還明細書情報 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

2141

2142

2143

居宅介護（支援）給付費償還明細書情報 

2151

2152

2153

2155

居宅介護（支援）給付費償還明細書情報 

2161

2162

2163

2164

居宅介護（支援）給付費償還明細書情報 

2171

2173

2175

2177

居宅介護（支援）給付費償還明細書情報 

2181

2182

2183

施設介護給付費償還明細書情報 

2191

2192

2193

2194

2195

施設介護給付費償還明細書情報 

21A1

21A2

21A3

施設介護給付費償還明細書情報 

21B1

21B2

21B4

居宅介護（支援）サービス計画費償還明細

書情報 

21C1 福祉用具販売費償還明細書情報 

21D1 住宅改修費償還明細書情報 

2132 介護予防サービス給付費償還明細書情報 

2144 介護予防サービス給付費償還明細書情報 

2154

2156

介護予防サービス給付費償還明細書情報 

2165 介護予防サービス給付費償還明細書情報 

2172

2174

2176

介護予防サービス給付費償還明細書情報 

21B3

21B5

介護予防支援給付費償還明細書情報 

21C2 介護予防福祉用具販売費償還明細書情報 

  

21D2 介護予防住宅改修費償還明細書情報 

１８ 221：償還払支給決定者一覧表情報 2211 償還払支給決定者一覧表情報 

１９ 222：償還払不支給決定者一覧表情報 2221 償還払不支給決定者一覧表情報 

２０ 223：償還払支給（不支給）決定通知書情報 2232 償還払支給（不支給）決定通知書情報 

２１ 231：振込依頼書（償還）情報 2311 振込依頼書（償還）情報 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

２２ 311：要介護認定期限到来者一覧表情報 3111 要介護認定期限到来者一覧表情報 

２３ 312：要介護認定・要支援認定有効期間終了

のお知らせ情報 

3121 要介護認定・要支援認定有効期間終了のお

知らせ情報 

２４ 313：要介護（更新）認定・要支援（更新）

認定申請書情報 

3131 要介護（更新）認定・要支援（更新）認定

申請書情報 

２５ 321：介護給付費通知一覧表情報 3211 介護給付費通知一覧表情報 

２６ 322：介護給付費通知書 3222 介護給付費通知書 

２７ 331：高額介護サービス費給付対象者一覧表

情報 

3311 高額介護サービス費給付対象者一覧表情

報 

２８ 332：高額介護サービス費給付のお知らせ情

報 

3322 高額介護サービス費給付のお知らせ情報 

２９ 333：高額介護（居宅支援）サービス費支給

申請書情報 

3331 高額介護（居宅支援）サービス費支給申請

書情報 

３０ 341：高額介護サービス費給付判定結果情報 3411 高額介護サービス費給付判定結果情報 

３１ 351：高額介護サービス費支給（不支給）決

定者一覧表情報 

3511 高額介護サービス費支給（不支給）決定者

一覧表情報 

３２ 352：高額介護サービス費支給（不支給）決

定通知書情報 

3522 高額介護サービス費支給（不支給）決定通

知書情報 

３３ 361：振込依頼書（高額）情報 3611 振込依頼書（高額）情報 

３４ 391：振込データ情報 3911 振込データ情報 

３５ 393：振込者一覧表情報 3931 振込者一覧表情報 

３６ 394：振込不能者一覧表情報 3941 振込不能者一覧表情報 

３７ 3A1：主治医意見書料支払一覧表情報 3A11 主治医意見書料支払一覧表情報 

３８ 3A2：主治医意見書料支払一覧表情報 3A21 主治医意見書料支払一覧表情報 

３９ 3B1：認定調査委託料支払一覧表情報 3B11 認定調査委託料支払一覧表情報 

4111 被保険者証作成情報（共通部） ４０ 411：被保険者証作成情報 

4122 被保険者証作成情報（明細部） 

４１ 421：被保険者証作成一覧表情報 4211 被保険者証作成一覧表情報 

４２ 431：被保険者証作成情報エラーリスト情報 4311 被保険者証作成情報エラーリスト情報 

４３ 432：第１号被保険者保険料徴収情報エラー

リスト情報 

4321 第１号被保険者保険料徴収情報エラーリ

スト情報 

4411 第１号被保険者保険料徴収情報（共通部）４４ 

 

441：第１号被保険者保険料徴収情報 

4421 第１号被保険者保険料徴収情報（明細部）

４５ 451：保険料納付通知書等作成一覧表（普通

徴収者）情報 

4511 保険料納付通知書等作成一覧表（普通徴収

者）情報 

４６ 452：保険料納付通知書等作成一覧表（特別

徴収者）情報 

4521 保険料納付通知書等作成一覧表（特別徴収

者）情報 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

5112 事業所異動連絡票情報（基本情報） 

5213 事業所異動連絡票情報（ｻｰﾋﾞｽ情報） 

４７ 

 

521：事業所異動連絡票情報 

5215 事業所異動連絡票情報（介護支援専門員情

報） 

5132 事業所情報更新結果情報（基本情報） 

5233 事業所情報更新結果情報（サービス情報）

４８ 523：事業所情報更新結果情報 

5235 事業所情報更新結果情報（介護支援専門員

情報） 

5142 事業所台帳情報（基本情報） 

5243 事業所台帳情報（サービス情報） 

４９ 524：事業所台帳情報 

5245 事業所台帳情報（介護支援専門員情報） 

５０ 531：受給者異動連絡票情報 5311 受給者異動連絡票情報 

５１ 533：受給者情報更新結果情報 5331 受給者情報更新結果情報 

5341 受給者台帳情報（単票） ５２ 

 

534：受給者台帳情報 

5342 受給者台帳情報（一覧表） 

５３ 536：受給者情報突合情報 5361 受給者情報突合情報 

５４ 537：受給者情報突合結果情報 5371 受給者情報突合結果情報 

5411 保険者異動連絡票情報 ５５ 

 

541：保険者異動連絡票情報 

5611 広域連合異動連絡票情報 

（行政区異動連絡票情報） 

5431 保険者情報更新結果情報 ５６ 543：保険者情報更新結果情報 

5631 広域連合情報更新結果情報 

（行政区情報更新結果情報） 

5441 保険者台帳情報 ５７ 544：保険者台帳情報 

5641 広域連合情報（行政区情報） 

５８ 551：市町村固有異動連絡票情報 5511 市町村固有異動連絡票情報 

５９ 553：市町村固有情報更新結果情報 5531 市町村固有情報更新結果情報 

６０ 554：市町村固有情報 5541 市町村固有情報 

5A11 共同処理用保険者異動連絡票情報（基本情

報） 

６１ 

 

5A1：共同処理用保険者異動連絡票情報 

5B11 共同処理用保険者異動連絡票情報（償還払

給付額管理処理情報） 

5A31 共同処理用保険者情報更新結果情報（基本

情報） 

６２ 5A3：共同処理用保険者情報更新結果情報 

5B31 共同処理用保険者情報更新結果情報（償還

払給付額管理処理情報） 

5A41 共同処理用保険者情報（基本情報） ６３ 5A4：共同処理用保険者情報 

5B41 共同処理用保険者情報（償還払給付額管理

処理情報） 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

5C11 共同処理用受給者異動連絡票情報（基本情

報） 

5D11 共同処理用受給者異動連絡票情報（償還払

給付額管理処理情報） 

６４ 5C1：共同処理用受給者異動連絡票情報 

5E11 共同処理用受給者異動連絡票情報（高額介

護サービス費支給処理情報） 

5C31 共同処理用受給者情報更新結果情報（基本

情報） 

5D31 共同処理用受給者情報更新結果情報（償還

払給付額管理処理情報） 

６５ 5C3：共同処理用受給者情報更新結果情報 

5E31 共同処理用受給者情報更新結果情報（高額

介護サービス費支給処理情報） 

5C41 共同処理用受給者情報（基本情報） 

 

5D41 共同処理用受給者情報（償還払給付額管理

処理情報） 

６６ 5C4：共同処理用受給者情報 

5E41 共同処理用受給者情報（高額介護サービス

費支給処理情報） 

６５ 5F1：地域密着型サービスコード異動連絡票

情報 

5F11 地域密着型サービスコード異動連絡票情

報 

６８ 5F3：地域密着型サービスコード更新結果情

報 

5F31 地域密着型サービスコード更新結果情報 

６９ 5F4：地域密着型サービスコード情報 5F41 地域密着型サービスコード情報 

７０ 5G1：介護予防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード異動連絡票情報 

5G11 介護予防・日常生活支援総合事業サービス

コード異動連絡票情報 

７１ 5G3：介護予防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード更新結果情報 

5G31 介護予防・日常生活支援総合事業サービス

コード更新結果情報 

７２ 5G4：介護予防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード情報 

5G41 介護予防・日常生活支援総合事業サービス

コード情報 

７３ 631：介護給付費等請求額通知書情報（公費

負担者分） 

6311 介護給付費等請求額通知書情報（公費負担

者分） 

７４ 641：介護給付費公費受給者別一覧表情報 6411 介護給付費公費受給者別一覧表情報 

７５ 651：介護給付費過誤決定通知書情報（公費

負担者分） 

6511 介護給付費過誤決定通知書情報（公費負担

者分） 

７６ 652：介護給付費再審査決定通知書情報（公

費負担者分） 

6521 介護給付費再審査決定通知書情報（公費負

担者分） 

7111 介護給付費請求書情報 

7131 居宅介護（支援）給付費請求明細書情報 

7141

7142

7143

居宅介護（支援）給付費請求明細書情報 

7151

7152

7153

7155

居宅介護（支援）給付費請求明細書情報 

７７ 711：介護給付費請求書情報 

7161

7162

7163

7164

居宅介護（支援）給付費請求明細書情報 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

7171

7173

7175

7177

居宅介護（支援）給付費請求明細書情報 

7181

7182

7183

施設介護給付費請求明細書情報 

7191

7192

7193

7194

7195

施設介護給付費請求明細書情報 

71A1

71A2

71A3

施設介護給付費請求明細書情報 

7132 介護予防サービス給付費請求明細書情報 

7144 介護予防サービス給付費請求明細書情報 

7154

7156

介護予防サービス給付費請求明細書情報 

7165 介護予防サービス給付費請求明細書情報 

7172

7174

7176

介護予防サービス給付費請求明細書情報 

8121

8122

8124

介護給付費請求明細書（居宅サービス計画

費）情報 

  

8123

8125

介護予防支援介護給付費明細書 

7112 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書

情報 

71P1

 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求明

細書情報 

７８ 71P：介護予防・日常生活支援総合事業費請

求書情報 

8161

 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求明

細書（ケアマネジメント費）情報 

７９ 71B：介護給付費再審査申立書 71B1

71B2

介護給付費再審査申立書情報 

８０ 721：介護保険審査決定増減表 7211 介護保険審査決定増減表情報 

８１ 722：介護予防・日常生活支援総合事業審査

決定増減表情報 

7221 介護予防・日常生活支援総合事業審査決定

増減表情報 

８２ 731：介護保険審査増減点通知書 7311 介護保険審査増減単位数通知書情報 

８３ 741：請求明細・給付管理票返戻（保留）一

覧表情報 

7411 請求明細・給付管理票返戻（保留）一覧表

情報 

８４ 742：介護予防・日常生活支援総合事業請求

明細書返戻一覧表情報 

7421 介護予防・日常生活支援総合事業請求明細

書返戻一覧表情報 

８５ 751：介護給付費等支払決定額通知書 7511

7512

介護給付費等支払決定額通知書情報 

 

８６ 752：介護給付費等支払決定額内訳書 7521 介護給付費支払決定額内訳書情報 

８７ 754：介護予防・日常生活支援総合事業費支

払決定額内訳書情報 

7541 介護予防・日常生活支援総合事業費支払決

定額内訳書情報 
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格納するデータレコード 
項番 データ種別（コントロールレコード） 

識別 情報名 

８８ 761：介護給付費過誤決定通知書（事業所） 7611 介護給付費過誤決定通知書情報（事業所）

８９ 762：介護給付費再審査決定通知書（事業所） 7621 介護給付費再審査決定通知書情報（事業

所） 

９０ 763：介護予防・日常生活支援総合事業費過

誤決定通知書情報（事業所） 

7631 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決

定通知書情報（事業所） 

９１ 821：給付管理票情報 8211

8221

8222

給付管理票総括票情報 

給付管理票情報 

９２ 831：サービス提供終了確認情報 8311 サービス提供終了確認情報 

９３ 832：サービス提供終了確認情報登録対象者

一覧表情報 

8321 サービス提供終了確認情報登録対象者一

覧表情報 

９４ 833：サービス提供終了確認者台帳情報 8331 サービス提供終了確認者台帳情報 
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資料３ 都道府県インタフェースのインタフェース変更案 

 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴う、事業所異動連絡票情報に関す

る国保連合会とのインタフェースの変更案について以下に示す。 

 

（１）事業所異動連絡票情報（基本情報） 
必須入力※１ 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 
新規 変更 終了 

備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４

事業所異動連絡票情報

（基本情報）の識別番号

を設定する 

○ ○ ○ “5112”固定

２ 異動年月日 数字 ８

事業所の指定等に関して

取得または変更等が生じ

た 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する

○ ○ ○ ※２ 

３ 異動区分コード 数字 １
異動区分コードを設定す

る 
○ ○ ○ ※３ 

４ 異動事由 数字 ２
事業所情報の異動事由を

設定する 
○ ○ ○ 01（固定値）

５ 事業所番号 数字 １０ 事業所番号を設定する ○ ○ ○ ※３ 

６ 

～ 

１９ 

変更なし 

２０ 法人等種別コード 数字 ２
事業所の法人等の種別を

コードで設定する 
○   ※３ 

２１ 
指定／基準該当等事業所

区分コード 
数字 １

指定又は基準該当等の事

業所の区分をコードで設

定する 

○   

※３ 

※５ 

※６ 

 

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。（○：必須） 

※２：「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：「年月日」欄」参照。(P.42) 

※３：「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※４：「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧 市町村コード（事業所所在地）」参照。(P.31) 

※５：以下の通り設定する。 

コード 介護（介護予防）サービス 地域密着型サービス 
介護予防・日常生活支

援総合事業サービス 

１ 指定事業所 情報なし 

２ 基準該当事業所 情報なし 

３ 相当サービス事業所 情報なし、又は、 

相当サービス事業所 

４ その他 情報なし 

５ 情報なし 指定事業所 

６ 指定事業所 みなし指定事業所 

７ 基準該当事業所 みなし指定事業所 

情報なし、又は、 

みなし指定事業所 

８ 情報なし 情報なし 指定事業所 

※６：介護予防支援事業所（地域包括支援センター）の場合は、１：指定事業所を設定する。 
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（２）事業所異動連絡票情報（サービス情報） 
必須入力※１ 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 
新規 変更 終了 

備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４

事業所異動連絡票情報

（サービス情報）の識別

番号を設定する 

○ ○ ○ “5213”固定 

２ 異動年月日 数字 ８

事業所の指定等に関して

取得または変更等が生じ

た年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する

○ ○ ○ 

※２ 

３ 異動区分コード 数字 １
異動区分コードを設定す

る 
○ ○ ○ 

※３ 

４ 異動事由 数字 ２
事業所情報の異動事由を

設定する 
○ ○ ○ 

01（固定値）

５ 事業所番号 数字 １０ 事業所番号を設定する ○ ○ ○ ※３ 

６ 

～ 

５９ 

変更なし 

６０ 地域区分コード 数字 １

厚生労働省の定める事業

所が所在する地域に該当

する区分をコードで設定

する 

○   

※３ 

※２８ 

６１ 登録保険者番号 数字 ６

基準該当事業所、又は、

地域密着型事業所、又は、

介護予防・日常生活支援

総合事業事業所を登録し

た保険者の番号を設定す

る 

   

※７ 

※２０ 

６２ 受領委任の有無 数字 １

受領委任の有無をコード

で設定する 
   

1:無し 

2:有り 

※２１ 

※２４ 

６３ 登録開始年月日 数字 ８

登録開始年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

   

※２ 

※２１ 

６４ 

基
準
該
当
・
地
域
密
着
型
・
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業 

登録終了年月日 数字 ８

登録終了年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

   

※２ 

※２１ 

６５ 

～ 

８５ 

変更なし 

８６ 緊急受入体制の有無 数字 １

緊急受入体制の有無をコ

ードで設定する 
   

1:対応不可 

2:対応可 

※４、※１

８、※２９ 

８７ 

～ 

９８ 

変更なし 

９９ 利用定員数 数字 ５ 利用定員数を設定する    
※１１ 

※１５ 
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必須入力※１ 
項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

新規 変更 終了 
備考 

100 

～ 

123 

変更なし 

124 ３級ヘルパー体制 数字 １
３級ヘルパー体制をコー

ドで設定する 
   

1:無し 

2:有り 

※４、※２

６、※２９ 

125 

～ 

139 

変更なし 

140 
日中の身体介護２０分未

満体制の有無 
数字 １

日中の身体介護２０分未

満体制の有無をコードで

設定する 

   

1:無し 

2:有り 

※４、※３０

141 
サービス提供責任者体制

の有無 
数字 １

サービス提供責任者体制

の有無をコードで設定す

る 

   

1:減算無し 

2:減算有り 

※４、※３０

142 
同一建物に居住する利用

者の減算の有無 
数字 １

同一建物に居住する利用

者の減算の有無で設定す

る 

   

1:無し 

2:有り 

※４、※３０

143 
緊急短期入所体制確保加

算 
数字 １

緊急短期入所体制確保加

算をコードで設定する 
   

1:無し 

2:有り 

※４、※３０

144 
在宅復帰・在宅療養支援

機能加算 
数字 １

在宅復帰・在宅療養支援

機能加算をコードで設定

する 

   

1:無し 

2:有り 

※４、※３０

145 
生活機能向上グループ活

動加算 
数字 １

生活機能向上グループ活

動加算をコードで設定す

る 

   

1:無し 

2:有り 

※４、※３０

146 介護職員処遇改善加算 数字 １
介護職員処遇改善加算を

コードで設定する 
   

1:無し 

2:加算Ⅰ 

3:加算Ⅱ 

4:加算Ⅲ 

※４、※３０

※１：異動区分コードにより入力必須項目が異なる。（○：必須） 

※２：「インタフェース仕様書 共通編(P.42) 1.5 留意事項：「年月日」欄」参照。 

※３：インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※４：サービス種類等により体制の無い加算については“０”または“NULL”を設定する。 

※７：当該サービスに係わる事業所を登録した市町村のコードを設定する。 

※15：事業所異動連絡票情報のサービス種類コードが“21:短期生活”、“22:短期老健”、“23:短期医

療”、“32:認知症型”、“33:特定施設(短期利用型以外）”、“27:特定施設(短期利用型)”、“51:

福祉施設”、“52:老健施設”、“53:医療施設”、“24:予防短期生活”、“25:予防短期老健”、“26:

予防短期医療”、“35:予防特定施設”、“36:地域密着特定施設(短期利用型以外）”、28:地域

密着特定施設(短期利用型）”、“54:地域密着福祉施設”、“37：予防認知症型”、“38：認知症

型短期利用”、“39：予防認知症型短期利用”の場合に設定する。その他のサービス種類コー

ドでは設定不可とする。 

※18：処理年月が平成 18 年 5 月以降の場合、設定する。なお、処理年月が平成 18 年 4 月以前の場

合、本項目の設定は不要とし、従前のインタフェースとする。設定された場合はエラーとして
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台帳への登録は行わない。また、異動年月日が平成 18 年 3 月 31 日以前の情報は、未設定

であってもエラーとしない。設定している場合は、通常のチェックを行う。 

※20：保険者番号（広域連合、政令市の場合は、広域連合又は政令市の保険者番号）を設定する。 

※21：地域密着型サービス、又は、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの場合、設定不可。 

※24：基本情報の指定／基準該当等事業所区分コードが、「2：基準該当事業所」又は「7：混在型事

業所Ⅱ」の場合のみ、値の設定を可能とする。 

※26： 処理年月が平成 21 年 5 月以降の場合、設定する。なお、処理年月が平成 21 年 4 月以前の

場合、本項目の設定は不要とし、従前のインタフェースとする。設定された場合はエラーとし

て台帳への登録は行わない。また、異動年月日が平成 21 年 3 月 31 日以前の情報は、未設

定であってもエラーとしない。設定している場合は、通常のチェックを行う。 

※28：介護予防・日常生活支援総合事業サービスの場合、「５：その他」を設定する。 

※29：異動年月日が平成 24 年 3 月 31 日以前の場合、設定可とし、平成 24 年 4 月 1 日以降の情報

に設定した場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※30：処理年月が平成 24 年 5 月以降の場合、設定する。なお、処理年月が平成 24 年 4 月以前の場

合、本項目の設定は不要とし、従前のインタフェースとする。設定された場合はエラーとして

台帳への登録は行わない。また、異動年月日が平成 24 年 3 月 31 日以前の情報は、未設定

であってもエラーとしない。設定している場合は、通常のチェックを行う。 
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<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲ

ﾄ数
内容 

６０ 地域区分コード 数字 １ 
1:１級地 2:４級地 3:５級地 4:６級地 5:その他 6:２

級地 7:３級地 8:５級地の２ 9:６級地の２ 

サービス種類 届出内容 

訪問入浴介護 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

1:無し 2:有り 

訪問看護 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

介護予防通所介護 

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

1:無し 

2:加算Ⅰ 

3:加算Ⅱ 

127 
サービス提供体制強化

加算 
数字 １ 

上記以外 
1:無し 2:加算Ⅰ 

3:加算Ⅱ 4:加算Ⅲ 

140 
日中の身体介護２０分

未満体制の有無 
数字 １ 1:無し 2:有り 

141 
サービス提供責任者体

制の有無 
数字 １ 1:減算無し 2:減算有り 

142 
同一建物に居住する利

用者の減算の有無 
数字 １ 1:無し 2:有り 

143 
緊急短期入所体制確保

加算 
数字 １ 1:無し 2:有り 

144 
在宅復帰・在宅療養支

援機能加算 
数字 １ 1:無し 2:有り 

145 
生活機能向上グループ

活動加算 
数字 １ 1:無し 2:有り 

146 介護職員処遇改善加算 数字 １ 1:無し 2:加算Ⅰ 3:加算Ⅱ 4:加算Ⅲ 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲ

ﾄ数
内容 

サービス 

種類 
内容 

平成 24 年 3 月以前 

1:訪問看護ステーション 

2:病院または診療所 

平成 24 年 4 月以降 訪問看護 

1:訪問看護ステーション 

2:病院または診療所 

3:定期巡回・随時対応サービス連携 

平成 21 年 3月以前 平成 21 年 4月以降 

1:通常の医療機関 

2:小規模診療所 

3:介護老人保健施設 

4:通常規模の事業所 

5:大規模の事業所

（Ⅰ） 

6:大規模の事業所

（Ⅱ） 

平成 24 年 4 月以降 
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ 
4:通常規模の事業所(病院・診療所) 

5:大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所) 

6:大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)  

7:通常規模の事業所(介護老人保健施設)  

8:大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設) 

9:大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設) 

平成 18 年 3月以前 平成 18 年 4月以降 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

3:養護老人ホーム 

4:高齢者専用賃貸住

宅 

平成 21 年 4月以降 

1:有料老人ホーム（介護専用型） 

2:軽費老人ホーム（介護専用型） 

3:養護老人ホーム（介護専用型） 

4:高齢者専用賃貸住宅（介護専用型） 

5:有料老人ホーム（混合型） 

6:軽費老人ホーム（混合型） 

7:養護老人ホーム（混合型） 

8:高齢者専用賃貸住宅（混合型） 

平成 24 年 4 月以降 

特定施設入

居者生活介

護（短期利用

型以外） 

1:有料老人ホーム（介護専用型） 

2:軽費老人ホーム（介護専用型） 

3:養護老人ホーム（介護専用型） 

5:有料老人ホーム（混合型） 

6:軽費老人ホーム（混合型） 

7:養護老人ホーム（混合型） 

平成 24 年 3月以前 平成 24 年 4 月以降 

２４ 施設等の区分コード 英数 １ 

介護予防特

定施設入居

者生活介護 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

3:養護老人ホーム 

4:高齢者専用賃貸住宅 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

3:養護老人ホーム 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲ

ﾄ数
内容 

平成18年4月以降 平成 20 年 5月以降 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

3:養護老人ホーム 

4:高齢者専用賃貸

住宅 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

3:養護老人ホーム 

4:高齢者専用賃貸住

宅 

5:サテライト型有料

老人ホーム 

6:サテライト型軽費

老人ホーム 

7:サテライト型養護

老人ホーム 

8:サテライト型高齢

者専用賃貸住宅 

平成 24 年 4 月以降 

地域密着型特定施

設入居者生活介護

（短期利用型以

外） 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

5:サテライト型有料老人ホーム 

6:サテライト型軽費老人ホーム 

以下は平成 24 年 4 月以降設定 

特定施設入居者生

活介護(短期利用

型) 

1:有料老人ホーム（介護専用型） 

2:軽費老人ホーム（介護専用型） 

5:有料老人ホーム（混合型） 

6:軽費老人ホーム（混合型） 

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ 

1:病院または診療所 

2:介護老人保健施設 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護

1:一体型 

2:連携型 

小規模多機能型居

宅介護 

1:小規模多機能型居宅介護事業所 

2:サテライト型小規模多機能型居宅介護

事業所 

認知症対応型共同

生活介護（短期利

用型以外） 

1:Ⅰ型 

2:Ⅱ型 

認知症対応型共同

生活介護（短期利

用型） 

1:Ⅰ型 

2:Ⅱ型 

地域密着型特定施

設入居者生活介護

(短期利用型） 

1:有料老人ホーム 

2:軽費老人ホーム 

5:サテライト型有料老人ホーム 

6:サテライト型軽費老人ホーム 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

1:小規模多機能型居宅介護事業所 

2:サテライト型小規模多機能型居宅介護

事業所 

介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用型以

外） 

1:Ⅰ型 

2:Ⅱ型 

２４ 
施設等の区分コードの 

続き 
  

介護予防認知症対

応型共同生活介護

（短期利用型） 

1:Ⅰ型 

2:Ⅱ型 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

サービス種類 

および 

施設等の区分 

内容 

短期入所療養介護 平成 17 年 9 月 

以前 

平成 17 年 10 月 

以降 

 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 なし 

 平成 24 年 4 月以降 

通常型 
1:従来型  

2:在宅強化型 

療養型 
1:療養型  

2:療養強化型 

短期入所療養介護 平成 15 年 3月 

以前 

平成 15 年 4月 

以降 

病院療養型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

3:Ⅲ型 4:Ⅳ型 

2:Ⅰ型 3:Ⅱ型 

4:Ⅲ型 

診療所療養型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

認知症疾患型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

3:Ⅲ型 4:Ⅳ型 

1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

3:Ⅲ型 

介護力強化型 ※

２ 

1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

3:Ⅲ型 4:Ⅳ型 
 

 平成 18 年 4月 

以降 

平成 20 年 5月 

以降 

病院療養型 2:Ⅰ型 3:Ⅱ型 4:Ⅲ型 

診療所療養型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

認知症疾患型 5:Ⅰ型 6:Ⅱ型 7:Ⅲ型 8:Ⅳ型 

9:Ⅴ型 

ユニット型 

認知症疾患型 

5:Ⅰ型 6:Ⅱ型 

病院経過型  2:Ⅰ型 3:Ⅱ型 

介護老人保健施設 平成 17 年 9 月 

以前 

平成 17 年 10 月 

以降 

 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 なし 

 平成 24 年 4 月以降 

通常型 
1:従来型  

2:在宅強化型 

２５ 人員配置区分コード 数字 １ 

療養型 
1:療養型  

2:療養強化型 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

以下は平成 18 年 4 月以降設定 

特定施設入居者生

活介護（短期利用型

以外） 

平成 18 年 4 月 

以降 

平成 24 年 4 月 

以降 

有料老人ホーム 1:一般型 

2:外部サービス利用型 

軽費老人ホーム 1:一般型 

2:外部サービス利用型 

養護老人ホーム 2:外部サービス利用型 

高齢者専用賃貸

住宅 

1:一般型 

2:外部サービス

利用型 

 

介護予防短期入所

療養介護 

平成 18 年 4月 

以降 

平成 20 年 5月 

以降 

病院療養型 2:Ⅰ型 3:Ⅱ型 4:Ⅲ型 

診療所療養型 1:Ⅰ型 2:Ⅱ型 

認知症疾患型 5:Ⅰ型 6:Ⅱ型 8:Ⅳ型 9:Ⅴ型 

7:Ⅲ型 

ユニット型認知

症疾患型 

5:Ⅰ型 6:Ⅱ型 

病院経過型  2:Ⅰ型 3:Ⅱ型 

介護予防特定施設

入居者生活介護 

平成 18 年 4 月 

以降 

平成 24 年 4 月 

以降 

有料老人ホーム 1:一般型 

2:外部サービス利用型 

軽費老人ホーム 1:一般型 

2:外部サービス利用型 

養護老人ホーム 2:外部サービス利用型 

高齢者専用賃貸

住宅 

1:一般型 

2:外部サービス

利用型 

 

以下は平成 22 年 4 月以降設定 

介護予防短期入所

療養介護 
 

通常型 
1:従来型  

2:在宅強化型 

２５ 
人員配置区分コードの 

続き 
  

療養型 
1:療養型  

2:療養強化型 
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（３）事業所異動連絡票情報（処遇改善情報） 
必須入力※１ 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 
新規 変更 終了 

備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４

事業所異動連絡票情報

（処遇改善情報）の識別

番号を設定する 

○ ○ ○ “5216”固定 

２ 異動年月日 数字 ８

処遇改善の指定等に関し

て取得または変更等が生

じ た 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する

○ ○ ○ ※２、※３ 

３ 異動区分コード 数字 １
異動区分コードを設定す

る 
○ ○ ○ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 数字 ２
処遇改善情報の異動事由

を設定する 
○ ○ ○ 01:固定値 

５ 事業所番号 数字 １０
処遇改善の申請を行った

事業所番号を設定する 
○ ○ ○  

６ キャリアパス対応の状況 数字 １

平成２２年１０月以降のキ

ャリアパス対応の状況をコ

ードで設定する 
   

※４、※５ 

1:減額なし 

2:10％減算

（キャリア

パス要件） 

3:10％減算

（定量的要

件） 

4:20％減算 

７ 交付条件予備項目１ 数字 １
交付条件予備項目１をコ

ードで設定する 
    

８ 交付条件予備項目２ 数字 １
交付条件予備項目２をコ

ードで設定する 
    

９ 交付条件予備項目３ 数字 １
交付条件予備項目３をコ

ードで設定する 
    

 

異動年月日が平成２４年４月１日以降である場合にはエラーとする。 

 

＜参考：都道府県インタフェース解説書＞ 

１７ページ 

１．２．５ 事業所異動連絡票情報（処遇改善情報） 

【補足説明】 

＊２ ：「異動年月日」の日付妥当性検査 

 異動年月日が２００９年９月３０日以前又は２０１２年４月１日以降でないこと。 

 

 



平成　24年  5月  1日

申請（開設）者

代表者

31 － 2 －

3

○ ○ 県 □ □ 郡 △ △ 町

1 ― 2 ―ｶ ｸ ﾏ ﾁｶ ｸ ｻ ﾝﾞ ﾝ ｻ ﾝｼ ｶ ｸ ｸﾝ ｼ ｶ ｸﾙ ﾏ ﾙ ｹ5 6 7 ﾏ1 2 3 4

一 郎 理 事

ｲ ﾁ ﾛ ｳ

3

ｼ ﾞ ｷ ﾞ ｮ ｳ ｼ ｬ

1 － 2 －

3

○ ○ 県 □ □ 郡 △ △ 町

1 ― 2 ―ｶ ｸ ﾏ ﾁｶ ｸ ｻ ﾝﾞ ﾝ ｻ ﾝｼ ｶ ｸ ｸﾝ ｼ ｶ ｸﾙ ﾏ ﾙ ｹ

9 0

1 2 3 4 5 6 7 ﾏ

6 ― 7 8― 3 4 5次 郎 1 2事 業 者

7 8 9 04 5 6 ―1 2 ― 3ｼ ﾞ ﾛ ｳ

1

ｼ ﾞ ｷ ﾞ ｮ ｳ ｼ ｬ

4 4X 0 1 20 0 0 X

住所

－

法人種別

住所

－

氏名

事 業 者

職名

日

氏名

電話番号

FAX番号

平成 年 月1 2

（      1頁）

都道府県名

（基本情報） ○○県

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（例）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日3 4 5

1:指定　2:基準該当　3:相当　4:その他　5:地域密着　6:混在型Ⅰ　7:混在型Ⅱ　8:総合事業

5111

事業所区分 市町村番号
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平成　24年 5月  1日

管理者

事業所

月年 1

1 2 4

8 9 0

1

利用定員数

訪問介護サービス提供責任者数

訪問介護員数（専従常勤者）

訪問介護員数（専従非常勤者）

訪問介護員数（兼務常勤者）

事業休止
年月日

2 － 3

7

2 ― 3ﾁ 1 ―

△ 町 1 －○ ○ 県 □ □ 郡 △

ﾏｻ ﾝ ｶ ｸｻ ﾝ ｶ ｸｸ ｸ ﾞ ﾝｶ ｸ ｼ ｶ

5 6 ―

ﾏ ﾙ ﾏ ﾙ ｹ ﾝ ｼ

2 ― 3 48 9 0 15 6 ― 72 ― 3 41 2 3 4 5 6 7 1

ｳ ｼ ｮ

介 護 福 祉 事 業 所

ﾞ ｷ ﾞ ｮ

－ 3

ｶ ｲ ｺ ﾞ ﾌ ｸ ｼ ｼ

町 1 － 2

― 3

○ ○ 県 □ □ 郡 △ △

ﾁ 1 ― 2ﾝ ｶ ｸ ﾏﾝ ｶ ｸ ｻｸ ﾞ ﾝ ｻｸ ｼ ｶ ｸｹ ﾝ ｼ ｶ

1 2 3 4 5 6 7－

ｳ

事 業 者 次 郎

ｼ ﾞ ﾛｮ ｳ ｼ ｬ

1 1 0 1

X X 0 15 0 0 0

日

指定有効
終了年月日 平成 年 月 日

指定有効
開始年月日 平成 年 月

月

月

月

日

日

日

日

1月

登録開始
年月日

事業廃止
年月日 平成

年

年

年

平成

基準該当・地域密着型・
介護予防・日常生活支援総合事業

平成 年

登録終了
年月日 平成

事業再開
年月日 平成

介護支援専門員数（専従常勤者）

介護支援専門員数（専従非常勤者）

介護支援専門員数（兼務常勤者）

介護支援専門員数（兼務非常勤者）

訪問介護員数（兼務非常勤者）

1:なし　2:あり

指定更新
申請中区分

年

平成 年
効力停止

開始年月日

効力停止
終了年月日 平成

登録保険
者番号

5213

受領委任

地域区分

月 日

年 月 日

1:なし　2:あり

サービス種類

介護保険 事業所異動連絡票（例） 都道府県名

（サービス情報） ○○県

（      1頁）

1 2 3 4

日

氏名
ﾞ

ﾏ ﾙ ﾏ ﾙ

住所

電話番号 FAX番号

年

平成

都道府県→国保連

住所

事業所番号

ｼ ﾞ ｷ

－

名称

生活保護の指定

指定番号
事業開始
年月日

訪問介護員数（常勤換算後人数）

1:なし　2:あり

日月

月

日異動区分 1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成 8 4

.
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サービス種類コードと体制等状況の関係＿Ｈ２４．４
凡例　：　

26 27 28 29 31 33 34 35 36 39 116 118 123 119 44 120 69 47 48 49 50 51 52 76 53 54 56 57 138 58 65 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 106 108 109 110 111 112 113 114 115 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146
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1 身体介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 生活援助 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 通院等乗降介助 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12：訪問入浴介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 訪問看護ステーション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 病院または診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３　定期巡回・随時対応サービス連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 病院または診療所 ○ ○

2 介護老人保健施設 ○ ○

3 小規模型事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 通常規模型事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 療養通所介護事業所 ○ ○ ○ ○ ○

6 大規模型事業所（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 大規模型事業所（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 通常規模の事業所(病院・診療所) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 大規模の事業所（Ⅰ）(病院・診療所) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 大規模の事業所（Ⅱ）(病院・診療所) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7　通常規模の事業所(介護老人保健施設) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8　大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9　大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17：福祉用具貸与 ○ ○ ○

1 単独型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 併設型・空床型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 単独型ユニット型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 併設型・空床型ユニット型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 病院療養型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型　4 Ⅲ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2診療所型 1 Ⅰ型　2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 認知症疾患型
5 Ⅰ型　6 Ⅱ型　7Ⅲ型　8Ⅳ型　9Ⅴ
型

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型病院療養型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ユニット型診療所型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型認知症疾患型 5 Ⅰ型　6 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 病院経過型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B 認知症経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C ユニット型病院経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31：居宅療養管理指導

1 有料老人ホーム（介護専用型） ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 軽費老人ホーム（介護専用型） ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 養護老人ホーム（介護専用型） 2 外部サービス利用型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 4 高齢者専用賃貸住宅（介護専用型）  1 一般型　2 外部サービス利用型 ○ ○ ○ ○ ○

5 有料老人ホーム（混合型） ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 軽費老人ホーム（混合型） ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 養護老人ホーム（混合型） 2 外部サービス利用型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 8 高齢者専用賃貸住宅（混合型）  1 一般型　2 外部サービス利用型 ○ ○ ○ ○ ○

1 有料老人ホーム（介護専用型） ○ ○ ○ ○

2 軽費老人ホーム（介護専用型） ○ ○ ○ ○

5 有料老人ホーム（混合型） ○ ○ ○ ○

6 軽費老人ホーム（混合型） ○ ○ ○ ○

41：特定福祉用具販売

42：住宅改修

43：居宅介護支援 ○ ○ ○ ○

1 介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 小規模介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ユニット型介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ユニット型小規模介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 病院療養型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型　4 Ⅲ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 診療所型 1 Ⅰ型　2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 認知症疾患型
5 Ⅰ型　6 Ⅱ型　7Ⅲ型　8Ⅳ型　9Ⅴ
型

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型病院療養型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ユニット型診療所型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型認知症疾患型 5 Ⅰ型　6 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 病院経過型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B 認知症経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C ユニット型病院経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 従来型
2 在宅強化型

1 療養型
2 療養強化型

1 療養型
2 療養強化型

1 一般型　2 外部サービス利用型

1 従来型
2 在宅強化型

1 一般型　2 外部サービス利用型
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61：介護予防訪問介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62：介護予防訪問入浴介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 訪問看護ステーション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 病院または診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 病院または診療所 ○ ○

2 介護老人保健施設 ○ ○

65：介護予防通所介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1　病院または診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2　介護老人保健施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67：介護予防福祉用具貸与 ○ ○ ○

1 単独型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 併設型・空床型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 単独型ユニット型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 併設型・空床型ユニット型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 病院療養型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型　4 Ⅲ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 診療所型 1 Ⅰ型　2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 認知症疾患型
5 Ⅰ型　6 Ⅱ型　7Ⅲ型　8Ⅳ型　9Ⅴ
型

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ユニット型病院療養型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ユニット型診療所型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ユニット型認知症疾患型 5 Ⅰ型　6 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 病院経過型 2 Ⅰ型　3 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B 認知症経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C ユニット型病院経過型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34：介護予防居宅療養管理指導

1 有料老人ホーム ○ ○ ○ ○

2 軽費老人ホーム ○ ○ ○ ○

3 養護老人ホーム 2 外部サービス利用型 ○ ○ ○ ○

4 高齢者専用賃貸住宅 1 一般型　2 外部サービス利用型 ○ ○ ○

44：特定介護予防福祉用具販売

45：介護予防住宅改修

46：介護予防支援

1 一体型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 連携型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ⅰ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 単独型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 併設型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 グループホーム等活用型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ⅰ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ⅰ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 有料老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 軽費老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 養護老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○

4 高齢者専用賃貸住宅 ○ ○ ○ ○ ○

5 サテライト型有料老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 サテライト型軽費老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 サテライト型養護老人ホーム ○ ○ ○ ○ ○

8 サテライト型高齢者専用賃貸住宅 ○ ○ ○ ○ ○

1 有料老人ホーム ○ ○ ○ ○

2 軽費老人ホーム ○ ○ ○ ○

5 サテライト型有料老人ホーム ○ ○ ○ ○

6 サテライト型軽費老人ホーム ○ ○ ○ ○

1 地域密着型介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 サテライト介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ユニット型地域密着型介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ユニット型サテライト型地域密着型介護福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

77:複合型サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 単独型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 併設型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 グループホーム等活用型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ⅰ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ⅰ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Ⅱ型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人員配置区分

75：介護予防小規模多機能型居宅介護

74：介護予防認知症対応型通所介護

54：地域密着型介護老人福祉施設

63：介護予防訪問看護

39：介護予防認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

37：介護予防認知症対応型共同生活介護
(短期利用型以外)

32：認知症対応型共同生活介護（短期利用
型以外）

38：認知症対応型共同生活介護（短期利用
型）

36：地域密着型特定施設入居者生活介護
(短期利用型以外）

71：夜間対応型訪問介護

28:地域密着型特定施設入居者生活介護
(短期利用型）

サ
ー

ビ
ス
提
供
責
任
者
体
制

同
一
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
の
減
算

生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー

プ
活
動
加
算

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算

日
中
の
身
体
介
護
2
0
分
未
満
体
制

入
浴
介
助
体
制

常
勤
専
従
医
師
配
置

職員の欠員による減算の状況
特定診療費・特別療養費

加算項目

障
害
者
生
活
支
援
体
制

特
別
地
域
加
算

緊
急
時

（
介
護
予
防

）
訪
問
看
護
加
算

特
別
管
理
体
制

機
能
訓
練
指
導
体
制

64：介護予防訪問リハビリテーション

サービス種類 施設等の区分

25：介護予防短期入所療養介護
（介護老人保健施設）

66：介護予防通所リハビリテーション

24：介護予防短期入所生活介護

26：介護予防短期入所療養介護
（介護療養型医療施設等）

1 経過的施設以外
2 経過的施設

72：認知症対応型通所介護

35：介護予防特定施設入居者生活介護

1 一般型　2 外部サービス利用型

1 従来型
2 在宅強化型

1 療養型
2 療養強化型

医
師
の
配
置
基
準

精
神
科
医
師
定
期
的
療
養
指
導

夜
間
勤
務
条
件
基
準

送
迎
体
制

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
の
機
能
強
化

療
養
環
境
基
準

社
会
福
祉
法
人
軽
減
事
業
実
施

時
間
延
長
サ
ー

ビ
ス
体
制

運
動
器
機
能
向
上
体
制

栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
改
善

）
体
制

口
腔
機
能
向
上
体
制

特
定
事
業
所
加
算

（
訪
問
介
護

）
の
有
無

事
業
所
評
価
加
算

（
申
出

）

準
ユ
ニ

ッ
ト
ケ
ア
体
制
の
有
無

医
療
連
携
体
制

事
業
所
評
価
加
算

（
決
定

）

緊
急
受
入
体
制

夜
間
看
護
体
制

特
定
事
業
所
加
算

（
居
宅
介
護
支
援

）
の
有
無

ユ
ニ

ッ
ト
ケ
ア
体
制

在
宅
・
入
所
相
互
利
用
体
制

タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
体
制

（
看
取
り
介
護
体
制

）

身
体
拘
束
廃
止
取
組

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算

（
規

模
に
関
す
る
状
況

）

小
規
模
拠
点
集
合
体
制

認
知
症
ケ
ア
加
算
の
有
無

個
別
機
能
訓
練
体
制

設
備
基
準

療
養
体
制
維
持
特
別
加
算

３
級
ヘ
ル
パ
ー

体
制

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算

（
地

域
に
関
す
る
状
況

）

サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

（
空
床
型

）

夜
勤
職
員
配
置
加
算

療
養
食
加
算

日
常
生
活
継
続
支
援
加
算

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

２
４
時
間
通
報
対
応
加
算

若
年
性
認
知
症
利
用
者

（
入
所
者
・
患
者

）
受
入
加

算 看
護
体
制
加
算

看
護
職
員
配
置
加
算

夜
間
ケ
ア
加
算

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

76:定期巡回・随時対応型訪問介護看護

在
宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
機
能
加
算

73：小規模多機能型居宅介護

サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
加
算
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26 27 28 29 31 33 34 35 36 39 116 118 123 119 44 120 69 47 48 49 50 51 52 76 53 54 56 57 138 58 65 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 106 108 109 110 111 112 113 114 115 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 144 145 146 143

理
学
療
法
Ⅰ

作
業
療
法

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
指
導
管
理

言
語
聴
覚
療
法

精
神
科
作
業
療
法

そ
の
他

医
師

看
護
職
員

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

介
護
職
員

言
語
聴
覚
士

介
護
支
援
専
門
員

介
護
従
業
者

重
症
皮
膚
潰
瘍
指
導
管
理

薬
剤
管
理
指
導

集
団
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
療
法

82:訪問型予防サービス

83:通所型予防サービス

47:生活支援サービス（配食）

48:生活支援サービス（見守り）

49:生活支援サービス（その他）

40:ケアマネジメント

84:介護予防訪問入浴介護

85:介護予防訪問看護

86:介護予防訪問リハビリテーション

87:介護予防通所リハビリテーション

88:介護予防福祉用具貸与

89:介護予防短期入所生活介護

90:介護予防短期入所療養介護（介護老人
保健施設）
91:介護予防短期入所療養介護（介護療養
型医療施設等）

92:介護予防居宅療養管理指導

93:介護予防特定施設入居者生活介護

94:介護予防認知症対応型通所介護

95:介護予防小規模多機能型居宅介護

96:介護予防認知症対応型共同生活介護
（短期利用型以外）
97:介護予防認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

※各列の体制等状況項目の番号は、事業所異動連絡票（サービス情報）の項番を示す。

生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー

プ
活
動
加
算

日
中
の
身
体
介
護
2
0
分
未
満
体
制

サ
ー

ビ
ス
提
供
責
任
者
体
制

同
一
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
の
減
算

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算

夜
間
ケ
ア
加
算

サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

（
空
床
型

）

夜
勤
職
員
配
置
加
算

療
養
食
加
算

日
常
生
活
継
続
支
援
加
算

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

２
４
時
間
通
報
対
応
加
算

看
護
職
員
配
置
加
算

サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
加
算

若
年
性
認
知
症
利
用
者

（
入
所
者
・
患
者

）
受
入
加

算 看
護
体
制
加
算

療
養
体
制
維
持
特
別
加
算

３
級
ヘ
ル
パ
ー

体
制

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算

（
地

域
に
関
す
る
状
況

）

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算

（
規

模
に
関
す
る
状
況

）

小
規
模
拠
点
集
合
体
制

認
知
症
ケ
ア
加
算
の
有
無

個
別
機
能
訓
練
体
制

設
備
基
準

ユ
ニ

ッ
ト
ケ
ア
体
制

在
宅
・
入
所
相
互
利
用
体
制

タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
体
制

（
看
取
り
介
護
体
制

）

身
体
拘
束
廃
止
取
組

夜
間
看
護
体
制

特
定
事
業
所
加
算

（
居
宅
介
護
支
援

）
の
有
無

準
ユ
ニ

ッ
ト
ケ
ア
体
制
の
有
無

医
療
連
携
体
制

口
腔
機
能
向
上
体
制

事
業
所
評
価
加
算

（
申
出

）

事
業
所
評
価
加
算

（
決
定

）

緊
急
受
入
体
制

社
会
福
祉
法
人
軽
減
事
業
実
施

特
定
事
業
所
加
算

（
訪
問
介
護

）
の
有
無

運
動
器
機
能
向
上
体
制

栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
改
善

）
体
制

職員の欠員による減算の状況
特定診療費・特別療養費

加算項目

障
害
者
生
活
支
援
体
制

時
間
延
長
サ
ー

ビ
ス
体
制

送
迎
体
制

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン
の
機
能
強
化

療
養
環
境
基
準

常
勤
専
従
医
師
配
置

医
師
の
配
置
基
準

精
神
科
医
師
定
期
的
療
養
指
導

夜
間
勤
務
条
件
基
準

緊
急
時

（
介
護
予
防

）
訪
問
看
護
加
算

特
別
管
理
体
制

機
能
訓
練
指
導
体
制

入
浴
介
助
体
制

特
別
地
域
加
算

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

在
宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
機
能
加
算
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資料４ 保険者インタフェースのインタフェース変更案 

 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴う保険者インタフェースの変更

について、その変更内容を以下に示す。 

 

１． 追加・変更するインタフェース一覧 

項番 
新規/

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

補 足

※１

(1) 変更  5311 受給者異動連絡票

情報 
受給者の新規登録及び資格等の変更時に作

成する情報 

保険者 

→ 

国保連 

月次 伝送

磁気

帳票

介総

(2) 変更  5321 受給者訂正連絡票

情報 

国保連合会へ登録済みの受給者情報に対す

る訂正情報 

保険者 

→ 

国保連 

訂正

時 

帳票 介総

(3) 変更 5361 受給者情報突合情

報 

国保連保有の受給者台帳情報との突合用受

給者情報 

保険者 

→ 

国保連 

依頼

時 

伝送

磁気

介総

(4) 変更 5331 受給者情報更新結

果情報 

受給者異動（訂正）情報の更新結果 国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

介総

(5) 変更 5341 受給者台帳情報

（単票） 

(6) 変更 5342 受給者台帳情報

（一覧表） 

国保連保有の受給者台帳情報 国保連 

→ 

保険者 

依頼

時 

伝送

磁気

帳票

介総

(7) 変更 5371 受給者情報突合結

果情報 

受給者情報の突合結果 国保連 

→ 

保険者 

依頼

時 

伝送

磁気

介総

(8) 変更 5511 市町村固有異動連

絡票情報 
保険者における要介護状態区分別及びサー

ビス種類別支給限度基準額情報の登録及び

変更時に作成する情報 

保険者 

→ 

国保連 

月次 伝送

磁気

帳票

介総

(9) 変更 5521 市町村固有訂正連

絡票情報 

国保連合会へ登録済みの市町村固有情報に

対する訂正情報 

保険者 

→ 

国保連 

訂正

時 

帳票 介総

(10) 変更 5531 市町村固有情報更

新結果情報 

市町村固有異動（訂正）情報の更新結果 国保連 

→ 

保険者 

変更

時 

伝送

磁気

帳票

介総

(11) 変更 5541 市町村固有情報 国保連保有の市町村固有情報 国保連 

→ 

保険者 

依頼

時 

伝送

磁気

帳票

介総

(12) 新規 5G11 介護予防・日常生

活支援総合事業サ

ービスコード異動

連絡票情報 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコ

ードの単位数登録及び変更時に作成する情

報 

保険者 

→ 

国保連 

月次 伝送

磁気

帳票

総 
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項番 
新規/

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

補 足

※１

(13) 新規 5G21 介護予防・日常生

活支援総合事業サ

ービスコード訂正

連絡票情報 

国保連合会へ登録済みの介護予防・日常生活

支援総合事業サービスコード情報に対する

訂正情報 

保険者 

→ 

国保連 

訂正

時 

帳票 総 

(14) 新規 5G31 介護予防・日常生

活支援総合事業サ

ービスコード更新

結果情報 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコ

ード異動（訂正）情報の更新結果 

国保連 

→ 

保険者 

変更

時 

伝送

磁気

帳票

総 

(15) 新規 5G41 介護予防・日常生

活支援総合事業サ

ービスコード情報 

国保連保有の介護予防・日常生活支援総合事

業サービスコード情報 

国保連 

→ 

保険者 

依頼

時 

伝送

磁気

帳票

総 

(16) 変更 1731 介護給付費過誤申

立書情報 
介護給付費について、過誤を申し立てるため

の理由と対象となる給付実績を特定するた

めの情報を記載した情報 

保険者 

→ 

国保連 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(17) 変更 1742 介護給付費再審査

申立書情報（保険

者分） 

再審査を申し立てるための理由と対象とな

る給付実績を特定するための情報を記載し

た情報 

保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(18) 新規 1761 介護予防・日常生

活支援総合事業費

過誤申立書情報 

介護予防・日常生活支援総合事業費につい

て、過誤を申し立てるための理由と対象とな

る給付実績を特定するための情報を記載し

た情報 

保険者 

→ 

国保連 

月次 伝送

磁気

帳票

総 

(19) 変更 7411 請求明細書・給付

管理票返戻（保留）

一覧表情報 

返戻（保留）する請求明細書、給付管理票を

確認するためのリスト 

国保 

連合会 

→ 

保険者 

月次 伝送

帳票

介 

(20) 新規 1751 介護予防・日常生

活支援総合事業費

過誤決定通知書情

報（保険者分） 

保険者へ過誤調整を行った結果を通知する

ための情報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

総 

(21) 新規 1221 介護予防・日常生

活支援総合事業費

資格照合表情報 

介護予防・日常生活支援総合事業費につい

て、受給者台帳との資格チェックにおいて警

告エラーとなった情報を通知するための情

報 

国保 

連合会 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

総 

(22) 新規 1321 介護予防・日常生

活支援総合事業費

払込請求書情報 

保険者が介護予防・日常生活支援総合事業費

を国保連へ納入するための払込請求書情報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 帳票 総 

(23) 新規 1421 介護予防・日常生

活支援総合事業費

審査支払手数料払

込請求書情報 

保険者が審査支払手数料を国保連へ納入す

るための払込請求書情報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 帳票 総 

(24) 変更 1511 介護給付費等請求

額通知書情報 

介護給付費について、保険者へサービス種類

毎の請求決定額を通知するための帳票情報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(25) 新規 1521 介護予防・日常生

活支援総合事業費

請求額通知書情報 

介護予防・日常生活支援総合事業費につい

て、保険者へサービス種類毎の請求決定額を

通知するための帳票情報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

総 
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項番 
新規/

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

補 足

※１

(26） 新規 1621 介護予防・日常生

活支援総合事業費

審査決定請求明細

表情報 

介護予防・日常生活支援総合事業費につい

て、保険者へサービス事業者及びサービス種

類毎の請求決定額を通知するための帳票情

報 

国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

総 

(27) 変更 2195 

※２ 

施設介護給付費償

還明細書情報 

下記のサービスに対する償還請求を行う際

に提出する明細情報 

・介護老人保健施設 

保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(28) 変更 2173 

※２ 

居宅介護（支援）

給付費償還明細書

情報 

下記のサービスに対する償還請求を行う際

に提出する明細情報 

・特定施設（短期利用型以外）・地域密着特

定施設（短期利用型以外） 

保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(29) 変更 2174 

※２ 

介護予防サービス

給付費償還明細書

情報 

下記のサービスに対する償還請求を行う際に

提出する明細情報 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(30) 新規 2177 

※２ 

居宅介護（支援）

給付費償還明細書

情報 

下記のサービスに対する償還請求を行う際

に提出する明細情報 

・特定施設（短期利用型）・地域密着特定施

設（短期利用型） 

保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(31) 変更 1137 保険者保有給付実

績情報 

保険者で保有している給付実績情報 保険者 

→ 

国保連合

会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(32) 変更 1147 保険者保有給付実

績更新結果情報 

保険者保有給付実績の更新結果情報 国保連合

会 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(33) 変更 1117 国保連合会保有給

付実績情報 

国保連合会保有の給付実績情報 国保連 

→ 

保険者 

月次 伝送

磁気

帳票

介総

 

※１ 補足の記載内容は以下のとおり 

・介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費を含む情報の場合：「介総」 

・介護給付費のみの情報の場合：「介」 

・介護予防・日常生活支援総合事業費のみの情報の場合：「総」 

※２ サービス提供年月に応じた交換情報識別番号については「(２７)～(３０) 償還払給付額管理処

理情報 交換情報識別番号の対応」参照。 
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２．項目説明 

（１）受給者異動連絡票情報 

必須入力※１ 
項番 項目名 属性 

ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４
受給者異動連絡票情報の識

別番号を設定する 
○ ○ ○ 

“5311”固定 

２ 異動年月日 数字 ８

受給者の資格を取得または

変更等が生じた年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ ○ ○ 

※２ 

※１５ 

３ 異動区分コード 数字 １ 異動区分コードを設定する ○ ○ ○ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 数字 ２
受給者情報の異動事由を設

定する 
○ ○ ○ 

※５ 

５ 証記載保険者番号 数字 ６
被保険者証記載の保険者番

号を設定する 
○ ○ ○ 

※５ 

６ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ○ ○ ○ 
※５ 

７ 被保険者氏名（カナ） 英数 ２５
被保険者氏名をカナ文字で

設定する 
○   

※１４ 

８ 生年月日 数字 ８
生 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
○   

※２ 

９ 性別コード 数字 １ 性別コードを設定する ○   ※５ 

１０ 資格取得年月日 数字 ８
資格取得年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
○   

※２ 

１１ 資格喪失年月日 数字 ８
資格喪失年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
   

※２ 

１２

～ 

１８ 

変更なし 

１９ みなし要介護区分コード 数字 １
みなし要介護区分コードを

設定する 
○   

※５、※９ 

※３１ 

※３０ 

２０ 要介護状態区分コード 数字 ２
要介護状態区分コードを設

定する 
○   

※５ 

※２２ 

２１ 
認定有効期間（開始年月

日） 
数字 ８

認定有効期間の開始年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD) 

）を設定する 

○   

※２ 

※３０ 

２２ 
認定有効期間（終了年月

日） 
数字 ８

認定有効期間の終了年月日

（西暦年月日(YYYYMMDD) 

）を設定する 

○   

※２ 

※３１ 

※３０ 

２３ 
居宅サービス計画作成区

分コード 
数字 １

居宅介護支援事業者または

自己作成の区分を設定する    

※５、※６ 

※１３ 

※２３ 

２４ 居宅介護支援事業所番号 数字 １０
居宅介護支援事業所の番号

を設定する 
   

※５、※６ 

※２３ 

２５ 
居宅サービス計画適用開

始年月日 
数字 ８

居宅サービス計画の適用開

始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

   

※２ 

２６ 
居宅サービス計画適用終

了年月日 
数字 ８

居宅サービス計画の適用終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

   

※２ 



- ５ - 

必須入力※１ 
項番 項目名 属性 

ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了 
備考 

２７ 支給限度基準額 数字 ６

被保険者証記載の訪問通所

サービス支給限度基準額を

単位数で設定する 
○   

※７ 

※Ｓ 

※３１ 

※３０ 

２８ 
上限管理適用期間

開始年月日 
数字 ８

訪問通所支給限度基準額管

理期間の適用開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○   

※２ 

※３１ 

※３０ 

２９ 

訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス 

上限管理適用期間

終了年月日 
数字 ８

訪問通所支給限度基準額管

理期間の適用終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○   

※２ 

※３１ 

※３０ 

３０ 支給限度基準額 数字 ３

被保険者証記載の短期入所

サービス支給限度基準額を

日数で設定する 

   

※８ 

※ １６ 

※ Ｓ 

３１ 
上限管理適用期間

開始年月日 
数字 ８

短期入所支給限度基準額管

理期間の適用開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

   

※ ２ 

※ １６ 

３２ 

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス 上限管理適用期間

終了年月日 
数字 ８

短期入所支給限度基準額管

理期間の適用終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

   

※ ２ 

※ １６ 

３３ 
公費負担上限額減額の有

無 
数字 １

公費負担上限額減額の有無

を設定する ○   

※５ 

※３１ 

※３０ 

３４

～ 

６０ 

変更なし 

６１ 

小規模多機能型居宅介護

の利用開始月における居

宅サービス等の利用の有

無 

数字 １

小規模多機能型居宅介護、及

び、複合型サービスの利用開

始月における居宅サービス

等の利用の有無コードを設

定する 

   

※５ 

※２４ 

６２

～ 

６６ 

変更なし 

６７ 二次予防事業区分コード 数字 １
二次予防事業区分コードを

設定する 
   

※５ 

※３１ 

６８ 
二次予防事業有効期間開

始年月日 
数字 ８

二次予防事業有効期間の開

始 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

   

※２ 

※３１ 

６９ 
二次予防事業有効期間終

了年月日 
数字 ８

二次予防事業有効期間の終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

   

※２ 

※３１ 
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※１： 異動区分コードにより入力必須項目が異なる。（○：必須） 

※２： 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：「年月日」欄」参照。(P.42) 

※３： （欠番） 

※４： 受給者が要介護状態区分の変更を申請し、当該申請月内に保険者が決定できない場合は、申

請月の異動情報に“2:申請中”を設定する。その後、申請月の翌月以降（決定月）に決定した場

合は“3:決定済み”を設定し、申請が却下された場合等については"1:申請無し"を設定する。 

要介護状態区分の変更等の申請が無い場合は何も設定しない。 

※５： 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※６～２２：変更なし。 

※２３： 要支援１、要支援２の受給者について、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委

託している場合であっても、当該項目は、連合会に給付管理票等を提出することになる介護予

防支援事業所（地域包括支援センター）を設定する。また、小規模多機能型居宅介護事業所を

利用している受給者については、居宅サービス計画作成区分に１、居宅介護支援事業所番号に

当該小規模多機能型居宅介護事業所を設定し、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を

利用している受給者については、居宅サービス計画作成区分に３、介護予防支援事業所番号に

当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を設定する。また、複合型サービス事業所を利

用している受給者については、居宅サービス計画作成区分に１、介護支援事業所番号に当該複

合型サービス事業所を設定する。 

※２４： 処理年月が平成 18 年 12 月以降の場合、設定する。処理年月が平成 18 年 12 月以降の場合、

異動年月日が平成 18 年 10 月 31 日以前の情報は、未設定であってもエラーとしない。設定して

いる場合は、通常のチェックを行う。なお、処理年月が平成 18 年 11 月以前の場合、本項目の設

定は不要とし、旧インタフェースとする。設定された場合はエラーとして台帳への登録は行わな

い。 

前履歴の居宅サービス計画作成区分コード、作成事業所、居宅サービス計画適用開始年月日

のいずれかが異なる場合は、前履歴の「小規模多機能型居宅介護の利用開始月における居宅

サービス等の利用の有無」の設定内容を引き継がない。 

小規模多機能型居宅介護、及び、複合型サービスの利用開始月における居宅サービス等の利

用の有無コードを設定する。 

※２５～２９：変更なし。 

※３０：非該当である受給者については、未設定であってもエラーとしない。 

※３１：非該当、二次予防事業対象である受給者については、未設定であってもエラーとしない。 

※３１：異動年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降の場合に設定可とする。平成 24 年 3 月 31 日以前の情

報に設定した場合はエラーとし、台帳への登録は行わない。 

※３１：処理年月が平成 24 年 5 月以降の場合、設定する。なお、処理年月が平成 24 年 4 月以前の場

合、本項目の設定は不要とし、旧インタフェースとする。設定された場合はエラーとして台帳への

登録は行わない。また、異動年月日が平成 24 年 3 月 31 日以前の情報は、未設定であってもエ

ラーとしない。設定している場合は、通常のチェックを行う。 

※Ｓ： 固定長形式で表現する場合の「符号付きアンパック（ゾーン）１０進数形式項目〔以下：符号付き

形式項目〕」。 

なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なしアンパック（ゾーン）１０進数形式項

目〔以下：符号なし形式項目〕」である。 
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<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

６７ 二次予防事業区分コード 数字 １ 
1:非該当 

2:該当 

 

<参考：保険者インタフェース解説書> 

２、２－１ページ 

１．１．２ 受給者異動連絡票情報 

（４）項番３「異動区分コード」、項番４「異動事由」及び、項番２０「要介護状態区分コード」で可能な組み

合わせについては以下の通り。 

異動区分 

コード 
異動事由 

要介護状態 

区分コード 

設定可能な認定有効期間及び 

支給限度管理期間 

０１：受給資格取得 

要支援 

経過的要介護 

要介護 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

０４：合併による新規 １：新規 

９９：その他異動 

変更なし 

２：変更 変更なし 

３：終了 変更なし 

※（＋１ヶ月）は月途中適用開始である場合 

 

 

（２）受給者訂正連絡票情報、（３）受給者情報突合情報、（４）受給者情報更新結果情報、（５）受給者台

帳情報（単票）、（６）受給者台帳情報(一覧表)、(7)受給者情報突合結果情報の項目内容は、（１）受給者

異動連絡票情報の内容に準じる。なお、（５）受給者台帳情報（単票）、（６）受給者台帳情報(一覧表)につ

いては、「有料老人ホーム等の同意書の有無」の前に、「二次予防事業区分コード」、「二次予防事業有効

期間開始年月日」、「二次予防期間有効終了年月日」の項目を追加する。 
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（８）市町村固有異動連絡票情報 

必須入力※１

項番 項目 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４
市町村固有異動連絡票情報の

識別番号を設定する 
○ ○ ○

“5511”固定 

２ 異動年月日 数字 ８

保険者の支給限度額等に変更

が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ ○ ○

※２ 

３ 異動区分コード 数字 １ 異動区分コードを設定する ○ ○ ○
1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 数字 ２
市町村固有情報の異動事由を

設定する 
○ ○ ○

01（固定値）

５ 保険者番号 数字 ６ 保険者コード ○ ○ ○
※３ 

６ 有効開始日 数字 ８
有 効 開 始 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
○   

※２ 

７ 有効終了日 数字 ８
有 効 終 了 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
  ○

※２ 

８ 訪問通所要介護１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
○   

※Ｓ 

９ 訪問通所要介護２ 数字 ６ 同上 ○   
※Ｓ 

１０ 訪問通所要介護３ 数字 ６ 同上 ○   
※Ｓ 

１１ 訪問通所要介護４ 数字 ６ 同上 ○   
※Ｓ 

１２ 訪問通所要介護５ 数字 ６ 同上 ○   
※Ｓ 

１３ 短期入所要介護１ 数字 ３
６月間の限度額を日数で設定

する 
   

※５ 

※Ｓ 

１４ 短期入所要介護２ 数字 ３ 同上    
※５ 

※Ｓ 

１５ 短期入所要介護３ 数字 ３ 同上    
※５ 

※Ｓ 

１６ 短期入所要介護４ 数字 ３ 同上    
※５ 

※Ｓ 

１７ 

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
区
分
支
給
限
度
基
準
額 

短期入所要介護５ 数字 ３ 同上    
※５ 

※Ｓ 

１８ 

～ 

５２ 

変更なし 
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必須入力※１

項番 項目 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了
備考 

５３ 要介護１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
○   

※６、※１０

※Ｓ 

５４ 要介護２ 数字 ６ 同上 ○   
※６、※１０

※Ｓ 

５５ 要介護３ 数字 ６ 同上 ○   
※６、※１０

※Ｓ 

５６ 要介護４ 数字 ６ 同上 ○   
※６、※１０

※Ｓ 

５７ 

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
種
類
支

給
限
度
基
準
額 

短
期
入
所
生
活
介
護 

要介護５ 数字 ６ 同上 ○   
※６、※１０

※Ｓ 

５８ 

～ 

１１３ 

変更なし 

１１４ 要介護１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１１ 

１１５ 要介護２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１１６ 要介護３ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１１７ 要介護４ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１１８ 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護 

要介護５ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１１９ 要介護１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１１ 

１２０ 要介護２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１２１ 要介護３ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１２２ 要介護４ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１２３ 

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額 

複
合
型
サ
ー
ビ
ス 

要介護５ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１１ 

１２４ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１２５ 要支援１ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１２６ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
区
分

支
給
限
度
基
準
額 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 
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必須入力※１

項番 項目 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了
備考 

１２７ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１２８ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１２９ 

訪
問
型
予
防
サ
ー

ビ
ス 

要支援２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３０ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１３１ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３２ 

通
所
型
予
防
サ
ー

ビ
ス 

要支援２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３３ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１３４ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３５ 

生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
（
配
食
） 

要支援２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３６ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１３７ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１３８ 

生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
（
見
守
り
） 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１３９ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１４０ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１４１ 

生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
（
そ
の
他
） 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１４２ 二次予防 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１４３ 要支援１ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１４４ 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト 

要支援２ 数字 ６ 同上    
※Ｓ 

※１２ 

１４５ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１４６ 

介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１４７ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１４８ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額 

介
護
予
防

訪
問
看
護 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 
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必須入力※１

項番 項目 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了
備考 

１４９ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１５０ 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１５１ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１５２ 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１５３ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１５４ 

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１５５ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１５６ 

介
護
予
防
短
期

入
所
生
活
介
護 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１５７ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１５８ 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
（
介
護
老
人
保
健
施
設
） 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１５９ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１６０ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護（
介

護
療
養
型
医
療
施
設
等
） 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 
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必須入力※１

項番 項目 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了
備考 

１６１ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１６２ 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１６３ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１６４ 

介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１６５ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１６６ 

介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護 

要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１６７ 要支援１ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１６８ 

介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護 要支援２ 数字 ６ 同上    

※Ｓ 

※１２ 

１６９ 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
（
短
期
利
用
型
以
外
）

要支援２ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 

１７０ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
種
類
支
給
限
度
基
準
額 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
（
短
期
利
用
型
） 

要支援２ 数字 ６
１月間の限度額を単位数で設

定する 
   

※Ｓ 

※１２ 
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※１： 異動区分コードにより入力必須項目が異なる。（○：必須） 

※２： 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：「年月日」欄」参照。(P.42) 

※３： 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※４： 特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費及び特例施設介護サービス費の

額について、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との比率１００分の○○○

を設定する。設定が無い場合は“１００”を設定する。 

※５： 有効開始日が平成 14 年 1 月 1 日以降の場合、本項目の設定は不要（省略可能）とする。設

定された場合、属性及び桁数等のシステムチェックを行わず省略されたものとみなす。なお、

有効開始日が平成 13 年 12 月 31 日以前の場合、従来通り（異動区分”1:新規”または当該項

目に変更がある場合には設定が必要）とする。 

※１０： 認知症対応型共同生活介護（短期利用型）、及び、介護予防認知症対応型共同生活介護

（短期利用型）、特定施設入居者生活介護(短期利用型) 、及び、地域密着型特定施設入居

者生活介護(短期利用型）の場合、当該種類支給限度額の要介護状態区分に応じた値を参

照する。 

※１１： 有効開始日が平成 24 年 3 月 31 日以前の場合、本項目の設定は不要とする。設定された場

合はエラーとして台帳への登録は行わない。 

※１２： 当該保険者が介護予防・日常生活支援総合事業未実施の場合、未設定とする。有効開始日

が平成 24 年 3 月 31 日以前の場合、本項目の設定は不要とする。設定された場合はエラー

として台帳への登録は行わない。また、介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合、

すべての項目について設定が必要とする。 

※ Ｓ： 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 

＜参考：保険者インタフェース解説書＞ 

１７ページ 

１．４ 市町村固有異動連絡票情報 

（６）項番１２４「介護予防・日常生活支援総合事業費区分支給限度基準額二次予防」～項番１２６「介護

予防・日常生活支援総合事業費区分支給限度基準額要支援２」について市町村での設定が無い

場合は、”９９９９９９”を設定する。 

（７）項番１２７「介護予防・日常生活支援総合事業費種類支給限度基準額訪問型予防サービス二次予

防」～項番１７０「介護予防・日常生活支援総合事業費種類支給限度基準額介護予防認知症対応

型共同生活介護（短期利用型）要支援２」について市町村での設定が無い場合は、対応する要介

護状態区分毎に項番１２４～１２６に設定した支給限度基準額と同じ額を設定する。 

 

（９）市町村固有訂正連絡票情報、（１０）市町村固有更新結果情報、（１１）市町村固有情報の項目内容

は、（８）市町村固有異動連絡票情報の内容に準じる。 
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（１２）介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報 

必須入力※１ 
項番 項目 属性 

ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

新規 変更 終了 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４

介護予防・日常生活支援総

合事業サービスコード情報

の識別番号を設定する 

○ ○ ○ 

“5G11”固定

 

２ 異動年月日 数字 ８

介護予防・日常生活支援総

合事業サービスコード情報

に変更が生じた年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ ○ ○ 

※２ 

３ 異動区分コード 数字 １ 異動区分コードを設定する ○ ○ ○ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 数字 ２

介護予防・日常生活支援総

合事業サービスコード情報

の異動事由を設定する 

○ ○ ○ 

01（固定値）

５ 保険者番号 数字 ６ 保険者コードを設定する ○ ○ ○ 
※４ 

６ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを設定

する 
○ ○ ○ 

※４ 

７ サービス項目コード 数字 ４
サービス項目コードを設定

する 
○ ○ ○ 

※４ 

８ 適用開始年月 数字 ６
適用開始年月（西暦年月

(YYYYMM)）を設定する 
○   

※３ 

９ 適用終了年月 数字 ６
適用終了年月（西暦年月

(YYYYMM)）を設定する 
  ○ 

※３ 

１０ サービス名称 漢字 ４８ サービス名称を設定する ○   
 

１１ 単位数 数字 ５ 単位数を設定する ○   
※Ｓ 

１２ 算定単位 数字 ２ 算定単位を設定する ○   
※４ 

１３ 制限日数・回数 数字 ２ 制限日数・回数を設定する    
 

１４ 算定回数制限期間 数字 ２
制限日数・回数がある場合

において、期間を設定する 
   

※４ 

１５ 支給限度額対象区分 数字 １
支給限度額対象区分を設定

する 
   

※４ 

１６ 
利用者負担定率／定額区

分 
数字 １

利用者負担定率／定額区分

を設定する 
○   

※４、※５ 

※６、※７ 

１７ 給付率 数字 ３ 給付率を設定する    
※６ 

 

１８ 利用者負担額 数字 ５
利用者負担額を金額で設定

する 
   

※Ｓ 

※７ 

１９ 
二次予防事業対象者実施

区分 
数字 １

二次予防事業対象者実施区

分を設定する 
○   

※４ 

２０ 
要支援１受給者 

実施区分 
数字 １

要支援１受給者実施区分を

設定する 
○   

※４ 

２１ 
要支援２受給者 

実施区分 
数字 １

要支援２受給者実施区分を

設定する 
○   

※４ 
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※１： 異動区分コードにより入力必須項目が異なる。（○：必須） 

※２： 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：「年月日」欄」参照。(P.42)  

※３： 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：「年月」欄」参照。(P.42) 

※４： 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※５： 設定する内容はサービス種類コードごとに同一とする。同じサービス種類内に定率、定額が

混在しないように設定すること。 

※６： 「利用者負担定率／定額区分」が定率の場合、「給付率」を設定する。 

「給付率」は「１００分の○○○」の○○○部分を「１～１００」で設定することとする。例えば、９

０％の場合は「９０」、利用者負担額を０円にする場合は「１００」を設定する。 

また、「給付率」には以下の区分ごとで同一の値を設定すること。 

・ケアマネジメント 

・ケアマネジメント以外のサービス種類全て（サービス種類コードごとに異なる給付率を設

定することはできない） 

※７： 「利用者負担定率／定額区分」が定額の場合、「利用者負担額」を設定する。「利用者負担

額」は、算定単位ごとの利用者負担額を円単位で設定する。例えば、利用者負担額を１回１

００円にする場合は「１００」、利用者負担額を０円にする場合は「０」を設定する。 

※ Ｓ： 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 

<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１２ 算定単位 数字 ２ 

01:１回につき 

02:１日につき 

03:１月につき 

05:１週間につき 

１４ 算定回数制限期間 数字 ２ 

01:１月につき 

08:１日につき 

16:１週間につき 

１５ 支給限度額対象区分 数字 １ 3:区分支給限度額管理の対象 

１６ 利用者負担定率／定額区分 数字 １ 
1:定率 

2:定額 

１９ 二次予防事業対象者実施区分 数字 １ 
1:実施不可 

2:実施可 

２０ 要支援１受給者実施区分 数字 １ 
1:実施不可 

2:実施可 

２１ 要支援２受給者実施区分 数字 １ 
1:実施不可 

2:実施可 

 

 

（１３）介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード訂正連絡票情報、（１４）介護予防・日常生活支

援総合事業サービスコード更新結果情報、（１５）介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード情報

の項目内容は、(１２) 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報の内容に準じ

る。 
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（１６）介護給付費過誤申立書情報 

 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

1 交換情報識別番号 英数 ４
介護給付費過誤申立書の

識別番号を設定する 
○ 

“1731”固定 

２ 申立年月日 数字 ８

過誤申立の申立年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ 

※１ 

３ 申立者区分コード 英数 １
申立者の区分コードを設

定する 
○ 

“2”固定 

４ 事業所番号 数字 １０
サービス提供事業所番号

を設定する。 
○ 

※２    

５ 証記載保険者番号 数字 ６
被保険者証に記載された

保険者番号を設定する 
○ 

※２    

６ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ○ ※２ 

７ サービス提供年月 数字 ６

過誤申立の対象となるサ

ービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を設定する 

○ 

※３    

８ 申立事由コード 英数 ４
過誤申立の事由コードを

設定する 
○ 

※２ 

※４ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ４ 申立事由コードは、４桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

 

<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

過誤申立事由コード 英数 ４

 

 

 

 

                      申立理由番号 

          様式番号 

 

×１ ×２ ×３ ×４
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

８ 過誤申立事由コードの続き 

様
式
番
号 

10：居宅サービス介護給付費明細書（訪問介護・訪問

入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・

通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時

対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症

対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型

サービス） 

11:介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防訪

問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・

介護予防訪問リハ・介護予防居宅療養管理指導・介

護予防通所介護・介護予防通所リハ・介護予防福祉

用具貸与・介護予防認知症対応型通所介護・介護予

防小規模多機能型居宅介護）※７ 

21：居宅サービス介護給付費明細書(短期入所生活介

護) 

24:介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防短

期入所生活介護）※７ 

22：居宅サービス介護給付費明細書(介護老人保健施

設における短期入所療養介護) 

25:介護予防サービス介護給付費明細書（介護老人保

健施設における短期入所療養介護）※７ 

23：居宅サービス介護給付費明細書(病院又は診療所

における短期入所療養介護)  

26:介護予防サービス介護給付費明細書（病院又は診

療所における短期入所療養介護）※７ 

30：居宅サービス介護給付費明細書（認知症対応型

共同生活介護・特定施設入居者生活介護） 

31:介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防認

知症対応型共同生活介護）※７ 

32：居宅サービス介護給付費明細書（特定施設入居

者生活介護・地域密着型特定施設入居者介護）※７ 

33:介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防特

定施設入居者生活介護）※７ 

34：居宅サービス介護給付費明細書（認知症対応型

共同生活介護（短期利用型））※７ 

35:介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防認

知症対応型共同生活介護（短期利用型）※７ 

36：居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明

細書（特定施設入居者生活介護（短期利用型）・地域

密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型）） 

40：居宅介護支援介護給付費明細書 

41:介護予防支援介護給付費明細書（介護予防支援）

※７ 

50：施設サービス等介護給付費明細書(介護老人福祉

施設・地域密着型介護老人福祉施設)  

60：施設サービス等介護給付費明細書(介護老人保健

施設) 

70：施設サービス等介護給付費明細書(介護療養型医

療施設) 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

８ 過誤申立事由コードの続き  

申
立
理
由
番
号 

01:台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整 

02:請求誤りによる実績取り下げ 

09:時効による保険者申立の取下げ 

11:台帳誤り修正による事業所申立の過誤調整 

12:請求誤りによる実績取り下げ（同月） 

21:台帳誤り修正による公費負担者申立の過誤調整 

29:時効による公費負担者申立の取下げ 

32:給付管理票取消による実績の取下げ（※５） 

42:適正化による保険者申立の過誤取下げ 

49:適正化による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

52:適正化による公費負担者申立の過誤取下げ 

59:適正化による公費負担者申立の過誤取下げ（同

月） 

62：不正請求による実績取り下げ 

69：不正請求による実績取り下げ（同月） 

90:その他の事由による台帳過誤 

99:その他の事由による実績の取り下げ 
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（１７）介護給付費再審査申立書情報 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

1 交換情報識別番号 英数 ４
介護給付費再審査申立書

の識別番号を設定する 
○ 

※５ 

２ 申立年月日 数字 ８

再審査の申立年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ 

※１ 

３ 申立者区分コード 英数 １
申立者の区分コードを設

定する 
○ 

※２ 

４ 事業所番号 数字 １０
サービス実施事業所番号

を設定する 
○ 

※２    

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証に記載された

保険者番号を設定する 
○ 

※２    

６ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ○ ※２ 

７ サービス提供年月 数字 ６

再審査申立の対象となる

サービス提供年月（西暦年

月(YYYYMM)）を設定する 

○ 

※３    

８ サービス種類コード 数字 ２

申立対象となるサービス 

のサービス種類コードを 

設定する 

○ 

※２ 

９ サービス項目コード 数字 ４

申立対象となるサービス 

のサービス項目コードを 

設定する 

特定診療費・特別療養費の

場合は、識別番号を設定す

る 

 

※ ２    

※ ６ 

１０ 申立単位数 数字 ８ 申立単位数を設定する ○ ※Ｓ 

１１ 申立事由コード 英数 ４
再審査申立の事由コード

を設定する 
○ 

※２ 

※４ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ４ 申立事由コードは、４桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

※ ５ 交換情報識別番号の対応は「インタフェース仕様書 保険者編 2.2.2 再審査・過誤申立情報（入力情報）」

（P153）を参照のこと。 

※ ６ 識別番号を設定する場合は、上 2 桁に“00”を付与して設定する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

 

 

 

 

平成 15 年 3 月以前 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

21：特定診療費 指導管理等 

22：特定診療費 単純エックス線 

23：特定診療費 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

24：特定診療費 精神科専門療法 

平成 15 年 4 月以降 

101 
再審査申立事由

コード 
英数 ４ 申

立
対
象
項
目
番
号 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

20：特定診療費・特別療養費 

×１ ×２ ×３ ×４

申立理由番号 
申立対象項目番号 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

平成 24 年 4 月以降 

申
立
対
象
項
目
番
号 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

17：所定疾患施設療養費 

20：特定診療費・特別療養費 

101 
再審査申立事由

コードの続き 
  

申
立
理
由
番
号 

01：固定単位数に誤りがある場合 

02：計算に誤りがある場合 

03：給付内容に疑義がある場合 

04：審査内容に疑義がある場合 

05：重複して請求されている場合 

06：適正化による場合 

51：給付管理票の修正（※４） 

99：その他の再審査請求 
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（１８） 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書情報 

 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

1 交換情報識別番号 英数 ４

介護予防・日常生活支援総

合事業費過誤申立書の識

別番号を設定する 

○ 

“1761”固定 

２ 申立年月日 数字 ８

過誤申立の申立年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ 

※１ 

３ 申立者区分コード 英数 １
申立者の区分コードを設

定する 
○ 

“2”固定 

４ 事業所番号 数字 １０
サービス提供事業所番号

を設定する。 
○ 

※２ 

５ 証記載保険者番号 数字 ６
被保険者証に記載された

保険者番号を設定する 
○ 

※２ 

６ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ○ ※２ 

７ サービス提供年月 数字 ６

過誤申立の対象となるサ

ービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を設定する 

○ 

※３ 

８ 

過誤申立事由コード 

（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

英数 ４

過誤申立事由コード（介護

予防・日常生活支援総合事

業）を設定する 

○ 

※２ 

※４ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※４ 申立事由コードは、４桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

 

<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

 

 

 

 

                    申立理由番号 

          様式番号 

 

様
式
番
号 

10：介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（予防

サービス費・生活支援サービス費） 

20：介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（ケア

マネジメント費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過誤申立事由コード 

（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

英数 ４

申
立
理
由
番
号 

02:請求誤りによる実績取り下げ 

09:時効による保険者申立の取下げ 

12:請求誤りによる実績取り下げ（同月） 

42:適正化による保険者申立の過誤取下げ 

49:適正化による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

99:その他の事由による実績の取り下げ 

×１ ×２ ×３ ×４
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（１９）請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表情報 

  対象審査年月が平成２３年５月以降の場合、以下の項目を設定する。 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7411”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定  

３ 事業所（保険者）番号 数字 １０
返戻の対象となった保険者番

号を出力する 
※３ 

４ 事業所（保険者）名 漢字 ４０ 保険者名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６

返戻の審査を実施した審査年

月（西暦年月(YYYYMM)）を出

力する 

※１    

６ 作成年月日 数字 ８
作成年月日（西暦年月日(YYYY 

MMDD)）を出力する 
※２    

７ 頁 数字 ５ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名  

※１ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 
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・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7411”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別を出力する “D1”固定 

３ 保険者（事業所）番号 数字 １０ 事業所番号を出力する  

４ 保険者（事業所）名 漢字 ４０ 事業所名を出力する  

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を出力する ※１  

６ 被保険者カナ氏名 英数 ２５
被保険者カナ氏名（半角カタ

カナ）を出力する 

半角カタカナ 

７ 種別 漢字 ２

種別を出力する 

サ：サービス計画費請求明細

書 

請：請求明細書 

給：給付管理票 

 

８ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 

※２  

９ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 

※１  

１０ 単位数 数字 ８ 単位数を出力する ※Ｓ 

１１ 事由 英数 １ 返戻事由記号を出力する ※３ 

１２ 内容 漢字 
６０

２１０

返戻事由記号の内容等を出力

する 
 

１３ 備考 漢字 ４ ８

保留区分が「保留」のとき、

「保留」を出力する 

エラーの場合はエラーコード

を出力する 

 

１４ サービス項目コード等 英数 ４
サービス項目コードもしくは

識別番号を出力する 
 

※１ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※３ 事由は、１桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。なお、内容については以下の通り

とする。 

A：一次チェックでエラーのあるもの 

B：受給者・事業所の資格チェックでエラーのあるもの 

C：請求明細書に対する給付管理票と突合不一致のもの、又は、査定でエラーのあるもの 

D：サービス計画費に対する給付管理票が未提出のもの 

E：審査委員会の判定により却下、又は、時効により却下、又は、その他理由により却下 

※Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 総合事業と共通のコードを使用することを想

定しているため、文言を追加します。（総合事

業は審査委員会がないため） 
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（２０）介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書情報（保険者分） 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1751”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別を出力する “H1”固定 

３ 取扱年月 数字 ６
取扱年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 

※１ 

４ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証に記載された保険

者番号を出力する 

※３ 

５ 証記載保険者名 漢字 ４０
被保険者証に記載された保険

者名を出力する 

 

６ 作成年月日 数字 ８
データの作成年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を出力する 

※２ 

７ 頁 数字 ５ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

 

・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1751”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別を出力する “D1”固定 

３ 事業所番号 数字 １０ 事業所番号を出力する ※１ 

４ 事業所名 漢字 ４０ 事業所名を出力する  

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を出力する ※１ 

６ 被保険者氏名 英数 ２５ 被保険者氏名を出力する 半角カナ出力 

７ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 

※２ 

８ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 

※１ 

９ サービス種類名 漢字 ２４ サービス種類名を出力する  

１０ 
過誤申立事由コード（介護予防・

日常生活支援総合事業） 
数字 ４

過誤申立事由コードを出力す

る 

※１ 

※３ 

１１ 過誤申立事由 漢字 ２８ 過誤申立事由を出力する  

１２ 単位数 数字 １３ 単位数を出力する ※Ｓ 

１３ 保険者負担額 数字 １３ 保険者負担額を出力する ※Ｓ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 過誤申立事由コードは、４桁の数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・集計レコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1751”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別を出力する “T1”固定 

３ 件数 数字 ６ 過誤件数を出力する ※Ｓ 

４ 単位数 数字 １３
過誤調整を行った単位数の合

計を出力する 

※Ｓ 

５ 

介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事

業
費 

保険者負担額 数字 １３

過誤調整を行ったサービスの

保険者負担額の合計額を出力

する 

※Ｓ 

６ 予備１ 数字 ６ 未使用 
 

７ 予備２ 数字 １３ 未使用 
 

８ 予備３ 数字 １３ 未使用 
 

９ 予備４ 数字 ６ 未使用 
 

１０ 予備５ 数字 １３ 未使用 
 

 

１１ 予備６ 数字 １３ 未使用 
 

 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 



- ２７ - 

 

 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書情報（保険者分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

取扱年月 

証記載保険者番号 

  ： 
  ： 

 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

事業所番号 

事業所名 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

明細レコード 

集計レコード 

集計レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

介護予防・日常生活支援総合事業費 件数 

  ： 
  ： 
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（２１）介護予防・日常生活支援総合事業費資格照合表情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1221”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “H1”固定 

３ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を出

力する 

※１ 

４ 保険者名 漢字 ４０ 保険者名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）を

出力する 

※２ 

６ 作成年月日 数字 ８

作 成 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD) 

）を出力する 

※３ 

７ 頁 数字 ５ “１”固定 

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42) 
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・明細レコード 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1221”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “D1”固定 

３ 被保険者番号 英数 １０

介護予防・日常生活支援総合事業

費資格照合（兼過誤申立）の対象

となる被保険者の被保険者番号を

出力する 

※１  

４ 被保険者氏名 英数 ２５
被保険者の被保険者氏名を出力す

る 

半角カナ出力 

５ サービス種類コード 数字 ２
サービス事業所等が行ったサービ

ス種類コードを出力する 

※１ 

６ サービス種類名 漢字 ３４
サービス事業所等が行ったサービ

ス種類名を出力する 

 

７ サービス提供年月 数字 ６
事業所のサービス提供年月（西暦

年月(YYYYMM)）を出力する 

※３ 

８ 種別 漢字 ２
警告が発生した入力情報の名称を

略称で出力する 

※４ 

９ 事業所番号 数字 １０
被保険者が介護サービスを受けた

事業所の事業所番号を出力する 

※１ 

１０ 事業所名 漢字 ４０ 事業所の事業所名を出力する  

１１ 予備１ 数字 ８ 未使用  

１２ 予備２ 数字 １ 未使用  

１３ 要介護区分コード 数字 ２
被保険者の要介護区分コードを出

力する 

※１ 

１４ 予備３ 数字 １ 未使用  

１５ 有効期間 開始年月日 数字 ８

明細書記載の要介護区分コードが

要支援の場合は認定有効期間、そ

れ以外の場合は二次予防事業有効

期間の開始年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を出力する 

※２ 

１６ 有効期間 終了年月日 数字 ８

明細書記載の要介護区分コードが

要支援の場合は認定有効期間、そ

れ以外の場合は二次予防事業有効

期間の終了年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を出力する 

※２ 

１７ 予備４ 数字 ８ 未使用  

１８ 予備５ 数字 ８ 未使用  

１９ 予備６ 数字 ６ 未使用  

２０ 予備７ 数字 １ 未使用  

２１ 予備８ 数字 １０ 未使用  

２２ 予備９ 数字 ５ 未使用  

２３ 予備１０ 数字 ４ 未使用  

２４ 予備１１ 数字 ４ 未使用  

２５ 予備１２ 数字 ４ 未使用  

２６ 予備１３ 数字 ４ 未使用  

２７ 予備１４ 数字 ４ 未使用  

２８ 予備１５ 数字 ４ 未使用  
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項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

２９ 予備１６ 数字 ４ 未使用  

３０ 予備１７ 数字 ４ 未使用  

３１ 予備１８ 数字 ３ 未使用 

３２ 予備１９ 数字 ３ 未使用 

３３ 予備２０ 数字 ３ 未使用 

３４ 予備２１ 数字 ３ 未使用 

３５ サービス日数・回数 数字 ２
被保険者が事業所から受けた介護

サービスの日数・回数を出力する 

※Ｓ 

３６ サービス単位数 数字 １２
被保険者が事業所から受けた介護

サービスの単位数を出力する 

※Ｓ 

３７ 予備２２ 数字 １２ 未使用  

３８ 利用者負担額 数字 １２

被保険者が事業所から受けた介護

サービスの利用者負担額を出力す

る 

※Ｓ 

３９ 予備２３ 数字 １２ 未使用  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42)  

※ ４ 種別は一文字で出力される。 

  （請：請求明細書） 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費資格照合表情報 

 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
証記載保険者番号 
保険者名 
審査年月 
作成年月日 
頁 
国保連合会名 

明細レコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
被保険者番号 
被保険者氏名 
サービス種類コード 
サービス種類名 
サービス提供年月 
種別 

事業所番号 
事業所名 
予備１ 
予備２ 
要介護区分コード 
予備３ 
有効期間 開始年月日 

有効期間 終了年月日 

  ： 
  ： 

 
 

 明細レコード 

： 
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（２２）介護予防・日常生活支援総合事業費払込請求書情報 

     帳票のみの情報のため、項目なし 

 

（２３）介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料払込請求書情報 

     帳票のみの情報のため、項目なし 

 

（２４）介護給付費等請求額通知書情報 

 

・ヘッダレコード   変更なし 

 

・ 明細レコード 

目単位でソートした、サービス種類単位の明細情報 

目の区切りで目単位の小計を挿入 

 

集計情報の場合、サービス種類単位での明細情報 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1511”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “D1”固定 

３ 目コード 数字 ２
目コードを出力する ※ １ 

※ ２ 

４ 目名 漢字 ３０ 目名を出力する ※２ 

５ サービス種類コード 英数 ２
請求対象となるサービスのサービ

ス種類コードを出力する 

※ １ 

※ ３ 

６ サービス種類名 漢字 ３４
請求対象となるサービスのサービ

ス種類名を出力する 

※３ 

７ 件数 数字 ６
サービス種類単位に集計したサー

ビス件数を出力する 

※Ｓ 

８ 実日数 数字 ８
サービス種類単位に集計したサー

ビス実日数を出力する 

※Ｓ 

９ 単位数 数字 １２
サービス種類単位に集計したサー

ビス単位数を出力する 

※Ｓ 

１０ 

通

常

分 

金額（特定入所者介

護サービス費等費用

額） 

数字 １２

サービス種類単位に集計したサー

ビス金額を出力する 

※４ 
※Ｓ 

１１ 件数 数字 ６
サービス種類単位に集計した再審

査・過誤となる件数を出力する 

※Ｓ 

１２ 単位数 数字 １３
サービス種類単位に集計した再審

査・過誤となる単位数を出力する 

※Ｓ 

１３ 

再

審

査

・

過

誤 
調整額 数字 １３

サービス種類単位に集計した再審

査・過誤調整額を出力する 

※Ｓ 

１４ 

介護給付費（特定入所者介

護サービス費等保険請求

額） 

数字 １２

サービス種類単位に集計した介護

給付費(再審査・過誤分を考慮した

もの)を出力する 

※４ 
※Ｓ 

１５ 利用者負担額 数字 １２
サービス種類単位に集計した自己

負担額を出力する 

※４ 
※Ｓ 
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項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１６ 公費負担額 数字 １３

サービス種類単位に集計した公費

負担額（高額介護費を含む）を出力

する 

※Ｓ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ すべての款・項・目について集計した明細のとき、目コードは 99 を指定する。 

その時の目名は空白を指定する。 

※ ３ 目単位の小計情報の場合、サービス種類コードは“ST“を指定する。 

    その時のサービス種類名には目名を指定する。 

    食事費用額（平成 17 年 9 月サービス以前）の場合、サービス種類コードは“SY”を、特定診療費、緊急時施 

設療養費、および、特別療養費の場合は”DK”を指定する。 

再掲 施設等分（平成 24 年 5 月審査以降）の場合、サービス種類コードは“Z1“を、再掲 その他分の場合は、

“Z２“を指定する。 

 

※ ４ 平成 17 年 9 月サービス以前、食事費用情報の場合、食事提供費用にかかる値を出力する。平成 17 年 10 月

サービス以降、特定入所者介護サービス費用情報の場合、特定入所者介護サービス費等費用にかかる値を

出力する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 

・トレーラレコード１（合計）   変更なし 

 

・トレーラレコード２（累計）   変更なし 

 

・トレーラレコード３（審査支払手数料）   変更なし 
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（２５）介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1521”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “H1”固定 

３ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を出

力する 

※１ 

４ 保険者名 漢字 ４０ 保険者名を出力する 

５ 

款コード 

（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

数字 ２

款コード（介護予防・日常生活支援

総合事業）を出力する 

※１ 

※４ 

６ 款名 漢字 ３０ 款名を出力する ※４ 

７ 

項コード 

（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

数字 ２

項コード（介護予防・日常生活支援

総合事業）を出力する 

※１ 

※４ 

８ 項名 漢字 ３０ 項名を出力する ※４ 

９ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）を

出力する 

※２ 

１０ 作成年月日 数字 ８

作 成 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD) 

）を出力する 

※３ 

１１ 頁 数字 ５ “１”固定 

１２ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ４ すべての款・項についての集計情報の場合、款・項コード（介護予防・日常生活支援総合事業）にはすべて

99 を指定する。 

その時の款・項名はすべて空白を指定する。 

 

<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

５ 

款コード 

（介護予防・日常生活支援総合事

業） 
数字 ２ 05:地域支援事業費 

７ 

項コード 

（介護予防・日常生活支援総合事

業） 
数字 ２ 01:介護予防日常生活支援総合事業費 
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・ 明細レコード 

目単位でソートした、サービス種類単位の明細情報 

目の区切りで目単位の小計を挿入 

 

集計情報の場合、サービス種類単位での明細情報 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1521”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “D1”固定 

３ 

目コード 

（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

数字 ２

目コード（介護予防・日常生活支援

総合事業）を出力する 

※１ 

※２ 

４ 目名 漢字 ３０ 目名を出力する ※２ 

５ サービス種類コード 英数 ２
請求対象となるサービスのサービ

ス種類コードを出力する 

※１ 

※３ 

６ サービス種類名 漢字 ３４
請求対象となるサービスのサービ

ス種類名を出力する 

※３ 

７ 件数 数字 ６
サービス種類単位に集計したサー

ビス件数を出力する 

※Ｓ 

８ 実日数 数字 ８
サービス種類単位に集計したサー

ビス実日数を出力する 

※Ｓ 

９ 単位数 数字 １２
サービス種類単位に集計したサー

ビス単位数を出力する 

※Ｓ 

１０ 

通
常
分 

金額 数字 １２
サービス種類単位に集計したサー

ビス金額を出力する 

※Ｓ 

１１ 件数 数字 ６
サービス種類単位に集計した過誤

となる件数を出力する 

※Ｓ 

１２ 単位数 数字 １３
サービス種類単位に集計した過誤

となる単位数を出力する 

※Ｓ 

１３ 

過
誤 

調整額 数字 １３
サービス種類単位に集計した過誤

調整額を出力する 

※Ｓ 

１４ 
介護予防・日常生活支援総

合事業費 
数字 １２

サービス種類単位に集計した介護

予防・日常支援総合事業費(過誤分

を考慮したもの)を出力する 

※Ｓ 

１５ 利用者負担額 数字 １２
サービス種類単位に集計した自己

負担額を出力する 

※Ｓ 

１６ 予備１ 数字 １３ 未使用  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ すべての款・項・目について集計した明細のとき、目コード（介護予防・日常生活支援総合事業）には 99 を指

定する。その時の目名は空白を指定する。 

※ ３ 目単位の小計情報の場合、サービス種類コードは“ST“を指定する。 

    その時のサービス種類名には目名を指定する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

３ 

目コード 

（介護予防・日常生活支援総合事

業） 
数字 ２ 

01:要支援者向け事業費 

02:二次予防向け事業費 
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・トレーラレコード１（合計） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1521”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “T1”固定 

３ 件数 数字 ８
項単位で合計したサービス件数を

出力する 

※Ｓ 

４ 単位数 数字 １３
項単位で合計したサービス単位数

出力する 

※Ｓ 

５ 

通
常
分 

金額 数字 １２
項単位で合計したサービス金額を

出力する 

※Ｓ 

６ 件数 数字 ８
項単位で合計した過誤となる件数

を出力する 

※Ｓ 

７ 単位数 数字 １３
項単位で合計した過誤となる単位

数出力する 

※Ｓ 

８ 

過
誤 

調整額 数字 １３
項単位で合計した過誤調整額を出

力する 

※Ｓ 

９ 
介護予防・日常生活支援総

合事業費 
数字 １２

項単位で合計した介護予防・日常

支援総合事業費(過誤分を考慮し

たもの)を出力する 

※Ｓ 

１０ 利用者負担額 数字 １２
項単位で合計した自己負担額を出

力する 

※Ｓ 

１１ 予備１ 数字 １３ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 

・トレーラレコード２（累計） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1521”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “T2”固定 

３ 件数 数字 ８
４月から審査年月までの累計サー

ビス件数を出力する 

※Ｓ 

４ 単位数 数字 １２
４月から審査年月までの累計サー

ビス単位数を出力する 

※Ｓ 

５ 

通
常
分 

金額 数字 １２
４月から審査年月までの累計サー

ビス金額を出力する 

※Ｓ 

６ 件数 数字 ８
４月から審査年月までの累計での

過誤となる件数を出力する 

※Ｓ 

７ 単位数 数字 １３
４月から審査年月までの累計での

過誤となる単位数を出力する 

※Ｓ 

８ 

過
誤 

調整額 数字 １３
４月から審査年月までの累計での

過誤調整額を出力する 

※Ｓ 

９ 
介護予防・日常生活支援総

合事業費 
数字 １２

項単位で合計した介護予防・日常

支援総合事業費(過誤分を考慮し

たもの)を出力する 

※Ｓ 

１０ 利用者負担額 数字 １２
項単位で合計した自己負担額を出

力する 

※Ｓ 

１１ 予備１ 数字 １３ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード３（審査支払手数料） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1521”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “T3”固定 

３ 請求額 数字 １２
審査支払手数料・請求額を出力す

る 

※Ｓ 

４ 累計請求額 数字 １２
４月から審査年月までの累計での

審査支払手数料を出力する 

※Ｓ 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書 

 

ヘッダレコード
ヘッダレコード 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

証記載保険者番号 

保険者名 

  ： 
  ： 

 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

目コード（介護予防・日常生活支援

総合事業） 

目名 

サービス種類コード 

  ： 

  ： 

 

トレーラレコード２ 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

件数 

  ： 

トレーラレコード１ 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

件数 

  ： 

トレーラレコード１ 
（合計レコード） 

トレーラレコード３ 
（審査支払手数料レコード） 

トレーラレコード２ 
（累計レコード） 

トレーラレコード３ 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

請求額 

累計請求額 

※集計情報のみ 

※集計情報のみ 

 
 

 明細レコード

： 
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レコード構成図 

レコードの編綴（ファイル内の格納順序） 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書トレーラレコード

１（合計レコード） 

保
険
者
単
位
で
１
フ
ァ
イ
ル 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書（ヘッダーレコード） 

 
 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書（明細レコード） 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書（ヘッダーレコード） 

 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書トレーラレコード

１（合計レコード） 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書トレーラレコード

２（累計レコード） 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書トレーラレコード

３（審査支払手数料レコード） 

項
毎
の
情
報
（
最
大
１
項
） 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書（明細レコード） 



- ４０ - 

 （２６） 介護予防・日常生活支援総合事業費審査決定請求明細表情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1621”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “H1”固定 

３ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を出

力する 

※１ 

４ 保険者名 漢字 ４０ 保険者名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）を

出力する 

※２ 

６ 作成年月日 数字 ８

作 成 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD) 

）を出力する 

※３ 

７ 頁 数字 ５ “１”固定 

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(Ｐ.42) 
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・明細レコード 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1621”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “D1”固定 

３ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所等の事業所番号を

出力する 

※１ 

４ 事業所名 漢字 ４０
サービス事業所等の事業所名を出

力する 

 

５ サービス提供年月 数字 ６

サービス事業所等が行ったサービ

スの提供年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 

※２ 

６ サービス種類コード 英数 ２
サービス事業所等が行ったサービ

ス種類コードを出力する 

※１ 

 

７ サービス種類名 漢字 ３４
サービス事業所等が行ったサービ

ス種類名を出力する 

 

８ 件数 数字 ６

サービス事業所等が行った介護予

防・日常生活支援総合事業サービ

スの件数を出力する 

※Ｓ 

９ 日数・回数 数字 ８

サービス事業所等が行った介護予

防・日常生活支援総合事業サービ

スの日数・回数を出力する 

※Ｓ 

１０ 単位数 数字 １２

サービス事業所等が行った介護予

防・日常生活支援総合事業サービ

スの単位数を出力する 

※Ｓ 

１１ 金額 数字 １２

サービス事業所等が行った介護予

防・日常生活支援総合事業サービ

スに係る合計費用額を出力する 

※Ｓ 

１２ 
介護予防・日常生活支援総

合事業費 
数字 １２

事業所単位で保険者が負担する金

額を出力する 

※Ｓ 

１３ 利用者負担額 数字 １２
事業所単位で被保険者が負担する

金額の合計を出力する 

※Ｓ 

１４ 予備１ 数字 １２ 未設定  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(Ｐ.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(Ｐ.42) 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード１（合計） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “1621”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ 帳票レコード種別文字を出力する  “T2”固定 

３ 件数 数字 ８
集計した介護サービスの件数を出

力する 

※Ｓ 

４ 単位数 数字 １２
集計した介護サービスの単位数を

出力する 

※Ｓ 

５ 金額 数字 １２
集計した介護サービスに係る合計

費用額を出力する 

※Ｓ 

６ 
介護予防・日常生活支援総

合事業費 
数字 １２

事業所単位で保険者が負担する金

額を出力する 

※Ｓ 

７ 利用者負担額 数字 １２
事業所単位で被保険者が負担する

金額の合計を出力する 

※Ｓ 

８ 予備１ 数字 １２ 未設定 ※Ｓ 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費審査決定請求明細表情報 

 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
証記載保険者番号 
保険者名 
審査年月 
作成年月日 
頁 
国保連合会名 

明細レコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
事業所番号 
事業所名 
サービス提供年月 
サービス種類コード 
サービス種類名 
件数 

 ： 

 

トレーラレコード１ 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
件数 
単位数 
金額 
介護予防・日常生活支援総合事

業費 
利用者負担額 
予備１ 

 

トレーラレコード１ 

 
 

 明細レコード 

： 
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（２７）～（３０）償還払給付額管理処理情報 

「資料５サービス事業所インタフェースの変更案 （２）～（６）介護給付費請求明細書情報」に準じた変

更を行う。 

 

＜交換情報識別番号の対応＞ 
交換情報識別番号と償還明細書の対応は以下の通り。 

 

【償還】 
入力識別番号 

平成 13 年

12 月以前 

平成 14 年 

1 月以降 

平成 15 年 

4 月以降 

平成 17 年 

10 月以降 

平成 18 年

4月以降 

平成 20 年

5月以降 

平成 21 年

4月以降 

平成 24 年

4月以降 

償還明細書 

2131 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ 

－ 2132 介護予防ｻｰﾋﾞｽ 

2141 2142 2143 短期入所生活介護 

－ 2144 予防短期生活介護 

2151 2152 2153 2155 短期入所老健施設 
－ 2154 2156 予防短期老健施設 

2161 2162 2163 2164 短期入所医療施設 

－ 2165 予防短期医療施設 

2171 認知症型共同生活 

－ 2172 予防認知症型 

－ 2173 特定施設・地域特定施設 
－ 2174 予防特定施設 

－ 2175 認知症型短期 

－ 2176 予防認知短期 

－ 2177 特定生活介護短期 

2181 2182 2183 福祉施設・地域福祉施設 

2191 2192 2193 2194 2195 介護老人保健施設 
21A1 21A2 21A3 介護療養型医療施設 

21B1 21B2 21B4 居宅サービス計画費 

－ 21B3 21B5 介護予防支援 

21C1 福祉用具販売費 

－ 21C2 介護予防福祉用具販売費 

21D1 住宅改修費 
－ 21D2 介護予防住宅改修費 

－ 介護予防・日常生活支援総合事業（予防サ

ービス・生活支援サービス） 

－ 介護予防・日常生活支援総合事業（ケアマ

ネジメント） 

 

特定施設・地域特定施設、予防特定施設について、

集計情報の設定項目には変更があるが、入力識別

番号の変更は無い。 
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 格納が必要なレコードと様式の対応は以下の通りである。 

様式第二 … 居宅サービス介護給付費償還明細書 

（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・ 

 居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規

模多機能型居宅介護・複合型サービス） 

様式第六の七… 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費償還明細書 

（特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介

護（短期利用）） 

 
 
 
 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

基本情報レコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

明細情報レコード（複数レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎   

緊急時施設療養情報レコード 
（複数レコード） 

  
※１

○
    

※１

○ 
   

緊急時施設療養費・所定疾患施設

療養費情報レコード（複数レコー

ド） 
       

※６ 

○    

特定診療費・特別療養費情報レコ

ード（複数レコード） 
  

※２

○

※２

○
   

※２

○ 

※２

○ 
  

食事費用情報レコード       
※３

○

※３

○ 

※３

○ 
  

サービス計画情報レコード 
（複数レコード） 

     ◎      

福祉用具購入情報レコード 
（複数レコード） 

         ◎  

住宅改修情報レコード 
（複数レコード） 

          ◎

集計情報レコード（複数レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

特定入所者介護サービス費用情

報レコード（複数レコード） 
 

※４

○

※４

○

※４

○
  

※４

○

※４

○ 

※４

○ 
  

社会福祉法人軽減額情報レコード

（複数レコード） 

※５

○

※５

○
    

※５

○
    

       凡例： ◎…必須レコード ○…請求内容により必要となるレコード 空白…不要なレコード 

※１… 緊急時治療費の請求がある場合のみ（様式第九は平成２４年３月以前提供分まで） 

※２… 特定診療費・特別療養費の請求がある場合のみ 

償還分は総合事業がないため、レ

コードと様式の対応表をつけてい

ます。 
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※３… 食事費用の請求がある場合のみ 

※４… 特定入所者介護サービス費等費用の請求がある場合のみ 

※５… 社会福祉法人軽減額の情報がある場合のみ 

※６… 緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費の請求がある場合のみ 
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（３１）～（３３）給付実績交換情報 

・基本情報レコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※５ 

２ 

～ 

９３ 

変更なし 

※ ５ 交換情報識別番号の内容は以下の通り。（データ種別は変更せず、１ファイルに新旧のインタフェースを混在 

して出力する。入力時は、１ファイルに混在しても、別ファイルとしても可） 

交換情報識別番号 

サービス提供年月 

平成15年

3 月以前 

平成15年

4 月以降 

平成17年

10 月以降

平成18年

4 月以降 

平成20年

4 月以降

平成 21 年 4 月以

降 

平成 24 年 4 月

以降 

内容 

1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 保険者保有給付実績情報 

1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 保険者保有給付実績更新結果情報

1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 国保連合会保有給付実績情報 
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ケアマネジメント費情報レコード（単一レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

1 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※６ 

２ 入力識別番号 英数 ４
入力元の交換情報識別番号を設定

する 

※５ 

３ レコード種別コード 英数 ２ レコード種別を設定する ※７ 

４ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設

定する 

※３    

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ※３    

６ 対象年月 数字 ６
対象年月（西暦年月(YYYYMM)）を

設定する 

※１   

７ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所等の事業所番号を

設定する 

※３    

８ 整理番号 数字 １０ 整理番号を設定する  

９ 
指定/基準該当等事業所区

分コード 
数字 １

事業所区分コードを設定する ※３  

１０ 単位数単価 数字 ４ 単位数単価を設定する ※４、※Ｓ 

１１ 
居宅サービス計画作成依

頼届出年月日 
数字 ８

設定なし 設定なし 

１２ 
サービス計画費明細行番

号 
数字 ２

同一被保険者のサービスコードごと

の明細行番号連番を設定する 

99: 

終端レコード 固定

１３ サービスコード 数字 ６ サービスコードを設定する ※３ 

１４ 単位数 数字 ４ 単位数を設定する ※Ｓ 

１５ 回数 数字 ２
回数を設定する ※Ｓ 

1 固定 

１６ サービス単位数 数字 ６ サービス単位数を設定する ※Ｓ 

１７ サービス単位数合計 数字 ６ サービス単位数の合計を設定する ※Ｓ 

１８ 請求金額 数字 ６ サービスの請求金額を設定する ※Ｓ 

１９ 担当介護支援専門員番号 数字 ８ 設定なし 設定なし 

２０ 摘要 英数 ２０   

２１ 利用者負担額 数字 ６ 利用者負担額を設定する ※Ｓ 

２２ 単位数 数字 ４ 単位数を設定する ※Ｓ 

２３ 回数 数字 ２
回数を設定する ※Ｓ 

1 固定 

２４ サービス単位数 数字 ６ サービス単位数を設定する ※Ｓ 

２５ サービス単位数合計 数字 ６ サービス単位数の合計を設定する ※Ｓ 

２６ 請求金額 数字 ６ サービスの請求金額を設定する ※Ｓ 

２７ 

決
定
後 

利用者負担額 数字 ６ 利用者負担額を設定する ※Ｓ 

２８ 再審査回数 数字 ２ 再審査の回数を設定する ※Ｓ 

２９ 過誤回数 数字 ２ 過誤の回数を設定する ※Ｓ 

３０ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）を

設定する 

※１    

 
※１ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢年月｣欄」参照。(P.42) 
※２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢年月日｣欄」参照。(P.42) 
※３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。（P.31） 
※４ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢単位数単価｣欄」参照。(P.42) 
※５ 入力識別番号と請求明細書様式の対応は、「(２７)～(２８) 償還払給付額管理処理情報 交換情報識別
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番号の対応」および資料５「サービス事業所インタフェースの変更点」の「２交換情報識別番号の対応」参照。 
※６ 基本情報レコード※５参照。 
※７ 交換情報識別番号が”1117”の場合は”DB”。 交換情報識別番号が”1131”～”1137”、”1141”～”1147”、また  

は、”1111“～”11１6”の場合、本レコードは使用しない。 
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・緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※６ 

２ 入力識別番号 英数 ４
入力元の交換情報識別番号を設定

する 

※４ 

３ レコード種別コード 英数 ２ レコード種別を設定する ※７ 

４ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設

定する 

※２    

５ 被保険者番号 英数 １０
被保険者の被保険者番号を設定す

る 

※２    

６ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月(YYYY 

MM)）を設定する 

※１ 

７ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所等の事業所番号を

設定する 

※２    

８ 整理番号 数字 １０ 整理番号を設定する  

９ 
緊急時施設療養情報レコ

ード順次番号 
数字 ２

本レコードが複数になる場合、０１

～９８の順次番号を設定する 

レコードが１件のみの場合、及び複

数レコードの最後レコードには９

９を設定する 

１０ 緊急時傷病名１ 漢字 ４０ 緊急時傷病名１を設定する 

１１ 緊急時傷病名２ 漢字 ４０ 緊急時傷病名２を設定する 

１２ 緊急時傷病名３ 漢字 ４０ 緊急時傷病名３を設定する 

１３ 緊急時治療開始年月日１ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日１（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※３    

１４ 緊急時治療開始年月日２ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日２（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※３    

１５ 緊急時治療開始年月日３ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日３（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※３    

１６ 往診日数 数字 ２ 往診日数を設定する ※５ ※Ｓ  

１７ 往診医療機関名 漢字 ４０ 往診医療機関名を設定する 

１８ 通院日数 数字 ２ 通院日数を設定する ※５ ※Ｓ  

１９ 通院医療機関名 漢字 ４０ 通院医療機関名を設定する 

２０ 緊急時治療管理単位数 数字 ６
緊急時治療管理の単位数を設定す

る 

※５ ※Ｓ  

２１ 緊急時治療管理日数 数字 ２ 緊急時治療の日数を設定する ※５ ※Ｓ  

２２ 緊急時治療管理小計 数字 ７ 緊急時治療管理の小計を設定する ※５ ※Ｓ  

２３ リハビリテーション点数 数字 ７
リハビリテーションの点数を設定

する 

※５ ※Ｓ  

２４ 処置点数 数字 ７ 処理の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

２５ 手術点数 数字 ７ 手術の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

２６ 麻酔点数 数字 ７ 麻酔の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

２７ 放射線治療点数 数字 ７ 放射線治療の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

２８ 摘要１ 漢字 ６４ 摘要を設定する 

２９ 摘要２ 漢字 ６４ 摘要を設定する 

：  ： ： ：  ： 

４７ 摘要２０ 漢字 ６４ 摘要を設定する 
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項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

４８ 
緊急時施設療養費合計点

数 
数字 ８

緊急時施設療養費の合計点を設定

する 

※５ ※Ｓ 

※８   

４９ 
所定疾患施設療養費傷病

名１ 
漢字 ４０

所定疾患施設療養費傷病名１を設

定する 

５０ 
所定疾患施設療養費傷病

名２ 
漢字 ４０

所定疾患施設療養費傷病名２を設

定する 

５１ 
所定疾患施設療養費傷病

名３ 
漢字 ４０

所定疾患施設療養費傷病名３を設

定する 

５２ 
所定疾患施設療養費開始

年月日１ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日１

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

※４ 

５３ 
所定疾患施設療養費開始

年月日２ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日２

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

※４ 

５４ 
所定疾患施設療養費開始

年月日３ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日３

（西暦年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

※４ 

５５ 
所定疾患施設療養費単位

数 
数字 ６

所定疾患施設療養費の単位数を設

定する 

※５ ※Ｓ 

５６ 所定疾患施設療養費日数 数字 ２
所定疾患施設療養費の日数を設定

する 

※５ ※Ｓ 

５７ 所定疾患施設療養費小計 数字 ７
所定疾患施設療養費の小計を設定

する 

※５ ※Ｓ 

５８ 往診日数 数字 ２ 決定後の往診日数を設定する ※５ ※Ｓ  

５９ 通院日数 数字 ２ 決定後の通院日数を設定する ※５ ※Ｓ  

６０ 
緊急時治療管理単位

数 
数字 ６

決定後の緊急時治療管理の単位数

を設定する 

※５ ※Ｓ  

６１ 緊急時治療管理日数 数字 ２
決定後の緊急時治療の日数を設定

する 

※５ ※Ｓ  

６２ 
リハビリテーション

点数 
数字 ７

決定後のリハビリテーションの点

数を設定する 

※５ ※Ｓ  

６３ 処置点数 数字 ７ 決定後の処理の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

６４ 手術点数 数字 ７ 決定後の手術の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

６５ 麻酔点数 数字 ７ 決定後の麻酔の点数を設定する ※５ ※Ｓ  

６６ 放射線治療点数 数字 ７
決定後の放射線治療の点数を設定

する 

※５ ※Ｓ  

６７ 
所定疾患施設療養費

単位数 
数字 ６

決定後の所定疾患施設療養費の単

位数を設定する 

※５ ※Ｓ 

６８ 

決

定

後 

所定疾患施設療養費

日数 
数字 ２

決定後の所定疾患施設療養費の日

数を設定する 

※５ ※Ｓ 

６９ 再審査回数 数字 ２ 再審査の回数を設定する ※Ｓ 

７０ 過誤回数 数字 ２ 過誤の回数を設定する ※Ｓ 

７１ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）を設

定する 

※１    

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 
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※４ 入力識別番号と請求明細書様式の対応は、「(２７)～(２８) 償還払給付額管理処理情報 交換情報識別

番号の対応」および資料５「サービス事業所インタフェースの変更点」の「２交換情報識別番号の対応」参照。 

※ ５ 項番９「緊急時施設療養情報レコード順次番号」が９９のときのみ設定する。 

※ ６ 基本情報レコード※５参照。 

※ ７ 交換情報識別番号が”1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”1135” 、”1136”、”1137”の場合は”13”。 

    交換情報識別番号が”1141”、”1142”、”1143”、”1144”、”1145” 、”1146” 、”1147”、”1111”、”1112”、 

”1113”、”1114” 、”1115”、 ”1116”または”1117”の場合は”DC”。 

※８ リハビリテーション点数、処置点数、手術点数、麻酔点数、放射線治療点数の合計を設定する。（緊急時治療

管理、所定疾患施設療養の単位数は設定しない） 

※Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・集計情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※５ 

２ 入力識別番号 英数 ４
入力元の交換情報識別番号を設定

する 

※４ 

３ レコード種別コード 英数 ２ レコード種別を設定する ※６ 

４ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設

定する 

※２    

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を設定する ※２    

６ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月(YYYY 

MM)）を設定する 

※１  

７ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所等の事業所番号を

設定する 

※２    

８ 整理番号 数字 １０ 整理番号を設定する  

９ サービス種類コード 数字 ２

集計を行うサービス種類コードを

設定する 

本レコードでは様式ごとの固定値 

※２    

１０ サービス実日数 数字 ２
該当サービス種類の実日数を設定

する 

※ Ｓ 

※ ７ 

１１ 計画単位数 数字 ６

該当サービス種類の計画単位数を

設定する 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

１２ 限度額管理対象単位数 数字 ６

該当サービス種類の集計限度額管

理対象単位数を設定する 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

１３ 限度額管理対象外単位数 数字 ６
該当サービス種類の集計限度額管

理対象外単位数を設定する 

※Ｓ 

※９ 

１４ 短期入所計画日数 数字 ２ 入所期間の計画日数を設定する ※Ｓ 

１５ 短期入所実日数 数字 ２ 入所期間の実入所日数を設定する ※Ｓ 

１６ 単位数合計 数字 ８

保険分のサービス単位数の合計を

設定する 

※８ 

※９ 

※Ｓ 

１７ 単位数単価 数字 ４ 保険分の単位数単価を設定する ※３  ※Ｓ 

１８ 請求額 数字 ９ 保険分請求額を設定する ※Ｓ 

１９ 

保
険 

利用者負担額 数字 ８
保険請求分利用者負担額を設定す

る 

※Ｓ 

２０

～ 

４１ 

変更なし 

４２ 決定後 単位数合計 数字 ８

サービス単位数の合計を設定する ※８ 

※９ 

※Ｓ 

４３

～ 

６０ 

変更なし 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢単位数単価｣欄」参照。(P.42) 

※ ４ 基本情報レコード※４参照。 

※ ５ 基本情報レコード※５参照。 
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※ ６ 交換情報識別番号が”1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”1135” 、”1136” 、”1137”の場合は”10”。 

    交換情報識別番号が”1141”、”1142”、”1143”、”1144”、”1145” 、”1146”、”1147”、”1111”、”1112”、 

”1113”、”1114” 、”1115”、”1116” 、または”1117”の場合は”T1”。 

※ ７ サービス提供年月が平成 14 年 1 月以降の短期入所サービスについて、請求明細書または償還明 

    細書様式第三、第四、第五上の短期入所実日数を設定する。なお、サービス提供年月が平成 13 年 

    12 月以前のサービスについて設定があった場合、無視される。 

※ ８ サービス提供年月が平成１８年４月以降の特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護に 

ついて、外部サービス利用型である場合には、項番１１「計画単位数」には外部利用型給付上限単位数、項番

１２「限度額管理対象単位数」には外部利用型上限管理対象単位数を設定する。項番１６、項番４２「単位数合

計」には項番１１と項番１２のいずれか低い方の単位数を設定する。 

※９ 平成２４年４月以降の特定施設入居者生活介護（短期利用型以外）、介護予防特定施設入居者生活介護（短 

期利用型以外）について、外部サービス利用型である場合には、項番１１「計画単位数」には外部利用型給付

上限単位数、項番１２「限度額管理対象単位数」には外部利用型上限管理対象単位数、項番１３「限度額管理

対象外単位数」には外部利用型外単位数を設定する。項番１６、項番４２「単位数合計」には項番１１と項番１２

のいずれか低い方の単位数に、項番１３を加えた値を設定する。 

※Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 保険者保有給付実績情報、保険者保有給付実績更新結果情報及び国保連合会保有給付実績情報に

格納が必要なレコードと様式の対応は以下の通りである。 
様式第二  … 保険者保有給付実績情報、保険者保有給付実績更新結果情報及び国保連合会

保有給付実績情報 

～居宅サービス介護給付費明細書 

（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・ 

 居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規

模多機能型居宅介護・複合型サービス） 

様式第六の七 … 保険者保有給付実績情報、保険者保有給付実績更新結果情報及び国保連合

会保有給付実績情報 

～居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（特定施設入居者生活介護（短期利用型）・地域密着型特定施設入居者生

活介護（短期利用型）） 

様式第Ｘ … 国保連合会保有給付実績 

～介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 

（予防サービス費・生活支援サービス費）※名称は仮置きのものです。 

様式第Ｙ … 国保連合会保有給付実績 

～介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 

（ケアマネジメント費）※名称は仮置きのものです。 
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様
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基本情報レコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  
◎
※６

◎ 
※６ 

明細情報レコード（複数レコ

ード） 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎    

◎
※６  

緊急時施設療養情報レコード

（複数レコード）   
○
※１     

○
※１       

緊急時施設療養費・所定疾患

施設療養費情報レコード（複

数レコード） 
       

○
※７       

特定診療費・特別療養費情報

レコード（複数レコード）   
○
※2

○
※2    

○
※2

○
※2      

食事費用情報レコード       
○
※3

○
※3

○
※3      

居宅サービス計画費情報レコ

ード（複数レコード）      ◎         

福祉用具販売費情報レコード 
（複数レコード）          ◎     
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様
式
第
二
・
ニ
の
ニ 

様
式
第
三
・
三
の
ニ 

様
式
第
四
・
四
の
ニ 

様
式
第
五
・
五
の
ニ 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
ニ 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
ニ 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
ニ 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 
様
式
第Y

 

住宅改修費情報レコード 
（複数レコード）           ◎    

高額介護サービス費情報レコ

ード            ◎   

集計情報レコード 
（複数レコード） 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  
◎
※６  

特定入所者介護サービス費用

情報レコード（複数レコード）  
○ 
※４ 

○
※４

○
※４   

○
※４

○
※４

○
※４      

社会福祉法人軽減額情報レ

コード（複数レコード） 
○
※５ 

○ 
※５ 

    
○
※５        

ケアマネジメント費情報レコ

ード（単一レコード）              
◎ 
※６ 

 凡例： ◎…必須レコード ○…実績内容により必要となるレコード 空白…不要なレコード 

※１… 緊急時治療費の実績がある場合（様式第九は平成２４年３月以前提供分まで） 

※２… 特定診療費・特別療養費の実績がある場合のみ 
※３… 食事費用の実績がある場合のみ 
※４… 特定入所者介護サービス費等費用の実績がある場合のみ 
※５… 社会福祉法人軽減額の情報がある場合のみ 
※６… 国保連保有給付実績情報の場合のみ 
※７… 緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費の請求がある場合のみ 
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レコード構成図 

様式第六～六の七：給付実績情報  ～認知症対応型共同生活介護／特定施設入居者生活介護／介

護予防認知症対応型共同生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護／地域密着型特定施設入居

者生活介護／認知症対応型共同生活介護（短期利用型）／介護予防認知症対応型共同生活介護（短

期利用型）／特定施設入居者生活介護（短期利用型）／地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利

用型） 
 

 
 

明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
給付実績情報作成区分コード 
証記載保険者番号 

被保険者番号 

サービス提供年月（対象年月） 

  ： 
  ： 

 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

集計情報レコード 

基本情報レコード 
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レコード構成図 

様式第九：給付実績情報  ～介護老人保健施設  

サービス提供年月が平成２０年５月以降、平成２４年３月以前の場合 

 

 
 

明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
給付実績情報作成区分コード 
証記載保険者番号 

被保険者番号 

サービス提供年月（対象年月） 

  ： 
  ： 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

 ： 
 ： 

集計情報レコード 

基本情報レコード 

  
特定入所者介護サービス費用情報レコード 

： 

特定入所者介護サービス費用情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

 ： 
 ： 

 

緊急時施設療養情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

  ： 
  ： 

 
 

緊急時施設療養情
報レコード 

： 
  

特定診療費・特別療養
費情報レコード 

特定診療費・特別療養費情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

  ： 
  ： 

 

： 

： 
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レコード構成図 

様式第九：給付実績情報  ～介護老人保健施設 サービス提供年月が平成２４年４月以降の場合 

 

 
 

明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
給付実績情報作成区分コード 
証記載保険者番号 

被保険者番号 

サービス提供年月（対象年月） 

  ： 
  ： 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

 ： 
 ： 

集計情報レコード 

基本情報レコード 

  
特定入所者介護サービス費用情報レコード 

： 

特定入所者介護サービス費用情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

 ： 
 ： 

 

緊急時施設療養費・所定疾患

施設療養費情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

  ： 
  ： 

 
 

緊急時施設療養費・
所定疾患施設療養
費情報レコード 

： 
  

特定診療費・特別療養
費情報レコード 

特定診療費・特別療養費情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

  ： 
  ： 

 

： 

： 
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レコード構成図 

様式第 X：国保連合会保有給付実績情報  ～介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 
（予防サービス費・生活支援サービス費） ※名称は仮置きのものです。 
 

 
明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
給付実績情報作成区分コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 
サービス提供年月（対象年月） 

  ： 
  ： 

 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

サービス提供年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 
サービス提供年月 
事業所番号 

  ： 
  ： 

 

集計情報レコード 

基本情報レコード 

： 
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レコード構成図 

様式第 Y：国保連合会保有給付実績情報  ～介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 
（ケアマネジメント費） ※名称は仮置きのものです。 
 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
給付実績情報作成区分コード 
証記載保険者番号 

被保険者番号 

サービス提供年月（対象年月） 

  ： 
  ： 

 

ケアマネジメント費情報レコード 

交換情報識別番号 
入力識別番号 
レコード種別コード 
証記載保険者番号 
被保険者番号 

対象年月 

事業所番号 

  ： 
  ： 

 

基本情報レコード 

ケアマネジメント費
情報レコード 
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国保連合会保有給付実績情報における出力項目と様式の対応表 

※（保険者保有給付実績情報、及び保険者保有給付実績更新結果情報においても国保連合会保有給

付実績情報に準じた変更を行います） 

基本情報レコード 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 

様
式
第Y

 

１ 交換情報識別番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２ 入力識別番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

３ レコード種別コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

４ 
給付実績情報作成区分

コード 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

５ 証記載保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

６ 被保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

７ 
サービス提供年月（対象

年月） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

８ 給付実績区分コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

９ 事業所番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

１０ 整理番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

１１ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１２ 

公

費

１ 受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１３ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１４ 

公

費

２ 受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１５ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１６ 

公

費

３ 受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

１７ 生年月日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

１８ 性別コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

１９ 
要介護状態区分

コード 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○

２０ 
旧措置入所者特

例コード 
     ○       

２１ 
認 定 有 効 期 間 

開始年月日 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２２ 
認 定 有 効 期 間 

終了年月日 
○ ○ ○ ○ ○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２３ 
老人保健市町村

番号 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２４ 
老人保健受給者

番号 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２５ 
保険者番号（後

期） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２６ 

被
保
険
者
情
報 

被保険者番号（後

期） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

事業所からの請求が Null の

場合オールゼロを入れます 

二次予防事業対象者の場合は、要介護状態

区分コードに”01：非該当”、認定有効期間開

始年月日・認定有効期間終了年月日に二次予

防事業有効期間開始年月日・終了年月日を設

定する。 
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 
様
式
第Y

 

２７ 
保険者番号（国

保） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２８ 
被保険者証番号

（国保） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

２９ 

被

保

険

者

情

報 個人番号（国保） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

３０ 

居宅サービス計

画作成区分コー

ド 
○ ○ ○ ○   ○          

３１ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画 

事業所番号（居宅

介護支援事業所

等） 
○ ○ ○ ○   ○          

３２ 開始年月日 ○           ○  
３３ 中止年月日 ○           ○  

３４ 
中止理由・入所（院）前

の状況コード 
○  

○
※1

○
※1

 ○
※1

○
※1

○
※1      

３５ 入所（院）年月日  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
３６ 退所（院）年月日  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
３７ 入所（院）実日数   ○ ○  ○ ○ ○      
３８ 外泊日数   ○ ○  ○ ○ ○      

３９ 
退所（院）後の状態コー

ド 
  ○ ○  ○ ○ ○      

４０ 保険給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    
４１ 公費１給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      
４２ 公費２給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      
４３ 公費３給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

４４ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

４５ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

４６ 利用者負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

４７ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○     ○       

４８ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○     ○ ○      

４９ 

保
険 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

 ○ ○ ○    ○ ○ ○      

５０ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

５１ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
５２ 

合
計
情
報
（
決
定
前
） 

公

費

１ 
本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 
様
式
第Y

 

５３ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○       

５４ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○     ○ ○      

５５ 

 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

      ○ ○ ○      

５６ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

５７ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
５８ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

５９ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○       

６０ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○     ○ ○      

６１ 

公

費

２ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

      ○ ○ ○      

６２ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

６３ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
６４ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

６５ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○       

６６ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○     ○ ○      

６７ 

合
計
情
報
（
決
定
前
） 

公

費

３ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 
      ○ ○ ○      

６８ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

６９ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

７０ 利用者負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

７１ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○       

７２ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○     ○ ○      

７３ 

合
計
情
報
（
決
定
後
） 

保
険 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 
 ○ ○ ○    ○ ○ ○      
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 

様
式
第Y

 

７４ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

７５ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
７６ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

７７ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○      

７８ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○      ○ ○      

７９ 

公

費

１ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

      ○ ○ ○      

８０ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

８１ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
８２ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

８３ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○      

８４ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○      ○ ○      

８５ 

公

費

２ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

      ○ ○ ○      

８６ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

８７ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
８８ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

８９ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○      ○      

９０ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○      ○ ○      

９１ 

合
計
情
報
（
決
定
後
） 

公

費

３ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

      ○ ○ ○      

９２ 警告区分コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ 
９３ 審査年月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

凡例 ○…出力対象項目 空白…出力対象外項目 

 

※１ サービス提供年月が平成２１年４月以降のサービスについて、出力対象項目とするよう変更する。 

    なお、サービス提供年月が平成２１年３月以前のサービスについては、従来通り（出力対象外項目）とする。 
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明細情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 
様
式
第Y

 

１ 交換情報識別番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

２ 入力識別番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

３ レコード種別コード ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

４ 証記載保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

５ 被保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

６ サービス提供年月 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

７ 事業所番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

８ 整理番号 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

９ サービス種類コード ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１０ サービス項目コード ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１１ 単位数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１２ 日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１３ 公費１対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

１４ 公費２対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

１５ 公費３対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

１６ サービス単位数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１７ 
公費１対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

１８ 
公費２対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

１９ 
公費３対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２０ 摘要 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  
２１ 単位数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  
２２ 日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

２３ 
公費１対象日数・

回数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２４ 
公費２対象日数・

回数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２５ 
公費３対象日数・

回数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２６ サービス単位数 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

２７ 
公費１対象サービ

ス単位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２８ 
公費２対象サービ

ス単位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２９ 

決

定

後 

公費３対象サービ

ス単位数 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 

様
式
第Y

 

３０ 再審査回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  
３１ 過誤回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  
３２ 審査年月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  

凡例 ○…出力対象項目 空白…出力対象外項目 
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緊急時施設療養情報レコード（複数レコード） 
様式第九については、サービス提供年月が平成２４年３月以前の場合、以下の項目を設定する。 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 

様
式
第Y

 

１ 交換情報識別番号   ○     ○       

２ 入力識別番号   ○     ○       

３ レコード種別コード   ○     ○       

４ 証記載保険者番号   ○     ○       

５ 被保険者番号   ○     ○       

６ サービス提供年月   ○     ○       

７ 事業所番号   ○     ○       

８ 整理番号   ○     ○       

９ 
緊急時施設療養情報レコ

ード順次番号 
  ○     ○       

１０ 緊急時傷病名１   ○     ○       

１１ 緊急時傷病名２   ○     ○       

１２ 緊急時傷病名３   ○     ○       

１３ 緊急時治療開始年月日１   ○     ○       

１４ 緊急時治療開始年月日２   ○     ○       

１５ 緊急時治療開始年月日３   ○     ○       

１６ 往診日数   ○     ○       

１７ 往診医療機関名   ○     ○       

１８ 通院日数   ○     ○       

１９ 通院医療機関名   ○     ○       

２０ 緊急時治療管理単位数   ○     ○       

２１ 緊急時治療管理日数   ○     ○       

２２ 緊急時治療管理小計   ○     ○       

２３ リハビリテーション点数   ○     ○       

２４ 処置点数   ○     ○       

２５ 手術点数   ○     ○       

２６ 麻酔点数   ○     ○       

２７ 放射線治療点数   ○     ○       

２８ 摘要１   ○     ○       

２９ 摘要２   ○     ○       

：  ：   ○     ○       

４７ 摘要２０   ○     ○       

４８ 
緊急時施設療養費合計点

数 
  ○     ○       
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緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費情報レコード（複数レコード） 
サービス提供年月が平成２４年４月以降の場合、以下の項目を設定する。 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式X

 

様
式Y

 

１ 交換情報識別番号        ○       

２ 入力識別番号        ○       

３ レコード種別コード        ○       

４ 証記載保険者番号        ○       

５ 被保険者番号        ○       

６ サービス提供年月        ○       

７ 事業所番号        ○       

８ 整理番号        ○       

９ 
緊急時施設療養情報レ

コード順次番号 
       ○       

１０ 緊急時傷病名１        ○       

１１ 緊急時傷病名２        ○       

１２ 緊急時傷病名３        ○       

１３ 
緊急時治療開始年月日

１ 
       ○       

１４ 
緊急時治療開始年月日

２ 
       ○       

１５ 
緊急時治療開始年月日

３ 
       ○       

１６ 往診日数        ○       

１７ 往診医療機関名        ○       

１８ 通院日数        ○       

１９ 通院医療機関名        ○       

２０ 緊急時治療管理単位数        ○       

２１ 緊急時治療管理日数        ○       

２２ 緊急時治療管理小計        ○       

２３ 
リハビリテーション点

数 
       ○       

２４ 処置点数        ○       

２５ 手術点数        ○       

２６ 麻酔点数        ○       

２７ 放射線治療点数        ○       

２８ 摘要１        ○       

２９ 摘要２        ○       

：  ：        ○       

４７ 摘要２０        ○       
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式X

 
様
式Y

 

４８ 
緊急時施設療養費合計

点数 
       ○       

４９ 
所定疾患施設療養費傷

病名１ 
       ○       

５０ 
所定疾患施設療養費傷

病名２ 
       ○       

５１ 
所定疾患施設療養費傷

病名３ 
       ○       

５２ 
所定疾患施設療養費開

始年月日１ 
       ○       

５３ 
所定疾患施設療養費開

始年月日２ 
       ○       

５４ 
所定疾患施設療養費開

始年月日３ 
       ○       

５５ 
所定疾患施設療養費単

位数 
       ○       

５６ 
所定疾患施設療養費日

数 
       ○       

５７ 
所定疾患施設療養費小

計 
       ○       

５８ 往診日数        ○     

５９ 通院日数        ○     

６０ 
緊急時治療管理単

位数 
       ○     

６１ 
緊急時治療管理日

数 
       ○     

６２ 
リハビリテーション

点数 
       ○     

６３ 処置点数        ○     

６４ 手術点数        ○     

６５ 麻酔点数        ○     

６６ 放射線治療点数        ○     

６７ 
所定疾患施設療養

費単位数 
       ○     

６８ 

決

定

後 

所定疾患施設療養

費日数 
       ○     

６９ 再審査回数        ○       
７０ 過誤回数        ○       
７１ 審査年月        ○       

凡例 ○…出力対象項目 空白…出力対象外項目 
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集計情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式X

 
様
式Y

 

１ 交換情報識別番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ 入力識別番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３ レコード種別コード ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 証記載保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 被保険者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ サービス提供年月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ 事業所番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 整理番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ サービス種類コード ○ 

○

※

1 

○

※

1

○

※

1

○

※

1

○

※

1

○

※

1

○

※

1

○

52

固

定

○

53

固

定 

○

※

1 

○

※

1 

○

１０ サービス実日数 ○ 
○
※2 

○
※2

○
※2

  ○      ○

１１ 計画単位数 ○ 
○
※2 

○
※2

○
※2

 
○
※4

○      ○

１２ 限度額管理対象単位数 ○ 
○
※2 

○
※2

○
※2

 
○
※4

○      ○

１３ 
限度額管理対象外単位

数 
○ 

○
※2 

○
※2

○
※2

 
○
※5

○      ○

１４ 短期入所計画日数  ※3 ※3 ※3         

１５ 短期入所実日数  ※3 ※3 ※3         

１６ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１７ 単位数単価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

１８ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  

１９ 

保
険 

利用者負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  

２０ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２１ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２２ 

公
費
１ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２３ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２４ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２５ 

公
費
２ 

本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２６ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２７ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

２８ 

公
費
３ 

本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式X

 

様
式Y

 

２９ 単位数合計   ○ ○      ○ ○      

３０ 請求額   ○ ○      ○ ○      

３１ 

保

険

分

出

来

高

医

療

費 

出来高医療費利用

者負担額 
  ○ ○      ○ ○      

３２ 単位数合計   ○ ○      ○ ○      

３３ 請求額   ○ ○      ○ ○      

３４ 

公

費

１

分

出

来

高

医

療

費 

出来高医療費本人

負担額 
  ○ ○      ○ ○      

３５ 単位数合計   ○ ○      ○ ○      

３６ 請求額   ○ ○      ○ ○      

３７ 

公

費

２

分

出

来

高

医

療

費 

出来高医療費本人

負担額 
  ○ ○      ○ ○      

３８ 単位数合計   ○ ○      ○ ○      

３９ 請求額   ○ ○      ○ ○      

４０ 

公

費

３

分

出

来

高

医

療

費 

出来高医療費本人

負担額 
  ○ ○      ○ ○      
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式X

 
様
式Y

 

４１ 短期入所実日数  ※3 ※3 ※3 ○ ○   ○ ○ ○      

４２ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

４３ 保険請求分請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○  

４４ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

４５ 

公
費
１ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

４６ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

４７ 

公
費
２ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

４８ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

４９ 

公
費
３ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○      

５０ 単位数合計   ○ ○     ○ ○      

５１ 

保
険
分
出
来
高

医
療
費 

請求額   ○ ○     ○ ○      

５２ 単位数合計   ○ ○     ○ ○      

５３ 

公
費
１
分
出
来

高
医
療
費 

請求額   ○ ○     ○ ○      

５４ 単位数合計   ○ ○     ○ ○      

５５ 

公
費
２
分

出

来
高
医
療
費 請求額   ○ ○     ○ ○      

５６ 単位数合計   ○ ○     ○ ○      

５７ 

決

定

後 

公
費
３
分
出
来

高
医
療
費 

請求額   ○ ○     ○ ○      

５８ 再審査回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  
５９ 過誤回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  
６０ 審査年月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○  

凡例 ○…出力対象項目 空白…出力対象外項目 
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※１ 様式第三の場合２１固定、様式第三の二の場合２４固定、様式第四の場合２２固定、様式第四の二の場合２５

固定、様式第五の場合２３固定、様式第五の二の場合２６固定、様式第六で認知症対応型共同生活介護の場

合３２固定、様式第六で平成１８年３月サービス以前の特定施設入居者生活介護の場合３３固定、様式第六の

二の場合３７固定、様式第六の三で平成１８年４月サービス以降の特定施設入居者生活介護（短期利用型以

外）の場合３３固定、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型以外）の場合３６固定、様式第六の四

の場合３５固定、様式第六の五の場合３８固定、様式第六の六の場合３９固定、様式第六の七で特定施設入居

者生活介護（短期利用型）の場合２７固定、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型）の場合２８固

定、様式第八で介護老人福祉施設の場合５１固定、地域密着型介護老人福祉施設の場合５４固定、様式第十

三の場合４１固定、様式第十三の二の場合４４固定、様式第十四の場合４２固定、様式第十四の二の場合４５

固定とする。 

※２ サービス提供年月が平成１４年１月以降の短期入所サービスについて、出力対象項目とする。なお、サービス

提供年月が平成１３年１２月以前のサービスについては従来通り（出力対象外項目）とする。 

※３ サービス提供年月が平成１４年１月以降の短期入所サービスについて、出力対象外項目とする。 

    なお、サービス提供年月が平成１３年１２月以前のサービスについては、従来通り（出力対象項目） 

    とする。 

※４ 外部サービス利用型の場合、出力対象項目とする。 

※５ サービス提供年月が平成２４年４月以降の外部サービス利用型の場合、外部利用型外単位数を設定する。 
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ケアマネジメント費情報レコード（単一レコード） 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・
三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
七
・
七
の
二 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
十
三
・
十
三
の
二 

様
式
第
十
四
・
十
四
の
二 

様
式
第
十
五 

様
式
第X

 
様
式
第Y

 

1 交換情報識別番号              ○

２ 入力識別番号              ○

３ レコード種別コード              ○

４ 証記載保険者番号              ○

５ 被保険者番号              ○

６ 対象年月              ○

７ 事業所番号              ○

８ 整理番号              ○

９ 
指定/基準該当等事業所

区分コード 
             ○

１０ 単位数単価              ○

１１ 
居宅サービス計画作成

依頼届出年月日 
              

１２ 
サービス計画費明細行

番号 
             ○

１３ サービスコード              ○

１４ 単位数              ○

１５ 回数              ○

１６ サービス単位数              ○

１７ サービス単位数合計              ○

１８ 請求金額              ○

１９ 
担当介護支援専門員番

号 
              

２０ 摘要              ○

２１ 利用者負担額              ○

２１ 単位数              ○

２２ 回数              ○

２３ サービス単位数              ○

２４ 
サービス単位数合

計 
             ○

２５ 請求金額              ○

２６ 

決

定

後 

利用者負担額              ○

２７ 再審査回数              ○

２８ 過誤回数              ○

２９ 審査年月              ○

凡例 ○…出力対象項目 空白…出力対象外項目 



異動年月日
年号 年 月 日

[資格]
資格取得年月日 資格喪失年月日

年号 年 月 日 年号 年 月 日
1:男
2:女

[要介護認定] [支給限度基準額]
みなし
区分 年号 年 月 日 年号 年 月 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[居宅サービス計画届出] [利用者・旧措置利用者負担]

年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[標準負担・特定標準負担] [償還払化] [給付上の措置]

年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年 月 日 年 月 日

[申請情報] [特定入所者介護サービス]
申請年月日

年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[老人保健受給者] [社会福祉法人軽減情報] [二次予防事業]

年号 年 月 日 年号 年 月

[後期高齢者医療資格] [国民健康保険資格]
個人番号
(国保)

被保険者証番号
(国保)

軽減率
軽減率適用開始年月日 軽減率適用終了年月日

日

従来型個室(老・療) 多床室

対象
区分

有効期間開始年月日

2 平成 2 14 0 4

償還払化開始年月日 償還払化終了年月日適用終了年月日

食費負担
限度額

居住費負担限度額
ﾕﾆｯﾄ型個室 ﾕﾆｯﾄ型準個室

認定申請
中区分 従来型個室（特）

5311

保険者番号
(後期)

被保険者番号
(後期)

保険者番号
(国保)

適用終了年月日特例減額
措置対象

給付率引下げ開始年月日給付率引下げ終了年月日

年号 年号

適用開始年月日

計画作
成区分

居宅介護
支援事業所番号

適用開始年月日 適用終了年月日 減免
中区分

利用者
負担区分

給付率
適用開始年月日 適用終了年月日

(旧短期入所)

支給限度基準額
(旧訪問通所)0 1

上限管理適用終了年月日

1

公費負担
上限額減額

区分
支給限度
基準額

0 1 00

4 0 1

0 1 ｼ ﾞ ｭ ｷ ｭ

平成 2 4 00 0 0 10 0 0 0

日
生年月日

年号 月

0 0 0 0

保険者名

○○市

介護保険　受給者情報異動連絡票（例）
   2012年　4月　1日　（　　1　 頁）保険者→国保連

日

被保険者氏名（カナ）

証記載保険者
番号

被保険者番号

異動事由

9 0 0 0

年

要介護
状態区分

有効期間終了年月日有効期間開始年月日

ｳ ｼ ｬ 1

広域(政令市)
保険者番号

老人保健
市町村番号

標準負
担区分

負担額

申請種別
変更申請
中区分

適用開始年月日

老人保健
受給者番号

サービス
区分

4 0

異動区分

1:新規　2:変更　3:終了

1

性別

昭和 3 平成 2 0 0

上限管理適用開始年月日

年号 年 月
小規模居宅
サービス利用 日

0

有効期間終了年月日
年号 年 月 日

-76-



異動年月日 訂正年月日
年号 年 月 日 年号 年 月 日

[資格]
資格取得年月日 資格喪失年月日

年号 年 月 日 年号 年 月 日
1:男
2:女

[要介護認定] [支給限度基準額]
みなし
区分 年号 年 月 日 年号 年 月 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[居宅サービス計画届出] [利用者・旧措置利用者負担]

年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[標準負担・特定標準負担] [償還払化] [給付上の措置]

年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日 年 月 日 年 月 日

[申請情報] [特定入所者介護サービス]

申請年月日
年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[老人保健受給者] [社会福祉法人軽減情報] [二次予防事業]

年号 年 月 日 年号 年 月

[後期高齢者医療資格] [国民健康保険資格]

0 4 0 11 平成 2 0

1

昭和 3 0 0 1 0

4 0 5 00 1 平成 22 4 0 40 0 1 平成

10 1

9 0 0 0 0 0 0

ｭ ｳ ｼ ｬｼ ﾞ ｭ ｷ

個人番号
(国保)

保険者番号
(後期)

被保険者番号
(後期)

保険者番号
(国保)

被保険者証番号
(国保)

償還払化開始年月日 償還払化終了年月日 給付率引下げ開始年月日

適用開始年月日 適用終了年月日 減免
中区分

利用者
負担区分

給付率
適用開始年月日 適用終了年月日

(旧短期入所)

上限管理適用終了年月日

0 1

公費負担
上限額減額

区分
支給限度
基準額

支給限度基準額
(旧訪問通所)

ﾕﾆｯﾄ型準個室

老人保健
市町村番号

老人保健
受給者番号

軽減率
軽減率適用開始年月日 軽減率適用終了年月日

日
有効期間開始年月日

2:修正　3:削除

従来型個室(老・療) 多床室

0

介護保険　受給者情報訂正連絡票（例）

年

   2012年　4月　1日　（　　1　 頁）

保険者名

日
被保険者氏名（カナ） 性別

○○市

訂正区分被保険者番号

生年月日
年号 月

0 0 0 0 0

5321

適用開始年月日 適用終了年月日 給付率引下げ終了年月日

年号 年号

適用開始年月日 適用終了年月日
ﾕﾆｯﾄ型個室 従来型個室（特）

保険者→国保連

申請種別
変更申請
中区分

要介護
状態区分

証記載保険者
番号

異動事由

計画作
成区分

居宅介護
支援事業所番号

標準負
担区分

上限管理適用開始年月日有効期間開始年月日 有効期間終了年月日

日

4 0 5

負担額

広域(政令市)
保険者番号

認定申請
中区分

サービス
区分

特例減額
措置対象

食費負担
限度額

居住費負担限度額

平成

対象
区分

2 2

有効期間終了年月日

年号 年 月 日 年号 年 月 日

小規模居宅
サービス利

用

0 1
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異動年月日 有効開始年月日 有効終了年月日
年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[サービス費区分支給限度基準額]

[サービス費種類支給限度基準額] [基準該当サービス費比率]

 

 
5 8 3 00 0 33 0 66 7 5 08 0 21 9 4複合型サービス 1 6 5 8 0

83 0 6 07 5 3 00 3 500 2 61 9 4 85 8 0巡回訪問介護 1 6

0 4 0 07 0 14 906 1 58 3 00 3 53 0 6 07 5 00 2 6

1 0 0

8 0 1 9 4 8

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

0 4 0 07 0 14 9

0 4 0 07 0 14 9

0 4 0 07 0 14 9

0 4 0 07 0 14 9

0 4 0 07 0 14 9

1 4 0 0

4 0 0

4 9 7 0

0 1 04 9 71 5 00 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 02 6 7 5

1 5 0

1 9 4 8 0

0 63 5 8 36 0 00 3 0

0

9 4 8 0 2 6 7 5

6 1 58 3 00 3 53 0 6 07 5 0

1 5 0

9 4 8 0 2 6

0 63 5 8 36 0 00 3 0

0

9 4 8 0 2 6 7 5

6 1 58 3 00 3 5

8 0

1

1

1

1

1 6 5

8 0

1

1 6 5

6 5

8 0

8 0

8 0

1 6 5

1 6 5

8 0

1

1 6 5

6 5

8 0

8 0

8 0

1 6 5

1 6 5

3 0

1 6 5 8 0 9 4

2 4 0 95 0 1 平成平成 2 4 00 1 0 11:新規　2:変更　3:終了2 4 0 5

通所リハビリ

通所介護

訪問看護

保険者→国保連

訪問リハビリ

9 0 0 0 0

区分
居宅介護

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

0 平成

夜間訪問介護

福祉用具貸与

種類
居宅介護

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

認知症通所介護

短期入所生活

短期入所療養

  2012年　4月　1日　（　　1　 頁）

保険者名

○○市

異動区分 異動事由

介護保険　市町村固有情報異動連絡票（１／２）（イメージ）
（居宅介護サービス費等）

保険者番号

要支援１ 要支援２

支給限度基準額
(旧訪問通所)

(旧短期入所)

居宅支援
介護予防

1 6 5

介護予防
種類居宅支援 比率

要介護５ 要支援１ 要支援２

訪問介護 5 0 3 訪問介護8 0 2 6 7 0 6 0

訪問入浴介護 訪問入浴介護

通所介護

短期入所生活

1 6 5 8 0

予防短期生活

福祉用具貸与

居宅支援

0

予防福祉貸与

予防支援

5511

予防訪問介護

予防訪問入浴

予防通所介護

1 0 0

1
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異動年月日 有効開始年月日 有効終了年月日
年号 年 月 日 年号 年 月 日 年号 年 月 日

[総合事業費区分支給限度基準額]

[総合事業費種類支給限度基準額]

0

1 5 0 0

5

1 5

0

0

1

5 0 0

1 0 0 00

0

1 0 0 0 1

1 5 0

5 0 0

1 0 0 0

0

1 0 0 0 1

1 5 0

5 0 0

1 0 0 0

0 1

1 5 0 0

0 0

1 0 0 0

1 50 0 0

1 0 0

1

0

0

0

0

0

0

1 5 0 00 01 0

0 0

1 0 0 0 1 5

1 0 0 0 1

1 5

5

0

5 0 0

1 0 0 0

1 1

5 01

5 0 0

01 0 00 05

1 0 0 05

1 5 0

0 0 1 5 0

5 0 0 1

1 51

0 0 0

00 0 05 0 0

0 0 0

5

二次予防

3 0 0

3 0

0 02 0 0

2 4 0 95 0 1 平成平成 2 4 00 1 0 12 4 0 5

介護予防

5511

要支援２

要支援１ 要支援２要支援２

予防福祉貸与

予防通所リハ

要支援１

要支援１

1 0 0 0

9 0

予防訪問看護

予防訪問リハ

0 0 0 0 平成

1

  2012年　4月　1日　（　　1　 頁）

保険者名

○○市

異動区分 異動事由

介護保険　市町村固有情報異動連絡票（２／２）（イメージ）
（総合事業費）

予防多機能型

0 0 0 予防特定施設

予防認知通所

予防認知症型

予防認知短期

0 0

予防訪問入浴

区分

支給限度基準額
(総合事業費)

介護予防
二次予防

二次予防

予防短期老健

ケアマネジメント

生活支援（配食）

通所型予防

生活支援（見守り）

種類

生活支援（その他） 予防療養管理

予防短期生活

予防短期医療

種類

1 5 0

保険者→国保連

保険者番号

1:新規　2:変更　3:終了

訪問型予防

介護予防

0 0
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[サービスコード情報]

年号 年 月

年号 年 月

名称２サービス

2

0 1

0 0 2 2120 0 0 224 0 4
1

1 平成 2
4 0 4 00 1 平成 28 3 0 0

サ

2 2 2

ービス名称１

1 8 51 0 1 30 1 004 1 0平成 2 4 0
1

1

0 1
4 0 4 00 1 平成 28 2 0 0

5G11

   2012年　4月　1日　（　　1　 頁）

保険者名

○○市

実施区分定率定額 給付率 負担額

0

保険者→国保連

異動事由

異動区分 日数回数異動年月日
適用開始年月

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報　(イメージ）

月 日

算定単位

保険者番号

種類
ｺｰﾄﾞ

項目
ｺｰﾄﾞ

年号

9 0 0 0 0 0

二次
予防

要支
援１

要支
援２

適用終了年月
サービス名称

単位数 制限期間
限度額
区分

年
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保険者　→　国保連合会

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書情報（例）
9 9 0 0 0 0

○○市　

介護給付費審査委員会　殿 〒９９９－９９９９
○○県××市△△△△１－２－３

電話番号 ×××－×××－××××

下記の介護予防・日常生活支援総合事業費について、過誤を申し立てます。

平成　２４年６月１５日

サービス提供年月

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

平成　　年　　月

０ ９ ９ 総合（予）  その他実績取下９ ９ 平成２４年　４月 １
ｼﾞｭｷｭｳｼｬ1

９ ９ ９ ９９ ９ ９ ９

事業所番号
被保険者番号
被保険者氏名 申立事由コード 申  立  事  由

保険者番号

保険者名

所在地

連絡先

1761
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号 999999

事業所（保険者）名

単位数
特定入所者介護費等

9999999999 0000000001

 ○○事業所 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ1

9999999999 0000000002

 ○○事業所 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ2

9999999999 0000000003

 ○○事業所 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ3

9999999999 0000000004

 ○○事業所 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ4

9999999999 0000000005

 ○○事業所 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ5

※　種別　：サ…サービス計画費請求明細書、　請…請求明細書、　給…給付管理票

※　サービス項目等：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます

※　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。 SHDL01(7411)

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

22

平成24年 5月 21日

１頁

○○○国民健康保険団体連合会

１０ＷＫ

内　　　　容 備　考

平成24年5月　審査分

H20.5 6601 B

サービス
項目等

事由
サービス

種類

 サービス種類：算定不可ー療養体制維持

請 H22.10 2511 A

B

請

25

59

9,795請 H22.10 22 保留

E請 H17.9 52

ＡＢＢＦ

10,665

3,350

C

ＡＨＨ１

7,320

 ○○市

請 H20.5 99 5,680  識別番号：特定療養・特別療養表に未登録

 明細行番号：様式番号とサービス種類の不整合

 時効により却下

 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要
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国保連合会 → 保険者

証記載保険者番号

900000

サービス
提供年月

サービス
種類名

過誤申立事由 保険者負担額

件数

合計  総合事業費 -1 SLHL02(1751)

過誤申立てについては、下記のとおり決定しましたので通知します。 平成24年 7月 1日

1 頁

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書（平成24年6月取扱分）

保 険 者 名

○○○国民健康保険団体連合会

備  考

単位数 保険者負担額

-25,048 -225,432

単位数

-225,432
予防生活支援
請求誤りｼﾞｭｷｭｳｼｬ1

-25,048
9000050014

○○市　　　　　　　　　　　　　　　　　

H24.4
訪問型予防
サービス

事業所番号
事業所名

被保険者番号
被保険者氏名

□□□事業所

0000000001
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国保連合会　→　保険者

 保険者番号 1 頁

 保険者名 ○○国民健康保険団体連合会

※1 … 請：請求明細書

SECL03(1221)

720

介護予防・日常生活支援総合事業費資格照合表

単位数

13,648

H24.4.1 H24.6.30

H24.4.1 H24.12.31

H24.6.30

H24.4.1 H24.12.31

被保険者情報

13 H24.4.1 H25.6.30

12 H24.4.1 H24.12.31

H24.4.1

ｼﾞｭｷｭｳｼｬ1 訪問型予防サービス

ケアマネジメント

要介護区分コード

9000050022

利用者負担額 

900000

○○市

サービス
提供年月

種別
(※1)

平成24年5月審査分については確認の結果、下記の通りでした
ので報告いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所名被保険者番号
日数
回数

H24.4

有効期間　開始年月日 有効期間　終了年月日

0000000001 △△△事業所請 9000050022

被保険者氏名 サービス種類名 事業所番号

0000000003 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ3

13,64812 

1,90019 

△△△事業所請

9000050022 △△△事業所請H24.40000000002 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ2 生活支援サービス（配食）

平成24年 6月 1日

0

720H24.4

ケアマネジメント費は「請」と出力することにします。
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介護予防・日常生活支援総合事業費払込請求書 領    収    書

殿

5 年 5

円
（取扱店）

 

年 5

 （　    　　　　　　経由）

振込人→取扱銀行→連合会

1 日月

フリガナ

預金
種目

取組日

フリガナ

氏名

氏名

要支援者向け事業費

二次予防向け事業費

普通

○○県国民健康保険団体連合会

ﾏﾙﾏﾙｼ

900000

○○市氏名

番号

0105 01

0105 01

 月　審査分

節

1234567

項

 国民健康保険団体連合会

01

021234567

20,000,000       

10,000,000       

10,000,000       

   円

   円

   円

月

内
 
 
訳

○○市

長印
理事

10,000,000          

10,000,000          

年

円
ﾃﾚ照合印

20,000,000          

理事長職務代行者 介護　太郎

○○県○○市○○町○－○－○

年

口座
番号

払込期限

○×銀行□□支店送金先

○○市

平成 24   年

月

平成 24

金　額20,000,000          6 日

 月審査確定額を下記のとおり払込み下さい。

円

円

内
　
　
訳

10,000,000        

円

円

出納済印または振替科目

振込人

普通預金種目

口座名

6平成 24

金　額

理事

実施印

介護予防・日常生活支援総合事業費 振込通知書

○○県

ﾏﾙﾏﾙｹﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾚﾝｺﾞｳｶｲ

   振込人・取扱銀行（保管）

 備考

6

524 年

 払込期限

 審査年月

年

依
頼
人  殿

○○県

年 月 日

金額
受
　
取
　
人

要支援者向け事業費

二次予防向け事業費

振込人→取扱銀行→振込人

○○県

要支援者向け事業費

二次予防向け事業費

国民健康保険団体連合会殿

平成 24

1234567

円

金　額

入金票 通過番号

20,000,000        

10,000,000        

ﾏﾙﾏﾙｹﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝﾚﾝｺﾞｳｶｲ

15平成 24

内
　
 
　
訳

振込人→取扱銀行→振込人

先方
銀行

振込依頼書

○×銀行□□支店

発信時分

複記

 （おねがい）

月  日

○○市

１．この振込は他の銀行と
　　一緒にすることなく個別に

　　お取扱下さい。

15

介護予防・日常生活支援総合事業費等の審査支払確定額

24

公　金

殿

※取扱店の領収印のないものは

無効です。

 日年    月

 月審査確定額を下記のとおり領収いたしました。

1234567

理事長職務代行者

口座
番号

目

長印

口座番号
収入科目

款

受信者名 発信印

 国民健康保険団体連合会

介護　太郎
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介護予防・日常生活支援総合事業費　審査支払手数料払込請求書

殿

振込人→取扱銀行→振込人

年

  振込人・取扱銀行（保管）

15 日

月

払込期限 24 年 6 月

審査年月 24 年 5

900000

 備考 振込人→取扱銀行→連合会 氏名 ○○市　 出納済印または振替科目
介護予防・日常生活支援総合事業費の審査支払手数料

公 金

振込人
番号

500,000 円5,000 件
円 銭

100 0

依
頼
人

フリガナ
　　一緒にすることなく個別に

ﾏﾙﾏﾙｼ 　　お取扱下さい。

氏名

殿○○市

件数
一件当たり

単価
金      額

1234567 01

円 口座番号
収入科目

目 節

0105

フリガナ
ﾏﾙﾏﾙｹﾝｹﾝｺｳﾋｹﾝﾚﾝｺﾞｳｶｲ

款 項

内                       訳 03
氏名

○○県国民健康保険団体連合会 （おねがい）
１．この振込は他の銀行と

ﾃﾚ照合印

金　額 500,000

○○県 国民健康保険団体連合会殿

受

取

人

預金
種目

普通
口座
番号

1234567 金額 500,000 円

先方
銀行

○×銀行□□支店 複記

 月　 審査分

取組日       年　　月　　日  （　    　　　　　　経由）実施印

平成 24 5

振込人→取扱銀行→振込人

振込依頼書 入金票 通過番号 発信時分 受信者名 発信印 介護予防・日常生活支援総合事業費 審査支払手数料振込通知書 

理事長職務代行者 介護　太郎 理事長職務代行者 介護　太郎

○○県 国民健康保険団体連合会

○○県○○市○○町○－○－○
理事

※ 取 扱 店 の 領 収 印 の な い も の は

理事   無効です。

長印 長印
○○県 国民健康保険団体連合会

月 日1 日 年平成 24 年 6 月

500,000 円100 0 100 05,000 件
円 銭

一件当たり
単価

金　　 額

5,000 件
円 銭

500,000 円 口座名 ﾏﾙﾏﾙｹﾝｹﾝｺｳﾋｹﾝﾚﾝｺﾞｳｶｲ

普通
口座
番号

1234567 件数件数
一件当たり

単価
金   　 額 預金種目

円
（取扱店）

内                       訳 送金先 ○×銀行□□支店 内                     訳

15 日 金　額 500,000平成 24 年 6 月金　額 500,000 円 払込期限

平成 24 年 5 月審査支払手数料を下記のとおり領収いたしました。平成 24 年 5 月審査支払手数料を下記のとおり払込み下さい。

 　領    収    書

○○市 ○○市 殿
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国保連合会　→　保険者

900000 平成24年 6月 1日

5 頁

＊＊＊＊＊ 項

短期入所生活介護 21 42 8,400 0 0 75,600 8,400 0

短期入所療養介護（介護老人保健施設 22 44 8,800 0 0 79,200 8,800 0

短期入所療養介護（介護療養型医療施 23 46 9,200 0 0 82,800 9,200 0

介護予防短期入所生活介護 24 48 9,600 0 0 86,400 9,600 0

介護予防短期入所療養介護（介護老人 25 50 10,000 0 0 90,000 10,000 0

介護予防短期入所療養介護（介護療養 26 52 10,400 0 0 93,600 10,400 0

認知症対応型共同生活介護 32 64 12,800 0 0 115,200 12,800 0

特定施設入居者生活介護 33 66 13,200 0 0 118,800 13,200 0

介護予防特定施設入居者生活介護 35 70 14,000 0 0 126,000 14,000 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 36 72 14,400 0 0 129,600 14,400 0

介護予防認知症型共同生活介護 37 74 14,800 0 0 133,200 14,800 0

認知症対応型共同生活介護（短期利用 38 76 15,200 0 0 136,800 15,200 0

介護予防認知症型共同生活介護（短期 39 78 15,600 0 0 140,400 15,600 0

介護老人福祉施設サービス 51 102 20,400 0 0 183,600 20,400 0

介護老人保健施設サービス 52 104 20,800 0 0 187,200 20,800 0

介護療養型医療施設サービス 53 106 21,200 0 0 190,800 21,200 0

地域密着型介護老人福祉施設 54 108 21,600 0 0 194,400 21,600 0

特定診療費 6 12 2,400 0 0 21,600 2,400 0

特定入所者介護サービス 59 118 23,600 0 0 212,400 23,600 0

再掲　施設等分 997,920

再掲　その他分 1,399,680

高額介護サービス費

　合　　　計 601 266,400 0 0 2,397,600 266,400 0

　累　　　計 601 266,400 0 0 2,397,600 266,400 0

請求額 累計

57,095 57,095 SEFL01(1511)

 保険者番号

款

 保険者名 ○○○市

84,000

140,000

144,000

148,000

152,000

156,000

204,000

0

92,000

審査支払手数料

88,000

96,000

100,000

104,000

128,000

132,000

24,000

208,000

212,000

216,000

236,000

0

0

0

2,664,000

2,664,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

種　　　　類
調整額単位数

再審査・過誤

実日数件数 単位数
金額

(特定入所者介護費等)
件数

介護給付費等請求額通知書
平成24年5月　審査分

○○○国民健康保険団体連合会

公費負担額利用者負担額

＊＊＊＊＊

介護給付費
(特定入所者介護費等)

通常分

0

0

0

0

0

○「再掲　施設等分」について
　以下のレセプトの情報を計上します。
　　・特定施設入居者生活介護
　　・介護予防特定施設入居者生活介護
　　・介護老人福祉施設サービス
　　・介護老人保健施設サービス（出来高分含む）
　　・介護療養型医療施設サービス（出来高分含む）
　　・特定入所者介護サービスのうち、介護老人福祉施設サービス、
　　　介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス分のレセプトのみ

　※本帳票上に出力される数値では、内訳は分からない場合があります。

○「再掲　その他分」について
　上記「再掲　施設等分」に計上していないサービス分全ての金額です。

【注意事項】
　①本帳票は現物分のみですので、償還分は保険者で別途計算する必要があります。
　②「介護給付費等請求額通知書（公費負担者分）」、「介護予防・日常生活支援総合
　　　事業費等請求額通知書情報」は対応不要と想定しています。

通常分の件数、実日数、単位数、金額（特定入所者介護費等）、再審査・過誤の件数、単位数、調整
額、利用者負担額、公費負担額は計上しません。

最終ページ
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国保連合会　→　保険者

900000 平成24年 6月 1日

1 頁

地域支援事業費 項

訪問型予防サービス 11 200 40,000 0 0 360,000 40,000

ケアマネジメント 15 27,000 0 0 243,000 27,000

　要支援者向け事業費 26 200 67,000 0 0 603,000 67,000

訪問型予防サービス 13 210 42,000 0 0 378,000 42,000

ケアマネジメント 16 29,000 0 0 261,000 29,000

　二次予防向け事業費 29 210 71,000 0 0 639,000 71,000

　合　　　計 55 138,000 0 0 1,242,000 138,000

　累　　　計

請求額 累計

SEFL01(1521)

○○○国民健康保険団体連合会

調整額単位数

過誤
種　　　　類

270,000

介護予防日常生活支援総合事業費

実日数 金額

 保険者番号

款

 保険者名 ○○○市

審査支払手数料

件数 単位数

420,000

400,000

1,380,000 0

0

0

0

0

0

利用者負担額

290,000

710,000

介護予防・日常生活支援
総合事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書
平成24年5月　審査分

670,000

0

件数

通常分
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国保連合会　→　保険者

900000 平成24年 6月 1日

1 頁

＊＊＊＊＊ 項

訪問型予防サービス 24 410 82,000 0 0 738,000 82,000

ケアマネジメント 31 56,000 0 0 504,000 56,000

　合　　　計 55 138,000 0 0 1,242,000 138,000

　累　　　計 55 138,000 0 0 1,242,000 138,000

請求額 累計

5,225 5,225 SEFL01(1521)

介護予防・日常生活支援総合事業費請求額通知書
平成24年5月　審査分

0

件数

通常分
利用者負担額

介護予防・日常生活支援
総合事業費

0

0

0

1,380,000

1,380,000

審査支払手数料

件数 単位数

820,000

 保険者番号

款

 保険者名 ○○○市

種　　　　類

560,000

＊＊＊＊＊

実日数 金額

○○○国民健康保険団体連合会

調整額単位数

過誤

最終ページ
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国保連合会　→　保険者

 平成24年 5月 31日

 保険者番号 1 頁

 保険者名 ○○○国民健康保険団体連合会

サービス サービス 日数

提供年月 種類名 回数

□□事業所 H24.4 訪問型予防サービス 3 90 2,772 27,720 24,948 2,772

□□事業所 H24.4 ケアマネジメント 3 4,224 42,240 38,016 4,224

6 6,996 69,960 62,964 6,996

SEGL01(1621)

介護予防・日常生活支援総合事業費審査決定請求明細表

金額
介護予防・日常生活支援

総合事業費

   合         計

900000

○○○市

平成24年5月　審査分

利用者負担額単位数事業所名

9000050014

件数事業所番号

9000050014
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資料５ サービス事業所インタフェースの変更案 

 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴うサービス事業所インタフェー

スの変更について、その変更内容を以下に示す。 

 

１． 追加・変更するインタフェース一覧 

＜入力情報＞ 

項番 
新規/ 

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

補足

※１

(1) 新規 7112 介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求書情報 

サービス事業所等から介護予防・日常生活支

援総合事業費請求を行う際に提出するサー

ビス事業所単位の集計情報 

 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

総 

(2) 変更 7173 

※２ 

居宅介護（支援）

給付費請求明細

書情報 

サービス事業所等から下記のサービスに対

する介護給付費請求を行う際に提出する被

保険者単位の明細情報 

・特定施設（短期利用型以外）・地域密着特

定施設（短期利用型以外） 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(3) 変更 7174 

※２ 

介護予防サービ

ス給付費請求明

細書情報 

サービス事業所等から下記のサービスに対

する介護給付費請求を行う際に提出する被

保険者単位の明細情報 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(4) 新規 7177 

※２ 

居宅介護（支援）

給付費請求明細

書情報 

サービス事業所等から下記のサービスに対

する介護給付費請求を行う際に提出する被

保険者単位の明細情報 

・特定施設（短期利用型）・地域密着特定施

設（短期利用型） 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(5) 変更 7195 

※２ 

施設介護給付費

請求明細書情報 

サービス事業所等から下記のサービスに対

する介護給付費請求を行う際に提出する被

保険者単位の明細情報 

・介護老人保健施設 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

(6) 新規 71P1 介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求明細書情

報 

サービス事業所等から介護予防・日常生活支

援総合事業費請求を行う際に提出する被保

険者単位の明細情報 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

総 

(7) 変更 71B2 介護給付費再審

査申立書情報 

再審査を申し立てるための理由と対象とす

る給付実績を特定するための情報を記載し

た帳票 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

帳票

介 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の媒体は、伝送・

磁気のみとする。帳票には対応しない。 

別紙は追加しない。 
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＜出力情報＞ 

出力形式 
項番 

新規/

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

CSV 帳票形式 

補足

※１

(8) 変更 7512 介護給付費等支

払決定額通知書

情報 

サービス事業所等への

支払決定額を通知する

ためのリスト 

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４ヨコ

介総 

(9) 新規 7541 介護予防・日常

生活支援総合事

業費支払決定額

内訳書情報 

介護予防・日常生活支

援総合事業費につい

て、サービス事業所等

へ支払決定額の内訳を

通知するためのリスト

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４ヨコ

総 

(10) 新規 7221 介護予防・日常

生活支援総合事

業審査決定増減

表情報 

介護予防・日常生活支

援総合事業について、

保険者ごとの請求差、

返戻分の状況をサービ

ス事業所等へ通知する

ためのリスト 

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４タテ

総 

(11) 新規 7631 介護予防・日常

生活支援総合事

業費過誤決定通

知書情報（事業

所） 

介護予防・日常生活支

援総合事業費につい

て、サービス事業所等

へ過誤申立の決定額を

通知するためのリスト

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４ヨコ

総 

(12) 新規 7421 介護予防・日常

生活支援総合事

業請求明細書返

戻一覧表情報 

返戻する介護予防・日

常生活支援総合事業費

請求明細書を確認する

ためのリスト 

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４ヨコ

総 
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出力形式 
項番 

新規/

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体 

CSV 帳票形式 

補足

※１ 

(13) 変更 7411 請求明細書・給

付 管 理 票 返 戻

（保留）一覧表

情報 

返戻（保留）する請求

明細書、給付管理票を

確認するためのリスト

国保 

連合会 

→ 

サービス事

業所等 

月次 伝送 

帳票 

○ 

○ 

汎用紙 

Ａ４ヨコ

介 

※１ 補足の記載内容は以下のとおり 

・介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費を含む情報の場合：「介総」 

・介護給付費のみの情報の場合：「介」 

・介護予防・日常生活支援総合事業費のみの情報の場合：「総」 

※２ サービス提供年月に応じた交換情報識別番号については「２．交換情報識別番号の対応」参照。 



- ４ - 

２．交換情報識別番号の対応 
交換情報識別番号と請求明細書（現物）または償還明細書の対応は以下の通り。 

 

【現物】 
入力識別番号 

平成 13 年 

12 月以前 

平成 14 年 

1 月以降 

平成 15 年 

4 月以降 

平成 17 年

10 月以降 

平成 18 年

4月以降 

平成 20 年

5月以降 

平成 21 年

4月以降 

平成 24 年 

4 月以降 

請求明細書 

7131 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ 
－ 7132 介護予防ｻｰﾋﾞｽ 

7141 7142 7143 短期入所生活介護 
－ 7144 予防短期生活介護 

7151 7152 7153 7155 短期入所老健施設 
－ 7154 7156 予防短期老健施設 

7161 7162 7163 7164 短期入所医療施設 
－ 7165 予防短期医療施設 

7171 認知症型共同生活 
－ 7172 予防認知症型 
－ 7173 特定施設・地域特定施設 
－ 7174 予防特定施設 
－ 7175 認知症型短期 
－ 7176 予防認知短期 

－ 7177 特定生活介護短期 

7181 7182 7183 福祉施設・地域福祉施設 
7191 7192 7193 7194 7195 介護老人保健施設 
71A1 71A2 71A3 介護療養型医療施設 

8121 8122 8124 居宅サービス計画費 
－ 8123 8125 介護予防支援 

－ 福祉用具販売費 
－ 介護予防福祉用具販売費 
－ 住宅改修費 
－ 介護予防住宅改修費 

－ 71P1 介護予防・日常生活支援総合事

業（予防サービス・生活支援サ

ービス） 

－ 8161 介護予防・日常生活支援総合事

業（ケアマネジメント） 

 

 

特定施設・地域特定施設、予防特定施設について、

集計情報の設定項目には変更があるが、交換情報

識別番号の変更は無い。 



- ５ - 

３．項目説明 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書情報（複数レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

必須入

力 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４
交換情報識別番号を設定

する 
○ 

“7112”固定 

２ サービス提供年月 数字 ６

介護予防・日常生活支援総

合事業費請求書の該当す

るサービス提供年月（西暦

年月(YYYYMM)）を設定する

○ 

※２ 

３ 事業所番号 数字 １０

請求を行ったサービス事

業所等の事業所番号を設

定する 

○ 

※１    

４ 保険・公費等区分コード 数字 １
保険・公費等区分コードを

設定する 
○ 

「1:保険請求」固

定 

５ 法別番号 数字 ２

保険者請求分の場合は０、

公費請求分の場合は法別

番号を設定する。 

○ 

「0」固定 

６ 請求情報区分コード 数字 ２
請求情報区分コードを設

定する 
○ 

※１  

７ 件数 数字 ６
サービス費用の件数を設

定する 
○ 

※Ｓ 

８ 単位数 数字 １１
サービス費用の単位数を

設定する 
○ 

※Ｓ 

９ 費用合計 数字 １２
サービス費用の合計を設

定する 
○ 

※Ｓ 

１０ 保険請求額 数字 １２
サービス費用の保険請求

額を設定する 
○ 

※Ｓ 

１１ 公費請求額 数字 １２
サービス費用の公費請求

額を設定する 
 

設定不要 

１２ 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

利用者負担 数字 １２
サービス費用の利用者負

担額を設定する 
○ 

※Ｓ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付きアンパック（ゾーン）１０進数形式項目〔以下：符号付き形式項目〕」 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なしアンパック（ゾーン）１０進数形式項目〔以下：符号 

    なし形式項目〕」である。 
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<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲ

ﾄ数
内容 

７９ 保険・公費等区分コード 数字 １ 
1:保険請求 

2:公費請求 

情
報
名 

保険・公

費 等 区

分コード

法別番号 内容 

保 険 請

求 
“０”固定 

12:生活保

護 

01:居宅サービス・施設サー

ビス・介護予防サービス・地

域密着型サービス 

02:居宅介護支援・介護予防

支援 

介
護
給
付
費
請
求
書
情
報 

公 費 請

求 

12 以外 “０”固定 
８０ 請求情報区分コード 数字 ２ 

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
費
請
求
書
情
報 

保 険 請

求 
“０”固定 

03：予防サービス費・生活支

援サービス費 

04：ケアマネジメント費 

※名称は仮置きのもので

す。 
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（２）～（６）介護給付費請求明細書情報 

 格納が必要なレコードと様式の対応は以下の通りである。 

様式第二 … 居宅サービス介護給付費明細書 

（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・ 

 居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時 

 対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規

模多機能型居宅介護・複合型サービス） 

様式第六の七… 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（特定施設入居者生活介護（短期利用型）・地域密着型特定施設入居者生活

介護（短期利用型）） 

様式第○ … 介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 

        （予防サービス費・生活支援サービス費）※名称は仮置きのものです。 

 

 

 

 

様
式
第
二
・
ニ
の
ニ 

様
式
第
三
・三
の
ニ 

様
式
第
四
・
四
の
ニ 

様
式
第
五
・
五
の
ニ 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

基本情報レコード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

明細情報レコード（複数レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

緊急時施設療養情報レコード（複数

レコード） 
  ○※１    ○※１   

緊急時施設療養費・所定疾患施設

療養費情報レコード（複数レコード） 
      ○※6   

特定診療費・特別療養費情報レコー

ド（複数レコード） 
  ○※2 ○※2   ○※2 ○※2  

食事費用情報レコード      ○※3 ○※3 ○※3  

集計情報レコード（複数レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

特定入所者介護サービス費用情報

レコード（複数レコード） 
 ○※４ ○※４ ○※４  ○※４ ○※４ ○※４  

社会福祉法人軽減額情報レコード

（複数レコード） 
○※5 ○※5    ○※5    

       凡例： ◎…必須レコード ○…請求内容により必要となるレコード 空白…不要なレコード 

※１… 緊急時施設療養の請求がある場合のみ（様式第九は平成２４年３月以前提供分まで） 

※２… 特定診療費・特別療養費の請求がある場合のみ 

※３… 食事費用の請求がある場合のみ 

※４… 特定入所者介護サービス費等費用の請求がある場合のみ 

※５… 社会福祉法人軽減額の情報がある場合のみ 

※６… 緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費の請求がある場合のみ 

既存の各レコードの項目について

は、追加・変更は行いません。 
基本・集計の、「緊急時施設療養費請求額」等の項目名、

及び説明は変更しません。（レコード名に共通して「緊急

時施設療養」と入っており、かつ所定疾患施設療養費は

緊急時治療管理と同様、通常サービスの「請求額」欄に

入る想定のため） 
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レコード構成図 

様式第六～六の七：居宅サービス介護給付費明細書、介護予防サービス給付費請求明細書情報 

 

 
明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

明細情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 

 

集計情報レコード 

基本情報レコード 
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レコード構成図 

様式第九：施設介護給付費請求明細書（介護老人保健施設） 

サービス提供年月が平成２０年５月以降、平成２４年３月以前の場合 

 

 

  
明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

集計情報レコード 

基本情報レコード 

緊急時施設療養情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

 
 

緊急時施設療養情
報レコード 

： 

  
特定入所者介護サービス費用情報レコード 

： 

特定入所者介護サービス費用情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

特定診療費・特別療養費情報レコード 

交換情報識別番号 
レコード種別コード 
サービス提供年月 
事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 
 

 
特定診療費・特別療
養費情報レコード 

： 
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レコード構成図 

様式第九：施設介護給付費請求明細書（介護老人保健施設） 

サービス提供年月が平成２４年４月以降の場合 

 

 
 

明細情報レコード 

： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 

 

集計情報レコード 

基本情報レコード 

緊急時施設療養費・所定疾患施

設療養費情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

 
 

緊急時施設療養費・
所定疾患施設療養
費情報レコード 

： 

  
特定入所者介護サービス費用情報レコード 

： 

特定入所者介護サービス費用情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

特定診療費・特別療養費情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ：  

 

 
 

特定診療費・特別療
養費情報レコード 



- １１ - 

 

レコード構成図 

様式第○：介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書 

      （予防サービス費・生活支援サービス費）※名称は仮置きのものです。 

 

集計情報レコード 

 
明細情報レコード 

： 

基本情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

 

明細情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

  ： 
  ： 

集計情報レコード 

交換情報識別番号 

レコード種別コード 

サービス提供年月 

事業所番号 

証記載保険者番号 

被保険者番号 
  ： 
  ： 

 

基本情報レコード 

： 

集計情報レコード 集計情報レコード 
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・緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費レコード（複数レコード） 

サービス提供年月が平成２４年４月以降の場合、以下の項目を設定する。 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１

２ レコード種別コード 数字 ２
１３を設定する（緊急時施設療養費・所定

疾患施設療養費情報レコード） 

 

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月（西暦

年月(YYYYMM)）を設定する 

※２

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の事業所

番号を設定する 

※３

５ 証記載保険者番号 数字 ８ 被保険者証記載の保険者番号を設定する ※３

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保険者番

号を設定する 

※３

７ 
緊急時施設療養情報レコード

順次番号 
数字 ２

本レコードが複数になる場合、０１～９

８の順次番号を設定する 

レコードが１件のみの場合、及び複数レ

コードの最後レコードには９９を設定す

る 

８ 緊急時傷病名１ 漢字 ４０ 緊急時傷病名１を設定する 

９ 緊急時傷病名２ 漢字 ４０ 緊急時傷病名２を設定する 

１０ 緊急時傷病名３ 漢字 ４０ 緊急時傷病名３を設定する 

１１ 緊急時治療開始年月日１ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日１（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

１２ 緊急時治療開始年月日２ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日２（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

１３ 緊急時治療開始年月日３ 数字 ８
緊急時の治療開始年月日３（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

１４ 往診日数 数字 ２ 往診日数を設定する ※ ５

※Ｓ

１５ 往診医療機関名 漢字 ４０ 往診医療機関名を設定する 

１６ 通院日数 数字 ２
通院日数を設定する ※ ５

※ Ｓ

１７ 通院医療機関名 漢字 ４０ 通院医療機関名を設定する 

１８ 緊急時治療管理単位数 数字 ６ 緊急時治療管理の単位数を設定する ※ ５

※ Ｓ

１９ 緊急時治療管理日数 数字 ２
緊急時治療の日数を設定する ※ ５

※ Ｓ

２０ 緊急時治療管理小計 数字 ７
緊急時治療管理の小計を設定する ※ ５

※ Ｓ
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項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考

２１ リハビリテーション点数 数字 ７ リハビリテーションの点数を設定する ※ ５

※ Ｓ

２２ 処置点数 数字 ７ 処理の点数を設定する ※ ５

※ Ｓ

２３ 手術点数 数字 ７ 手術の点数を設定する ※ ５

※ Ｓ

２４ 麻酔点数 数字 ７ 麻酔の点数を設定する ※ ５

※Ｓ

２５ 放射線治療点数 数字 ７ 放射線治療の点数を設定する ※ ５

※ Ｓ

２６ 摘要１ 漢字 ６４ 摘要を設定する  

 ： ： ： ：  ：  

４５ 摘要２０ 漢字 ６４ 摘要を設定する  

４６ 緊急時施設療養費合計点数 数字 ８
緊急時施設療養費の合計点を設定する ※ ５

※ ６

※ Ｓ

４７ 所定疾患施設療養費傷病名１ 漢字 ４０ 所定疾患施設療養費傷病名１を設定する 

４８ 所定疾患施設療養費傷病名２ 漢字 ４０ 所定疾患施設療養費傷病名２を設定する 

４９ 所定疾患施設療養費傷病名３ 漢字 ４０ 所定疾患施設療養費傷病名３を設定する 

５０ 
所定疾患施設療養費開始年月

日１ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日１（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

５１ 
所定疾患施設療養費開始年月

日２ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日２（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

５２ 
所定疾患施設療養費開始年月

日３ 
数字 ８

所定疾患施設療養費開始年月日３（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※４

５３ 所定疾患施設療養費単位数 数字 ６ 所定疾患施設療養費の単位数を設定する ※５

※Ｓ

５４ 所定疾患施設療養費日数 数字 ２ 所定疾患施設療養費の日数を設定する ※５

※Ｓ

５５ 所定疾患施設療養費小計 数字 ７ 所定疾患施設療養費の小計を設定する ※５

※Ｓ

※ １ 設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は「２．交換情報識別番号の対応」を参照の 

こと。 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ４ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ５ 緊急時施設療養情報レコード順次番号が９９のときのみ設定する。 

※６ リハビリテーション点数、処置点数、手術点数、麻酔点数、放射線治療点数の合計を設定する。（緊急時治療

管理、所定疾患施設療養の単位数は設定しない） 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。  
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・集計情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する ※１    

２ レコード種別コード 数字 ２
１０を設定する 

（集計情報レコード） 

 

３ サービス提供年月 数字 ６
請求対象となるサービス提供年月

（西暦年月(YYYYMM)）を設定する 

※２  

４ 事業所番号 数字 １０
請求を行ったサービス事業所等の

事業所番号を設定する 

※３    

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証記載の保険者番号を設

定する 

※３    

６ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者の被保

険者番号を設定する 

※３    

７ サービス種類コード 数字 ２
集計を行うサービス種類コードを

設定する 

※３    

８ サービス実日数 数字 ２
該当サービス種類の実日数を設定

する 

※ Ｓ 

※ ５ 

９ 計画単位数 数字 ６

該当サービス種類の計画単位数を

設定する 

※６ 

※ Ｓ 

※７ 

１０ 限度額管理対象単位数 数字 ６

該当サービス種類の集計限度額管

理対象単位数を設定する 

※６ 

※ Ｓ 

※７ 

１１ 限度額管理対象外単位数 数字 ６
該当サービス種類の集計限度額管

理対象外単位数を設定する 

※ Ｓ 

※７ 

１２ 短期入所計画日数 数字 ２ 入所期間の計画日数を設定する ※ Ｓ 

１３ 短期入所実日数 数字 ２
入所期間中の実入所日数を設定す

る 

※ Ｓ 

１４ 単位数合計 数字 ８

保険給付対象単位数を設定する ※６ 

※ Ｓ 

※７ 

１５ 単位数単価 数字 ４
単位数単価を設定する ※ ４    

※ Ｓ 

１６ 請求額 数字 ９ 保険請求額を設定する ※Ｓ 

１７ 

保
険 

利用者負担額 数字 ８ 利用者負担額を設定する ※Ｓ 

１８ 

～ 

３８ 

変更なし 

※ １ 設定する内容は様式による。様式と交換情報識別番号の対応は P15 を参照のこと。 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ４ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢単位数単価｣欄」参照。(P.42) 

※ ５ サービス提供年月が平成１４年１月以降の短期入所サービスについて、請求明細書様式第三、第四、第五上 

    の短期入所実日数を設定する。なお、サービス提供年月が平成 13 年 12 月以前のサービスについて設定が 

    あった場合、無視される。 

※ ６ サービス提供年月が平成１８年４月以降の特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護に 

ついて、外部サービス利用型である場合には、項番９「計画単位数」には外部利用型給付上限単位数、項番１

０「限度額管理対象単位数」には外部利用型上限管理対象単位数を設定する。項番１４「単位数合計」には項

番９と項番１０のいずれか低い方の単位数を設定する。 
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※７ 平成２４年４月以降の特定施設入居者生活介護（短期利用型以外）、介護予防特定施設入居者生活介護（短 

期利用型以外）について、外部サービス利用型である場合には、項番９「計画単位数」には外部利用型給付上

限単位数、項番１０「限度額管理対象単位数」には外部利用型上限管理対象単位数、項番１１「限度額管理対

象外単位数」には外部利用型外単位数を設定する。項番１４「単位数合計」には項番９と項番１０のいずれか低

い方の単位数に、項番１１を加えた値を設定する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。
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入力必須項目と様式の対応表 

 

基本情報レコード 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

１ 交換情報識別番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

２ レコード種別コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３ サービス提供年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

４ 事業所番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

５ 証記載保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

６ 被保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

７ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 

公
費
１受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

１０ 

公
費
２ 受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

１１ 負担者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

１２ 

公
費
３受給者番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

１３ 生年月日 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

１４ 性別コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

１５ 
要介護状態区分

コード 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

１６ 
旧措置入所者特

例 
   ◎

 

１７ 
認 定 有 効 期 間 

開始年月日 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

１８ 

被
保
険
者
情
報 

認 定 有 効 期 間 

終了年月日 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 

 

 

 

 

 

二次予防事業対象者の場合は、要介護状態区分コードに”01：非該当”、認

定有効期間開始年月日・認定有効期間終了年月日に二次予防事業有効期

間開始年月日・終了年月日を設定する。 
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

１９ 
居宅サービス計画

作成区分コード 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎

 

２０ 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画 

事業所番号 

（居宅介護支援

事業所等） 

○ ○ ○ ○ ○

 

２１ 開始年月日 ○ ○ 

２２ 中止年月日 ○ ○ 

２３ 
中止理由・入所（院）前の

状況コード 
○ 

◎

*

2

◎

*

2

◎

*

2

◎

*

2

◎

*

2

 

２４ 入所（院）年月日  

◎

*

1

◎

*

1

◎

*

1

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２５ 退所（院）年月日  

○

*

1

○

*

1

○

*

1

○ ○ ○ ○ ○ ○

２６ 入所（院）実日数  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２７ 外泊日数  ○ ○ ○ ○ ○

２８ 退所（院）後の状態コード  ○ ○ ○ ○ ○

２９ 保険給付率 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

３０ 公費１給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３１ 公費２給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３２ 公費３給付率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３３ サービス単位数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３４ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３５ 利用者負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３６ 
緊 急 時 施 設 療

養費請求額 
 ○ ○

３７ 
特 定 診 療 費 請

求額 
 ○ ○ ○ ○

３８ 

合
計
情
報 

保
険 

特 定 入 所 者 介

護サービス費等

請求額 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○

入所（居）年月

日であってもこ

ち ら に 格 納 し

ます。 
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

３９ サービス単位数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４０ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４１ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４２ 
緊 急 時 施 設 療

養費請求額 
 ○ ○

４３ 
特 定 診 療 費 請

求額 
 ○ ○ ○ ○

４４ 

合
計
情
報 

公
費
１ 

特 定 入 所 者 介

護サービス費等

請求額 

 ○ ○ ○

４５ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

４６ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

４７ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

４８ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○ ○

 

４９ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○ ○ ○

 

５０ 

合
計
情
報 

公
費
２ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

  ○ ○ ○

 

５１ 
サービス単位

数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

５２ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

５３ 本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

５４ 
緊急時施設療

養費請求額 
  ○ ○

 

５５ 
特定診療費請

求額 
  ○ ○ ○ ○

 

５６ 

合
計
情
報 

公
費
３ 

特定入所者介

護サービス費

等請求額 

  ○ ○ ○

 

凡例 ◎…必須項目 ○…請求内容により設定する項目 空白…設定不要 
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*1 サービス提供年月が平成１４年１月以降のサービスについて、凡例に従い、入力必須もしくは請求内容により入

力を必須とするよう変更する。なお、サービス提供年月が平成 13 年 12 月以前のサービスについて設定があった場

合、無視される。 

*2 サービス提供年月が平成２１年４月以降のサービスについて、入力を必須とする。なお、サービス提供年月が平

成２１年３月以前のサービスについては、未設定であってもエラーとしない。設定している場合は、通常のチェックを

行う。 

 

明細情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

１ 交換情報識別番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

２ レコード種別コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

３ サービス提供年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

４ 事業所番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

５ 証記載保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

６ 被保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

７ サービス種類コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

８ サービス項目コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

９ 単位数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

１０ 日数・回数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

１１ 公費１対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

１２ 公費２対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

１３ 公費３対象日数・回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

１４ サービス単位数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

１５ 
公費１対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

１６ 
公費２対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

１７ 
公費３対象サービス単

位数 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

１８ 摘要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

凡例 ◎…必須項目 ○…請求内容により設定する項目 空白…設定不要 
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緊急時施設療養情報レコード（複数レコード） 

様式第九については、サービス提供年月が平成２４年３月以前の場合、以下の項目を設定する。

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

１ 交換情報識別番号   ◎    ◎   

２ レコード種別コード   ◎    ◎   

３ サービス提供年月   ◎    ◎    

４ 事業所番号   ◎    ◎   

５ 証記載保険者番号   ◎    ◎   

６ 被保険者番号   ◎    ◎   

７ 
緊急時施設療養情報

レコード順次番号 
  ◎    ◎  

 

８ 緊急時傷病名１   ○    ○   

９ 緊急時傷病名２   ○    ○   

１０ 緊急時傷病名３   ○    ○   

１１ 
緊急時治療開始年月

日１ 
  ○    ○  

 

１２ 
緊急時治療開始年月

日２ 
  ○    ○  

 

１３ 
緊急時治療開始年月

日３ 
  ○    ○  

 

１４ 往診日数   ○    ○    

１５ 往診医療機関名   ○    ○    

１６ 通院日数   ○    ○    

１７ 通院医療機関名   ○    ○   

１８ 
緊急時治療管理単位

数 
  ○    ○  

  

１９ 緊急時治療管理日数   ○    ○    

２０ 緊急時治療管理小計   ○    ○    

２１ リハビリテーション点数   ○    ○    

２２ 処置点数   ○    ○    

２３ 手術点数   ○    ○    

２４ 麻酔点数   ○    ○    

２５ 放射線治療点数   ○    ○    



- ２１ - 

 

緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費情報レコード（複数レコード） 

サービス提供年月が平成２４年４月以降の場合、以下の項目を設定する。 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

１ 交換情報識別番号       ◎   

２ レコード種別コード       ◎   

３ サービス提供年月       ◎    

４ 事業所番号       ◎   

５ 証記載保険者番号       ◎   

６ 被保険者番号       ◎   

７ 
緊急時施設療養情報

レコード順次番号 
      ◎  

 

８ 緊急時傷病名１       ○  
 

９ 緊急時傷病名２       ○   

１０ 緊急時傷病名３       ○   

１１ 
緊急時治療開始年月

日１ 
      ○  

 

１２ 
緊急時治療開始年月

日２ 
      ○  

 

１３ 
緊急時治療開始年月

日３ 
      ○  

 

１４ 往診日数       ○    

１５ 往診医療機関名       ○    

１６ 通院日数       ○    

１７ 通院医療機関名       ○   

１８ 
緊急時治療管理単位

数 
      ○  

  

１９ 緊急時治療管理日数       ○    

２０ 緊急時治療管理小計       ○    

２１ リハビリテーション点数       ○    
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考 

２２ 処置点数       ○    

２３ 手術点数       ○    

２４ 麻酔点数       ○    

２５ 放射線治療点数       ○    

２６ 摘要１       ○   

２７ 摘要２       ○   

 ： ：       ○   

４５ 摘要２０       ○   

４６ 
緊急時施設療養費合

計点数 
      ◎  

  

４７ 
所定疾患施設療養費

傷病名１ 
  

 
   ○  

 

４８ 
所定疾患施設療養費

傷病名２ 
  

 
   ○  

 

４９ 
所定疾患施設療養費

傷病名３ 
  

 
   ○  

 

５０ 
所定疾患施設療養費

開始年月日１ 
  

 
   ○  

 

５１ 
所定疾患施設療養費

開始年月日２ 
  

 
   ○  

 

５２ 
所定疾患施設療養費

開始年月日３ 
  

 
   ○  

 

５３ 
所定疾患施設療養費

単位数 
      ○  

  

５４ 
所定疾患施設療養費

日数 
      ○  

  

５５ 
所定疾患施設療養費

小計 
      ○  

  

凡例 ◎…必須項目 ○…請求内容により設定する項目 空白…設定不要 
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集計情報レコード（複数レコード） 

項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考

１ 交換情報識別番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

２ レコード種別コード ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

３ サービス提供年月 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

４ 事業所番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

５ 証記載保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

６ 被保険者番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

７ サービス種類コード ◎ 
◎

*1

◎

*1

◎

*1

◎

*1

◎

*1

◎

*1

◎

*1

◎

52

固

定 

◎

53

固

定 

◎

８ サービス実日数 ◎ 
◎

*2

◎

*2

◎

*2
  ◎    ◎

９ 計画単位数 ◎ 
◎

*2

◎

*2

◎

*2
 

◎

*4
◎    ◎

１０ 
限度額管理対象単位

数 
◎ 

◎

*2

◎

*2

◎

*2
 

◎

*4
◎    ◎

１１ 
限度額管理対象外単

位数 
◎ 

◎

*2

◎

*2

◎

*2
 

○

*5
◎    ◎

１２ 短期入所計画日数  *3 *3 *3        

１３ 短期入所実日数  *3 *3 *3        

１４ 単位数合計 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

１５ 単位数単価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１６ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１７ 

保
険 

利用者負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１８ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

１９ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２０ 

公
費
１ 

本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
 

２１ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２２ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２３ 

公
費
２ 

本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

様式第○の場合、以下のように設定する。 

・項番１０に、請求明細書の集計欄の「限度額

管理対象単位数計」の値を設定する。 

・項番１１に、請求明細書の集計欄の 

「限度額管理対象外単位数計」の値を設定す

る。 

・項番１４に、請求明細書の集計欄の 

「支払単位数」の値を設定する。 
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項番 項目名 

様
式
第
二
・
二
の
二 

様
式
第
三
・三
の
二 

様
式
第
四
・
四
の
二 

様
式
第
五
・
五
の
二 

様
式
第
六
・
六
の
二 

様
式
第
六
の
三
・
六
の
四 

様
式
第
六
の
五
～
六
の
七 

様
式
第
八 

様
式
第
九 

様
式
第
十 

様
式
第
○ 

備考

２４ 単位数合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２５ 請求額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２６ 

公
費
３ 

本人負担額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

２７ 単位数合計   ○ ○     ○ ○   

２８ 請求額   ○ ○     ○ ○   

２９ 

保
険
分
出
来
高

医
療
費 

出来高医療

費利用者負

担額 
  ○ ○     ○ ○  

 

３０ 単位数合計   ○ ○     ○ ○   

３１ 請求額   ○ ○     ○ ○   

３２ 

公
費
１
分
出
来
高

医
療
費 

出来高医療

費本人負担

額 
  ○ ○     ○ ○  

 

３３ 単位数合計   ○ ○     ○ ○   

３４ 請求額   ○ ○     ○ ○   

３５ 

公
費
２
分
出
来
高

医
療
費 

出来高医療

費本人負担

額 
  ○ ○     ○ ○  

 

３６ 単位数合計   ○ ○     ○ ○   

３７ 請求額   ○ ○     ○ ○   

３８ 

公
費
３
分
出
来
高

医
療
費 

出来高医療

費本人負担

額 
  ○ ○     ○ ○  

 

凡例 ◎…必須項目 ○…請求内容により設定する項目 空白…設定不要 

 

*1 様式第三の場合２１固定、様式第三の二の場合２４固定、様式第四の場合２２固定、様式第四の二の場合２５固

定、様式第五の場合２３固定、様式第五の二の場合２６固定、様式第六で認知症対応型共同生活介護の場合

３２固定、様式第六で平成１８年３月サービス以前の特定施設入居者生活介護の場合３３固定、様式第六の二

の場合３７固定、様式第六の三で平成１８年４月サービス以降の特定施設入居者生活介護（短期利用型以外）

の場合３３固定、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型以外）の場合３６固定、様式第六の四の場

合３５固定、様式第六の五の場合３８固定、様式第六の六の場合３９固定、様式第六の七で特定施設入居者生

活介護（短期利用型）の場合２７固定、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型）の場合２８固定、

様式第八で介護老人福祉施設の場合５１固定、地域密着型介護老人福祉施設の場合５４固定とする。 
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*2 サービス提供年月が平成１４年１月以降の短期入所サービスについて、入力を必須とする。なお、 

   サービス提供年月が平成１３年１２月以前のサービスについて設定があった場合、無視される。 

*3 サービス提供年月が平成１４年１月以降の短期入所サービスについて、入力を設定不要とする。 

   設定があった場合には、無視される。なお、サービス提供年月が平成１３年１２月以前のサービスについては、 

   従来通り（設定必須）とする。 

*4 外部サービス利用型の場合、必須とする。 

*5 サービス提供年月が平成２４年４月以降の外部サービス利用型の場合、外部利用型外単位数を設定する。 
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（７）介護給付費再審査申立書情報 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

1 交換情報識別番号 英数 ４
介護給付費再審査申立書

の識別番号を設定する 
○ 

※５ 

２ 申立年月日 数字 ８

再審査の申立年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定

する 

○ 

※１ 

３ 申立者区分コード 英数 １
申立者の区分コードを設

定する 
○ 

※２ 

４ 事業所番号 数字 １０
サービス実施事業所番号

を設定する 
○ 

※２    

５ 証記載保険者番号 数字 ８
被保険者証に記載された

保険者番号を設定する 
○ 

※２    

６ 被保険者番号 英数 １０
再審査申立の対象となる

被保険者番号を設定する 
○ 

※２ 

７ サービス提供年月 数字 ６

再審査申立の対象となる

サービス提供年月（西暦年

月(YYYYMM)）を設定する 

○ 

※３    

８ サービス種類コード 数字 ２

申立対象となるサービス

のサービス種類コードを

設定する 

○ 

※２    

９ サービス項目コード 数字 ４

申立対象となるサービス

のサービス項目コードを

設定する 

特定診療費・特別療養費の

場合は、識別番号を設定す

る 

 

※ ２    

※ ６ 

１０ 申立単位数 数字 ８ 申立単位数を設定する ○ ※Ｓ 

１１ 再審査申立事由コード 英数 ４
再審査申立の事由コード

を設定する 
○ 

※ ２ 

※ ４ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ４ 再審査の申立事由は、4 桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

※ ５ 交換情報識別番号の対応は「インタフェース仕様書 サービス事業所編 2.2.2 再審査・過誤申立情報（入力

情報）」（P16）を参照のこと。 

※ ６ 識別番号を設定する場合は、上 2 桁に“00”を付与して設定する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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<参考：コード一覧> 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

 

 

 

 

平成 15 年 3 月以前 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

21：特定診療費 指導管理等 

22：特定診療費 単純エックス線 

23：特定診療費 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

24：特定診療費 精神科専門療法 

平成 15 年 4 月以降 

101 
再審査申立事由

コード 
英数 ４ 申

立
対
象
項
目
番
号 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

20：特定診療費・特別療養費 

×１ ×２ ×３ ×４

申立理由番号 
申立対象項目番号 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

平成 24 年 4 月以降 

申
立
対
象
項
目
番
号 

01：給付管理票修正（※４） 

10：サービス種類コードおよびサービス項目コードで示す

サービス 

11：緊急時施設療養費 緊急時療養管理 

12：緊急時施設療養費 リハビリテーション 

13：緊急時施設療養費 処置 

14：緊急時施設療養費 手術 

15：緊急時施設療養費 麻酔 

16：緊急時施設療養費 放射線治療 

17：所定疾患施設療養費 

20：特定診療費・特別療養費 

101 
再審査申立事由

コードの続き 
  

申
立
理
由
番
号 

01：固定単位数に誤りがある場合 

02：計算に誤りがある場合 

03：給付内容に疑義がある場合 

04：審査内容に疑義がある場合 

05：重複して請求されている場合 

06：適正化による場合 

51：給付管理票の修正（※４） 

99：その他の再審査請求 
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（８）介護給付費等支払決定額通知書情報 

  対象審査年月が平成２４年５月以降の場合、以下の項目を設定する。 

・明細レコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7512”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定 

３ 審査年月 数字 ６

支払対象となるサービス審査年

月（西暦年月(YYYYMM)）を出力

する 

※１    

４ 郵便番号（３桁） 数字 ３

支払を受けるサービス事業所等

の郵便番号（上位３桁）を出力

する 

５ 郵便番号（４桁） 数字 ４

支払を受けるサービス事業所等

の郵便番号（下位４桁）を出力

する 

６ 住所 漢字 128
支払を受けるサービス事業所等

の住所を出力する 

７ 事業所名 漢字 ４０
支払を受けるサービス事業所等

の事業所名を出力する 

８ 開設者氏名 漢字 ４０
支払を受けるサービス事業所等

の開設者氏名を出力する 

９ 事業所番号 数字 １０
支払を受けるサービス事業所等

の事業所番号を出力する 

※２    

１０ 振込金額 数字 １２ 支払決定金額を出力する ※Ｓ 

１１ 介護給付費支払額 数字 １２ 介護給付費支払額を出力する ※Ｓ 

１２ 主治医意見書作成料 数字 １２
主治医意見書作成料を出力す

る 

※Ｓ 

１３ 主治医意見書作成料消費税 数字 １２
主治医意見書作成料の消費税

を出力する 

※Ｓ 

１４ 認定調査費委託料 数字 １２ 認定調査費委託料を出力する ※Ｓ 

１５ 認定調査費委託料消費税 数字 １２
認定調査費委託料の消費税を

出力する 

※Ｓ 

１６ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費支払額 
数字 １２

介護予防・日常生活支援総合

事業費支払額を出力する 

※Ｓ 

１７ 合計金額 数字 １２
支払決定金額の合計を出力す

る 

※Ｓ 

１８ 金融機関名 漢字 ２８
支払を受けるサービス事業所等

の金融機関名を出力する 

１９ 金融機関支店名 漢字 ２８
支払を受けるサービス事業所等

の金融機関支店名を出力する 

 

２０ 作成年月日 数字 ８
金融機関への振込日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を出力する 

※３    

２１ 国保連合会名 漢字 ３０
支払を行なう国保連合会の連

合会名を出力する 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護給付費等支払決定額通知書情報  審査年月が平成２４年５月以降の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明細レコード 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

審査年月 

郵便番号（３桁） 

郵便番号（４桁） 

住所 

事業所名 

開設者氏名 

事業所番号 

振込金額 

介護給付費支払額 

主治医意見書作成料 

主治医意見書作成料消費税 

認定調査費委託料 

認定調査費委託料消費税 

介護予防・日常生活支援総合事業

費支払額 

合計金額 

金融機関名 

金融機関支店名 

作成年月日 
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（９）介護予防・日常生活支援総合事業費支払決定額内訳書情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7541”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1” 固定 

３ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所の事業所番号

を出力する 

※１ 

４ 事業所名 漢字 ４０
サービス事業所の事業所名を

出力する 

５ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 

※２ 

６ 作成年月日 数字 ８
作成年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を出力する 

※３ 

７ 頁 数字 ５ “1”固定 

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31)  

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 
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・明細レコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7541”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “D1” 固定 

３ 保険者番号 数字 ８ 保険者番号を出力する ※１ 

４ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 

※２ 

５ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 

※１ 

６ サービス種類名 漢字 ２４ サービス種類名を出力する 

７ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス件数 
数字 ６

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の件数を出

力する 

※Ｓ 

８ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス日数 
数字 ８

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の日数を出

力する 

※Ｓ 

９ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス単位数 
数字 １１

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の単位数を

出力する 

※Ｓ 

１０ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス金額 
数字 １２

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の金額を出

力する 

※Ｓ 

１１ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費 
数字 １２

介護予防・日常生活支援総合

事業サービス費の保険者負担

金額を出力する 

※Ｓ 

１２ 予備１ 数字 ６ 未使用  

１３ 予備２ 数字 ８ 未使用  

１４ 予備３ 数字 １２ 未使用  

１５ 予備４ 数字 １２ 未使用  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード１ 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7541”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “T1” 固定 

３ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス件数 
数字 ６

明細レコードの介護予防・日

常生活支援総合事業費サービ

ス件数の合計を出力する 

※Ｓ 

４ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス日数 
数字 ８

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の日数を出

力する 

※Ｓ 

５ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス単位数 
数字 １１

明細レコードの介護予防・日

常生活支援総合事業費サービ

ス単位数の合計を出力する 

※Ｓ 

６ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス金額 
数字 １２

明細レコードの介護予防・日

常生活支援総合事業費サービ

ス金額の合計を出力する 

※Ｓ 

７ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費負担額 
数字 １２

明細レコードの介護予防・日

常生活支援総合事業費の合計

を出力する 

※Ｓ 

８ 予備１ 数字 ６ 未使用  

９ 予備２ 数字 ８ 未使用  

１０ 予備３ 数字 １２ 未使用  

１１ 予備４ 数字 １２ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード２ 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7541”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “T2” 固定 

３ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス件数 
数字 ６

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の過誤調整

件数を出力する 

※Ｓ 

４ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス日数 
数字 ８

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の日数を出

力する 

※Ｓ 

５ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス単位数 
数字 １２

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の過誤調整

単位数を出力する 

※Ｓ 

６ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス金額 
数字 １３

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の過誤調整

金額を出力する 

※Ｓ 

７ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費負担額 
数字 １３

介護予防・日常生活支援総合

事業サービス費の保険者過誤

調整額を出力する 

※Ｓ 

８ 予備１ 数字 ６ 未使用  

９ 予備２ 数字 ８ 未使用  

１０ 予備３ 数字 １３ 未使用  

１１ 予備４ 数字 １３ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 
    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード３ 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7541”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “T3” 固定 

３ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス件数 
数字 ６

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の支払決定

件数を出力する 

（合計から過誤調整を引いた

値） 

※Ｓ 

４ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス日数 
数字 ８

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の日数を出

力する 

※Ｓ 

５ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス単位数 
数字 １２

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の支払決定

単位数を出力する（合計から

過誤調整を引いた値） 

※Ｓ 

６ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費サービス金額 
数字 １３

介護予防・日常生活支援総合

事業費サービス費の支払決定

金額を出力する（合計から過

誤調整を引いた値） 

※Ｓ 

７ 
介護予防・日常生活支援総合事

業費負担額 
数字 １３

保険者負担分の支払決定介護

予防・日常生活支援総合事業

費を出力する（合計から過誤

調整を引いた値） 

※Ｓ 

８ 予備１ 数字 ６ 未使用  

９ 予備２ 数字 ８ 未使用  

１０ 予備３ 数字 １３ 未使用  

１１ 予備４ 数字 １３ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費支払決定額内訳書情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
事業所番号 
事業所名 
審査年月 
作成年月日 

頁 

  ： 
  ： 

 

明細レコード 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
保険者番号 
サービス提供年月 
サービス種類コード 
サービス種類名 
介護予防・日常生活支援総合事業費

サービス件数 

  ： 
  ： 

トレーラレコード１ 

トレーラレコード３ 

トレーラレコード２ 

トレーラレコード２ 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス件数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サ－ビス日数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス単位数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス金額 
介護予防・日常生活支援総合事業費負担額 

  ： 
  ： 

トレーラレコード３ 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス件数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サ－ビス日数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス単位数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス金額 
介護予防・日常生活支援総合事業費負担額 

  ： 
  ： 

トレーラレコード１ 

交換情報識別番号 
帳票レコード種別 
介護予防・日常生活支援総合事業費サ－ビス件数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サ－ビス日数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス単位数 
介護予防・日常生活支援総合事業費サービス金額 
介護予防・日常生活支援総合事業費負担額 

  ： 
  ： 

 

 
 

 明細レコード

： 
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（１０）介護予防・日常生活支援総合事業審査決定増減表情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7221”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定  

３ 事業所番号 数字 １０
サービス事業所の事業所番号

を出力する 
※３ 

４ 事業所名 漢字 ４０ サービス事業所名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６
審査年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 
※１ 

６ 作成年月日 数字 ８
作成年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を出力する 
※２ 

７ 頁 数字 ９ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合名を出力する  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 
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・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7221”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “D1”固定  

３ 保険者番号 数字 ８
被保険者証に記載された保険

者番号を出力する 

※２ 

 

４ サービス提供年月 数字 ６

審査対象となったサービス提

供年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 

※１ 

５ 件数 数字 ６
介護予防・日常生活支援総合

事業の返戻の件数を出力する 
※Ｓ 

６ 予備１ 数字 ６ 未使用  

７ 単位数 数字 ９

介護予防・日常生活支援総合

事業の返戻の単位数を出力す

る 

※Ｓ 

８ 

返
戻 

予備２ 数字 ９ 未使用  

９ 予備３ 数字 ６ 未使用  

１０ 予備４ 数字 ６ 未使用  

１１ 予備５ 数字 １０ 未使用  

１２ 予備６ 数字 １０ 未使用  

１３ 予備７ 数字 ６ 未使用  

１４ 予備８ 数字 ６ 未使用  

１５ 予備９ 数字 ９ 未使用  

１６ 予備１０ 数字 ９ 未使用  

１７ 予備１１ 数字 ６ 未使用  

１８ 予備１２ 数字 ６ 未使用  

１９ 予備１３ 数字 ９ 未使用  

２０ 予備１４ 数字 ９ 未使用  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・トレーラレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7221”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “T1”固定  

３ 件数 数字 ６

介護予防・日常生活支援総合

事業の請求差のサービス事業

所の合計件数を出力する 

※Ｓ 

※１ 

４ 予備１ 数字 ６ 未使用  

５ 金額 数字 ９

介護予防・日常生活支援総合

事業の請求差のサービス事業

所の合計金額を出力する 

※Ｓ 

※１ 

６ 

請
求
差 

予備２ 数字 ９ 未使用  

７ 件数 数字 ６

介護予防・日常生活支援総合

事業の返戻のサービス事業所

の合計件数を出力する 

※Ｓ 

８ 予備３ 数字 ６ 未使用  

９ 単位数 数字 ９

介護予防・日常生活支援総合

事業の返戻のサービス事業所

の合計単位数を出力する 

※Ｓ 

１０ 

返
戻 

予備４ 数字 ９ 未使用  

１１ 予備５ 数字 ６ 未使用  

１２ 予備６ 数字 ６ 未使用  

１３ 予備７ 数字 １０ 未使用  

１４ 予備８ 数字 １０ 未使用  

１５ 予備９ 数字 ６ 未使用  

１６ 予備１０ 数字 ６ 未使用  

１７ 予備１１ 数字 ９ 未使用  

１８ 予備１２ 数字 ９ 未使用  

１９ 予備１３ 数字 ６ 未使用  

２０ 予備１４ 数字 ６ 未使用  

２１ 予備１５ 数字 ９ 未使用  

２２ 

合
計 

予備１６ 数字 ９ 未使用  

 
※ １ 未出力とする場合がある。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。   

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業審査決定増減表情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

事業所番号 

事業所名 

審査年月 

頁 

国保連合会名 

  ：  

 

トレーラレコード 

トレーラレコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

請求差－件数 

予備１ 

請求差－金額 

予備２ 

 ： 

 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

保険者番号 

サービス提供年月 

返戻－件数 

予備１ 

 

  ： 

明細レコード 
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（１１）介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書情報（事業所） 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7631”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定  

３ 取扱年月 数字 ６
取扱年月（西暦年月(YYYYMM)）

を出力する 
※１ 

４ 事業所番号 数字 １０

介護予防・日常生活支援総合事

業費過誤決定通知の対象とな

るサービス事業所等の事業所

番号を出力する 

※３ 

５ 事業所名 漢字 ４０ 事業所名を出力する  

６ 作成年月日 数字 ８
データの作成年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を出力する 
※２ 

７ 頁 数字 ５ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名を出力する  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 



- ４２ - 

・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7631”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “D1”固定  

３ 証記載保険者番号 数字 ８ 保険者番号を出力する ※１ 

４ 証記載保険者名 漢字 ２０ 保険者名を出力する  

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を出力する ※１ 

６ 被保険者氏名 英数 ２５ 被保険者カナ氏名を出力する  

７ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 
※２ 

８ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 
※１ 

９ サービス種類名 漢字 ２４ サービス種類名を出力する  

１０ 
過誤申立事由コード（介護予

防・日常生活支援総合事業） 
数字 ４

過誤申立事由コードを出力す

る 

※１ 

※３ 

１１ 過誤申立事由 漢字 ２８ 過誤申立事由を出力する  

１２ 単位数 数字 １３ 単位数を出力する ※Ｓ 

１３ 保険者負担額 数字 １３ 保険者負担額を出力する ※Ｓ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 過誤の申立事由は、4 桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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・集計レコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を出力する “7631”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “T1”固定  

３ 件数 数字 ６ 過誤件数を出力する ※Ｓ 

４ 単位数 数字 １３
過誤調整を行った単位数の合

計を出力する 
※Ｓ 

５ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
費 

保険者負担額 数字 １３

過誤調整を行ったサービスの

保険者負担額の合計額を出力

する 

※Ｓ 

６ 予備１ 数字 ６ 未使用  

７ 予備２ 数字 １３ 未使用  

８ 予備３ 数字 １３ 未使用  

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

取扱年月 

事業所番号 

事業所名 

  ： 

  ： 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

証記載保険者番号 

証記載保険者名 

被保険者番号 

  ： 

  ： 

 
 

明細レコード 

集計レコード 

集計レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

介護予防・日常生活支援総合事業

費 件数 

  ： 

  ： 
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（１２）介護予防・日常生活支援総合事業請求明細書返戻一覧表情報 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7421”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定  

３ 事業所（保険者）番号 数字 １０
サービス事業所の事業所番号

を出力する 
※３ 

４ 事業所（保険者）名 漢字 ４０ サービス事業所名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６
審査を実施した審査年月（西

暦年月(YYYYMM)）を出力する 
※１ 

６ 作成年月日 数字 ８
作成年月日（西暦年月日(YYYY 

MMDD)）を出力する 
※２ 

７ 頁 数字 ５ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 
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・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7421”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “D1”固定  

３ 保険者（事業所）番号 数字 １０

被保険者証に記載された保険

者番号又は公費負担者番号を

出力する 

※２ 

４ 保険者（事業所）名 漢字 ４０

被保険者証に記載された保険

者名又は公費負担者名を出力

する 

 

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を出力する ※２ 

６ 被保険者カナ氏名 英数 ２５
被保険者カナ氏名（半角カタ

カナ）を出力する 
半角カタカナ 

７ 種別 漢字 ２
種別を出力する 

請：請求明細書 
 

８ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 
※１ 

９ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 
※２ 

１０ 単位数 数字 ８ 単位数を出力する ※Ｓ 

１１ 事由 英数 １ 返戻事由記号を出力する ※３ 

１２ 内容 漢字 ２１０
返戻事由記号の内容等を出力

する 
 

１３ 備考 漢字 ８ エラーコードを出力する  

１４ サービス項目コード等 英数 ４
サービス項目コードもしくは

識別番号を出力する 
 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 事由は、１桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。なお、内容については以下の通り

とする。 

A：一次チェックでエラーのあるもの 

B：受給者・事業所の資格チェックでエラーのあるもの 

E：審査委員会の判定により却下、又は、時効により却下、又は、その他理由により却下 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

総合事業は審査委員会がないため、追記して

います。事由は介護と共通のコードを使用す

ることを想定しています。 
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 レコード構成図 

介護予防・日常生活支援総合事業返戻一覧表情報 

 

ヘッダレコード 

ヘッダレコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

事業所番号 

事業所名 

審査年月 

作成年月日 

頁 

  ： 
  ： 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票ﾚｺｰﾄﾞ種別 

証記載保険者番号 

証記載保険者名 

被保険者番号 

被保険者カナ氏名 

種別 

  ： 
  ： 

 
明細レコード 
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（１３）請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表情報 

  対象審査年月が平成２３年５月以降の場合、以下の項目を設定する。 

・ヘッダレコード 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7411”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “H1”固定  

３ 事業所（保険者）番号 数字 １０
サービス事業所の事業所番号

を出力する 
※３ 

４ 事業所（保険者）名 漢字 ４０ サービス事業所名を出力する  

５ 審査年月 数字 ６
審査を実施した審査年月（西

暦年月(YYYYMM)）を出力する 
※１    

６ 作成年月日 数字 ８
作成年月日（西暦年月日(YYYY 

MMDD)）を出力する 
※２    

７ 頁 数字 ５ “1”固定  

８ 国保連合会名 漢字 ３０ 国保連合会名  

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 
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・明細レコード（複数レコード） 

項番 項目名 属性
ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４ 交換情報識別番号を設定する “7411”固定 

２ 帳票レコード種別 英数 ２ “D1”固定  

３ 保険者（事業所）番号 数字 １０

被保険者証に記載された保険

者番号又は公費負担者番号を

出力する 

※２ 

４ 保険者（事業所）名 漢字 ４０

被保険者証に記載された保険

者名又は公費負担者名を出力

する 

 

５ 被保険者番号 英数 １０ 被保険者番号を出力する ※２ 

６ 被保険者カナ氏名 英数 ２５
被保険者カナ氏名（半角カタ

カナ）を出力する 
半角カタカナ 

７ 種別 漢字 ２

種別を出力する 

サ：サービス計画費請求明細

書 

請：請求明細書 

給：給付管理票 

 

８ サービス提供年月 数字 ６
サービス提供年月（西暦年月

(YYYYMM)）を出力する 
※１   

９ サービス種類コード 数字 ２
サービス種類コードを出力す

る 
※２ 

１０ 単位数 数字 ８ 単位数を出力する ※Ｓ 

１１ 事由 英数 １ 返戻事由記号を出力する ※３ 

１２ 内容 漢字 
６０

２１０

返戻事由記号の内容等を出力

する 
 

１３ 備考 漢字 ４ ８

保留区分が「保留」のとき、「保

留」を出力する 

エラーの場合はエラーコード

を出力する 

 

１４ サービス項目コード等 英数 ４
サービス項目コードもしくは

識別番号を出力する 
 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項：｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。(P.31) 

※ ３ 事由は、１桁の英数字属性のコードとし、申立情報作成の都度入力を行う。なお、内容については以下の通り

とする。 

A：一次チェックでエラーのあるもの 

B：受給者・事業所の資格チェックでエラーのあるもの 

C：請求明細書に対する給付管理票と突合不一致のもの、又は、査定でエラーのあるもの 

D：サービス計画費に対する給付管理票が未提出のもの 

E：審査委員会の判定により却下、又は、時効により却下、又は、その他理由により却下 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

    なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 

 
総合事業と共通のコードを使用することを想

定しているため、文言を追加します。（総合事

業は審査委員会がないため） 



平成24年 5月  審査分として下記金額を支払決定し

右記銀行に送金しますので通知致します。

平成24年 6月 25日
○○○国民健康保険団体連合会

振込金額内訳

 介護給付費等支払決定額通知書

〒　000－0000

介護  二郎
○○サービス事業所１

○○県■■市○－△－□

◆◆◆◆銀行

◇◇◇◇支店

SIBL01(7512)

事業所番号

金額

9000050014

20,200,000 

介護給付費支払額 8,000,000

消費税 100,000
2,000,000主治医意見書作成料

認定調査費委託料 2,000,000

 介護給付費等合計 20,200,000

介護予防・日常生活支援総合事業費支払額

消費税 100,000

8,000,000
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国保連合会 → 事業所

平成24年 6月 1日

1 頁

○○○国民健康保険団体連合会

件　数 日数
（回数）
  日

  （回）

単　位　数

単　位

金　　額

       円

3 31 35,784 357,840 322,056

3 35,784 357,840 322,056

審査決定 6 31 71,568 715,680 644,112

過誤調整 0 0 0 0 0

支払決定 6 31 71,568 715,680 644,112

※過誤調整の内訳については、介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書に記載しています。
                  SICL01(7541)

介護予防・日常生活支援総合事業費支払決定額内訳書

保険者負担金額

ケアマネジメ
ント

H24.4

訪問型予防サー
ビス

審　　査　　決　　定

平成24年5月　審査分事　業　所　名

□□□事業所

備　考

9000050014

事業所番号

00900000

サービス
種類名

保険者番号
サービス
提供年月

00900000 H24.4

総合事業費

総合事業費

総合事業費
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事業所番号

9000050014

サービス
提供年月

サービス
種類名

過誤申立事由 保険者負担額

件数

合計 総合事業費 -3 SLHL01(7631)

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書（平成24年6月取扱分）

事　業　所 名

○○事業所

H24.4

H24.4

証記載保険者番号
保険者名

被保険者番号
被保険者氏名

訪問型予防
サービス

生活支援サー
ビス（配食）

ケアマネジメ
ント

 ○○市

0000000005

900000

 ○○市

-4,500
予防生活支援
請求誤り

900000

 ﾋﾎｹﾝｼｬ2
-500

900000

H24.4
ケアマネ費　請
求誤り

 ○○市

0000000002

-900
 ﾋﾎｹﾝｼｬ6

-100 -900
 ﾋﾎｹﾝｼｬ5

予防生活支援
請求誤り

-100
0000000006

単位数 保険者負担額

-700 -6,300

過誤申立てについては、下記のとおり決定しましたので通知します。 平成24年 7月 1日

1 頁

○○○国民健康保険団体連合会

備  考単位数
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事業所（保険者）番号 9000050014

事業所（保険者）名

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

サービス
種類

サービス
項目等

単位数 事由 備　考

900000 0000000001

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ1

900000 0000000002

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ2

※　種別　：請…請求明細書

※　サービス項目等：審査エラーによる返戻のうち、明細情報のエラーにはサービス項目コードが出力されます SHDL02(7421)

6601

１２Ｐ０

8,325

平成24年 5月 31日

1 頁

○○○○国民健康保険団体連合会

１２Ｐ０

内　　　　容

82 B

 受給者番号：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。

 受給者番号：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。

2112 B1,080

介護予防・日常生活支援総合事業請求明細書返戻一覧表

 □□□事業所

平成24年5月　審査分

請 H24.4 40

請 H24.4
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号 9999999999

事業所（保険者）名

単位数
特定入所者介護費等

999999 0000000001

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ1

999999 0000000002

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ2

999999 0000000003

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ3

999999 0000000004

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ4

999999 0000000005

 ○○市 ｼﾞｭｷｭｳｼｬ5

※　種別　：サ…サービス計画費請求明細書、　請…請求明細書、　給…給付管理票

※　サービス項目等：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます

※　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。 SHDL01(7411)

 識別番号：特定療養・特別療養表に未登録

 明細行番号：様式番号とサービス種類の不整合

 時効により却下

 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要

 ○○事業所

請 H20.5 99 5,680 ＡＨＨ１

7,320

ＡＢＢＦ

10,665

3,350

C 保留

E請 H17.9 52

9,795請 H22.10 22

 サービス種類：算定不可ー療養体制維持

請 H22.10 2511 A

B

請

25

59

サービス
項目等

事由
サービス

種類

平成24年 5月 21日

１頁

○○○国民健康保険団体連合会

１０ＷＫ

内　　　　容 備　考

平成24年5月　審査分

H20.5 6601 B

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

22
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資料６ 居宅介護支援事業所インタフェースの変更案 

 

平成２４年４月施行の介護保険制度改正および報酬改定等に伴う居宅介護支援事業所インタフ

ェースの変更について、その変更内容を以下に示す。 

 

 

１．追加・変更するインタフェース一覧 

＜入力情報＞ 

項番 
新規/ 

変更 
識別 情報名 内容 ルート 周期 媒体

補足

※１

(1) 新規 7112 介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求書情報 

サービス事業所等から介護予防・日常生活支

援総合事業費請求を行う際に提出するサー

ビス事業所単位の集計情報 

 

 

 

サービス事

業所等 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

総 

(2) 新規 8161 

 

介護予防・日常生

活支援総合事業

費請求明細書情

報 

サービス事業所等から介護予防・日常生活支

援総合事業費請求を行う際に提出する被保

険者単位の明細情報 

地域包括支

援センター 

→ 

国保連合会 

月次 伝送

磁気

総 

 

※１ 補足の記載内容は以下のとおり 

・介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費を含む情報の場合：「介総」 

・介護給付費のみの情報の場合：「介」 

・介護予防・日常生活支援総合事業費のみの情報の場合：「総」 

 

＜出力情報＞ 

資料５「サービス事業所インタフェースの変更案」の１＜出力情報＞を参照のこと 

 

 

２．交換情報識別番号の対応 

資料５「サービス事業所インタフェースの変更案」の２を参照のこと 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の媒体は、伝送・

磁気のみとする。帳票には対応しない。 

別紙は追加しない。 
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３．項目説明 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業費請求書情報（複数レコード） 
資料５「サービス事業所インタフェースの変更案」の３（１）を参照のこと 

 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書情報（ケアマネジメント費（※））情報 

※名称は仮置きのものです。 

以下の項目を設定する。（単一レコード） 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

１ 交換情報識別番号 英数 ４

介護予防・日常生活支援総合

事業費請求明細書（ケアマネ

ジメント費）情報の識別番号を

設定する 

※名称は仮置きのものです。

○ 

“ 8161 ” 固

定  

２ 事業所番号 数字 １０
地域包括支援センターの事業

所番号を設定する 
○ 

※１  

３ 
指定/基準該当等事業所区

分コード 
数字 １

指定/基準該当等事業所区分

コードを設定する 
○ 

※１  

４ サービス提供年月 数字 ６

当該請求対象となるサービス

を提供した年月（西暦年月

(YYYYMM)）を設定する 

○ 

※２  

 

５ 証記載保険者番号 数字 ６ ６桁の保険者番号を設定する ○ ※１  

６ 単位数単価 数字 ４
単位数単価を設定する 

○ 
※４ 

※Ｓ 

７ 被保険者番号 英数 １０
被保険者証記載の被保険者

番号を設定する 
○ 

※１  

８ 公費負担者番号 数字 ８ 公費負担者番号を設定する  設定不要 

９ 公費受給者番号 数字 ７ 公費受給者番号を設定する  設定不要 

１０ 被保険者生年月日 数字 ８

被保険者の生年月日（西暦年

月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

○ 

※３  

１１ 性別コード 数字 １ 被保険者の性別を設定する ○ ※１  

１２ 要介護状態区分コード 数字 ２ 要介護状態区分を設定する ○ ※１ ※６ 

１３ 認定有効期間(開始) 数字 ８

認定有効期間開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ 

※３ ※６ 
 

１４ 認定有効期間(終了) 数字 ８

認定有効期間終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設

定する 

○ 

※３  

※６ ※５ 

※６ 

１５ 
居宅サービス計画作成依

頼届出年月日 
数字 ８

居宅サービス計画作成依頼

届 出 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

○ 

※ ３  

※ ５ 
設定不要 

１６ 
サービス計画費明細行番

号 
数字 ２

同一被保険者のサービスコー

ドごとの明細行番号連番を設

定する 

○ 

99:終端レコ

ード 固定 

１７ サービスコード 数字 ６ サービスコードを設定する ○ ※１  

１８ 単位数 数字 ４ 単位数を設定する ○ ※Ｓ 

１９ 回数 数字 ２ 回数を設定する ○ 1 固定 

２０ サービス単位数 数字 ６ サービスの単位数を設定する ○ 
※Ｓ 

※７ 

２１ サービス単位数合計 数字 ６
サービス単位数の合計を設定

する 
○ 

※Ｓ 

※７ 
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項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 必須入力 備考 

２２ 請求金額 数字 ６ 請求金額を設定する ○ ※Ｓ 

２３ 担当介護支援専門員番号 数字 ８
サービス計画を作成した介護

支援専門員番号を設定する 

 設定不要 

２４ 摘要 英数 ２０    

２５ 利用者負担額 数字 ６ 利用者負担額を設定する ○ ※Ｓ 

※ １ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。（P.31） 

※ ２ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢年月｣欄」参照。(P.42) 

※ ３ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢年月日｣欄」参照。(P.42) 

※ ４ 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項 ｢単位数単価｣欄」参照。(P.42) 

※ ５ 被保険者でない生活保護受給者の場合は設定不要。 

※ ６５ 認定有効期間の終了日が設定されていない受給者の場合は設定不要。 

※ ６ 二次予防事業対象者の場合は、要介護状態区分コードに”01：非該当”、認定有効期間（開始）・認定 

  有効期間（終了）に二次予防事業有効期間開始年月日・終了年月日を設定する。 

※ ７ 項番１８単位数と同じ値を設定する。 

※ Ｓ 固定長形式で表現する場合の「符号付き形式項目」。 

   なお、※Ｓが付加されていない数字属性項目は、「符号なし形式項目」である。 

 




